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はじめに 

 札幌市では、市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高き札幌のまちづくりを目指し、平

成19年（2007年）に「札幌市文化芸術振興条例」を制定しました。そして、文化芸術

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成21年（2009年）から３期15年

にわたり「札幌市文化芸術基本計画」を策定し、創造活動の中核である文化芸術を生か

した施策を推進してきました。 

 しかしながら、第３期計画期間（令和元年度（2019年度）～令和５年度（2023年度））

においては、多くの期間が新型コロナウイルス感染症が流行した時期と重なり、人々は

移動を制限され対面での交流も難しくなるといった大きな行動変容を余儀なくされま

した。文化芸術の分野においても、多人数が一堂に会して鑑賞を行うような従来型のイ

ベントや公演は忌避されるようになり、文化芸術に触れ、他者と共有する機会が激減し

ました。 

 一方で、文化芸術が多くの人に渇望され、文化芸術に触れること自体の素晴らしさが

再認識されるなど、その重要性が改めて実感される契機ともなりました。 

 文化芸術は感動や驚き、癒しなどといった心の動きを人々に与えます。また、豊かな

精神性や人間性とそれらを源泉とした創造性を醸成するものです。文化芸術によって

培われた創造性は新たな価値を生み出し、不確実性の高いこの時代においては、より重

要性が増しています。 

 そして重要性が増すにつれ、文化芸術は産業・まちづくり・教育・福祉などの他分野

と密接に結びつき機能することが期待され、これからの文化行政には、文化芸術の分野

にとどまらない広い視野を持って臨むことが求められていると考えています。 

 こうした考えの下、文化芸術と他分野との連携を一つの柱とした第４期札幌市文化

芸術基本計画を策定いたしました。 

 この計画を通じて、文化芸術のさらなる継承・発展・創造のみならず、私たちのまち

の魅力をより一層高めることを目指します。 

 最後に、計画の策定に当たり、ご尽力を賜りました札幌市文化芸術基本計画検討委員

会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見を聴かせていただきました関係者の皆様、そし

て市民の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

 

 

                    令和６年（2024年）６月 

                     札幌市長 秋元 克広 



目次 

 

第1章 札幌市文化芸術基本計画とは ............................................................................ 1 

1 基本計画策定の背景及び経緯 ............................................................................. 2 

2 基本計画の位置付けと計画期間 ......................................................................... 5 

3 第４期計画の見直しの方向性 ............................................................................. 8 

 

第2章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 .................... 11 

1 文化芸術を取り巻く社会的背景 ....................................................................... 12 

  (1) 文化芸術に関する近年の社会状況の変化や国等の動向 ............................... 12 

  (2) 文化芸術に関する札幌市の動向 .................................................................... 17 

 2 第３期計画期間の振り返り .............................................................................. 19 

  (1) 第３期計画の取組結果 ................................................................................... 19 

  (2) 「文化芸術意識調査」の概要 ....................................................................... 28 

 3 第４期計画策定に向けてその他考慮すべき事項 ............................................. 32 

(1) 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの目指す姿 ...................................... 32 

  (2) 国の文化芸術推進基本計画 ........................................................................... 38 

(3) 第４期計画策定に向けた関係者意見 ............................................................ 40 

4 第４期計画策定の見直しの視点 ....................................................................... 42 

 

第3章 第４期基本計画における文化振興施策について ........................................... 48 

 1 第４期計画のステージの構成 ........................................................................... 49 

 2 ４つのステージと実現に向けた施策 ................................................................ 51 

 

第4章 計画全体を支える仕組み .................................................................................. 67 

1 事業の評価検証 ................................................................................................. 68 

2 将来の文化芸術活動を活性化させるための調査研究 ...................................... 70 

 

別紙 札幌市における主な文化芸術事業一覧（令和５年度（2023年度）時点） ............71 

 



参考資料 

１ 札幌市文化芸術基本計画検討委員会の概要 ......................................................... 84 

２ 子ども教育委員会会議（令和５年（2023年）８月開催）の概要 .......................... 85 

３ 文化芸術関係者からの意見概要 .......................................................................... 93 

4 令和４年度札幌市創造活動支援事業 活動報告書（概要版） ............................... 102 

5 札幌市文化芸術基本条例 ................................................................................... 110 

6 パブリックコメント手続き ...................................................................................... 112 

 

コラム① 創造都市とメディアアーツ都市・札幌 .................................................... 9 

コラム② 文化芸術が子どもたちにもたらすもの .................................................. 46 

コラム③ 「社会的包摂」と「アールブリュット」 .............................................. 53 

コラム④ 「アーツカウンシル」とは？ ............................................................... 57 

コラム⑤ 文化財保存活用地域計画 ...................................................................... 61 

コラム⑥ サッポロカイギュウと小金湯産クジラ化石 ―博物館が生むつながり― ........ 62 

コラム⑦ 札幌国際芸術祭 .................................................................................... 65 

コラム⑧ 札幌にふさわしいアーティスト支援の検討 ........................................... 66 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
札幌市文化芸術基本計画とは 

１ 基本計画策定の背景及び経緯 

２ 基本計画の位置付けと計画期間 
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第1章 札幌市文化芸術基本計画とは 

基本計画策定の 
背景及び経緯 

 

 

私たちが住む札幌市は、自然の恵みと共に暮らしてきた人たちと、日本各地から移り住

んできた人たちがそれぞれの文化を育みながら、創造的で自由な発想によってそれぞ

れの時代の課題を克服し、世界に誇るまちへと進化してきました。 

 昭和38年（1963年）「札幌市民憲章」において、「世界とむすぶ高い文化のまちにしま

しょう」との理念を掲げ、早くから文化芸術施策の重要性に着目し、様々な文化芸術施

設の整備に着手してきたほか、市民が文化芸術に親しむ機会も提供してきました。 

 平成18年（2006年）には、「創造都市さっぽろ」を宣言しました。札幌市では、創造

性を培う基盤となる優れた文化芸術施設やイベントを多数つくりあげてきたことから、

それら文化芸術の力を生かして市民の創造性を刺激し、市民の創造的活動をまちの活

力につなげていくことを目指したものです。 

 「文化芸術振興基本法」の制定（平成13年（2001年））や、「文化芸術の振興に関する

基本的な方針（第２次基本方針）」の閣議決定（平成19年（2007年））などを背景とし、

「市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高き札幌のまちづくりを目指す」ことを掲げた

「札幌市文化芸術振興条例」が平成19年（2007年）に全議員の提案により成立しまし

た。その規定に基づき、文化芸術に関する施策を総合的・計画的に実施するための指針

として、平成21年（2009年）に第１期となる「札幌市文化芸術基本計画」を策定しまし

た。 

 平成25年（2013年）には、「ユネスコ創造都市ネットワーク1」のメディアアーツ2分野

 
1 創造的・文化的な産業の育成、強化によって都市の活性化を目指す世界の都市が、国際的な連携・相互交流を行

うことを支援するため、平成 16 年（2004 年）にユネスコが創設したネットワーク。文学、映画、音楽、クラフ
ト＆フォークアート、デザイン、メディアアーツ、食文化の７つの分野で構成されている。 

2 デジタル技術などを用いた新しい芸術表現。映像、演劇・舞踊（パフォーミングアーツ）なども含む幅広い表現
であり、創造的な産業にも波及する概念 
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での加盟が承認されました。20年以上にわたってIT3・コンテンツ4関連産業の育成に取

り組むなどメディアアーツの創出・活用につながる環境づくりをしてきたことや、メデ

ィアアーツを活用した取組などが評価されたものです。 

一方その後、国においては平成29年（2017年）の「文化芸術基本法」の成立や平成30

年（2018年）の「文化財保護法」の改正、文化芸術に関する国家戦略や「文化芸術推進

基本計画」の策定などが行われました。 

こうした動きを背景として、現在では地方にも、文化芸術そのものの価値や他分野と

一体となって創出される新しく多様な価値を文化芸術の継承・発展・創造に活用・循環

させること、文化財の公開と活用を通じて保存に対する認識を高めることなどが求め

られています。 

文化芸術に触れる機会や充実した施設など、これまでの取組によって市民に広く定

着してきた本市の優れた文化資源は、年齢、障がいの有無、言語の違い、経済的な状況

などにかかわらず、あらゆる人々に広く享受されるべきものです。 

今後もこうした観点を念頭に置きつつ、国の考え方も考慮して本市の施策を推進す

る必要があります。 

以上の背景を踏まえ、豊かな人間性の涵養や創造力の育成といった文化芸術の本質

的な価値の向上はもとより、文化芸術を教育・福祉・国際交流・まちづくり・観光など

幅広い関連分野にも活用することで、都市の魅力を向上させることを目指し、第４期札

幌市文化芸術基本計画を策定します。  

 
3 Information Technology の略。情報処理、情報技術 
4 文章、音楽、画像、映像、またはそれらを組み合わせた情報の集合のこと。 
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【札幌市文化行政の主なできごと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭和 38 年 
1963 

平成 18 年 
2006 

平成 19 年 
2007 

平成 21 年 
2009 

平成 25 年 
2013 

平成 27 年 
2015 

平成 29 年 
2017 

平成 30 年 
2018 

令和元年 
2019 

昭和 52 年 
1977 

昭和 57 年 
1982 

昭和 61 年 
1986 

平成９年 
1997 

平成 13 年 
2001 

平成９年 
1997 

札幌市民憲章で「世界とむす
ぶ高い文化のまちにしましょ
う」の理念を掲げる 

 

「札幌市芸術文化基本構想」
を策定 

文化芸術の力を生かして市民
の創造的活動をまちの活力に
つなげていくことを目指した
「創造都市さっぽろ」を宣言 

「文化芸術振興基本法」など
を背景として、「札幌市文化芸
術振興条例」が全議員の提案
により成立 

条例に基づき「札幌市文化芸
術基本計画（第１期）」を策定 

「ユネスコ創造都市ネットワ
ーク」にメディアアーツ分野
で加盟が承認 

「札幌市文化芸術基本計画 
（第２期）」を策定 

「札幌市文化芸術振興条例」
を「札幌市文化芸術基本条例」 
に改正 

札幌市が「SDGs未来都市」に
選定 

「札幌市文化芸術基本計画 
（第３期）」を策定 

平成 30 年 
2018 

札幌市教育文化会館開館 
（一部） 

札幌市民ギャラリー開館 
札幌芸術の森開館 
（一部） 

札幌コンサートホールKitara 
開館 

札幌市博物館活動センター
開館 
 

札幌市民交流プラザ開館 

令和６年 
2024 

「札幌市文化芸術基本計画 
（第４期）」を策定 本計画 

平成 27 年 
2015 

「（仮称）札幌博物館基本 
計画」を策定 

文化芸術 
基本計画 施設開館 その他 

できごと 
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第1章 札幌市文化芸術基本計画とは 

基本計画の 
位置付けと計画期間 

 

 

平成19年（2007年）に「文化芸術振興基本法」が制定されたことなどを背景として、

札幌市では「札幌市文化芸術振興基本条例」が成立し、平成21年（2009年）には同条

例第６条に基づき、文化芸術を取り巻く社会的背景などに対応して文化芸術に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための指針として、「札幌市文化芸術基本計画」を

策定しました。 

 基本計画は５年間を計画期間として、これまでに第１期～第３期まで策定されてお

り、本計画は令和６年度（2024年度）～令和10年度（2028年度）を計画期間とする、

第４期の計画となります。 

【これまでの計画概要】 

計画期間 主な内容 

第１期 

平成21年度～平成25年度 
（2009年度～2013年度） 

「花ひらく創造都市」を計画の目指すところとして掲げ、 

「過去・現在・未来」の３つの視点から、札幌の文化芸術を 

「育てる」「つなぐ」「発信する」「継承し、活かす」の 

４つの施策を推進 

第２期 

平成26年度～平成30年度 
（2014年度～2018年度） 

「創造性あふれる文化芸術の街さっぽろ」をテーマとし、 

「創造性の土を耕す」「創造性の種を撒く」「創造性を実らせる」 

「創造性を蓄え、伝える」の４つのステージに分類して施策を推進 

ステージの循環による創造性の醸成を企図 

第３期 

令和元年度～令和５年度 
（2019年度～2023年度） 

第２期の考え方を継承しつつ、「創造性めぐるまち さっぽろ」を 

テーマとし、「機会の充実」「未来への布石、育成、支援」 

「文化の保存・活用」「視点の検討」の４つのステージに分類した 

施策を推進 

2
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本計画は、令和４年度（2022年度）に策定された札幌市の最上位計画「第２次札幌市ま

ちづくり戦略ビジョン」を受けた個別計画に位置付けられます。 

 また、文化芸術基本法5においては「地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計

画については、国が定める『文化芸術推進基本計画』を参酌する必要がある」とされて

おり、第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に当たっても、この国の計画を踏まえて策

定する必要があります。 

 このほか、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律6（以下「障害者文化芸術

推進法」という。）において、「地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進

に関する計画を定めるよう努めなければならない。」と規定されており、さっぽろ障が

い者プラン2024と併せて地方公共団体障害者文化芸術活動推進計画にも位置付ける計

画とします。 

【計画の位置付けのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 平成 29 年（2017 年）６月に文化芸術振興基本法の一部改正が行われ題名が変更。文化芸術そのものの振興にと

どまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策を法律の範囲に取り
込むとともに、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが改正
の趣旨 

6 平成 30 年（2018 年）６月に策定。文化芸術が、障がいの有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をも
たらすものであることに鑑み、文化芸術基本法及び障害者基本法の理念に則り、障がいのある方が文化芸術を鑑
賞・参加・創造するための環境整備やそのための支援を促進することを目的とした法律 

札幌市 
まちづくり 

戦略ビジョン 

中期実施計画 

個別計画 

札幌市 
文化芸術基本計画 

（本計画） 

文化芸術基本法 

文化芸術推進基本計画 

札幌市 

文化芸術基本条例 

施策・事業に反映 

上位計画 国の法律等 

札幌市の条例 

※ さっぽろ障がい者プラン 2024

と併せて国が計画策定を求めて

いる地方公共団体障害者文化芸

術推進計画にも位置づけ。 
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なお、本計画が対象とする「文化芸術」は、文化芸術基本法が定める以下の範囲を基

本としつつ、本市の地域特性や社会変化などを考慮して判断するものとします。 

 

【文化芸術基本法が定める「文化芸術」の範囲】 

芸術 
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術 

（メディア芸術を除く） 

メディア芸術 
映画、マンガ、アニメーション及びコンピュータその他の
電子機器等を利用した芸術 

伝統芸能 
雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他のわが国古来の伝
統的な芸能 

芸能 
講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能 

（伝統芸能を除く） 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版物及びレコード  

文化財 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における文化芸術 
地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 

（地域の人々によって行われる民族的な芸能） 
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第1章 札幌市文化芸術基本計画とは 

第４期計画策定に向けた 
見直しの方向性 

 

 

第４期札幌市文化芸術基本計画では、以下の考え方に基づき、文化芸術の力を様々な分

野で生かし、さらに創造性を活用したまちづくりを一層進めていくために、今後５年間

（令和６年度（2024年度）～令和10年度（2028年度））の指針として以下の考え方に基

づき見直しを行います。 

 

【第４期札幌市文化芸術基本計画の見直しの方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

１ 現行計画の考え方の継承・再構築 

 人々の創造性を育む文化芸術の役割は今後も変わることなく心豊かな

活力ある社会の形成に極めて重要な意義を持つものであることから、 

現行計画の基本的な考え方を土台としながら見直しを進めます。 

３ 重点的に取り組む項目の整理 

 第４期計画期間中の取組についてメリハリをつけた取組となるよう、

重点的に取り組む項目を設定します。 

２ コロナ禍を含めた状況変化、国の計画の変更点などを踏まえた見直し 

 コロナ禍を含めた札幌の文化芸術を取り巻く状況変化、国の「文化芸

術推進基本計画」の変更点などを踏まえて計画の見直しを進めます。 
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Column
コ ラ ム

：創造都市とメディアアーツ都市・札幌 
 

平成 18 年（2006 年）、札幌市は「創造都市さっぽろ宣言」の中で次のように表明し
ました。 

 
そして平成 25 年（2013 年）には、ユネスコ創造都市ネットワーク（UCCN）にアジ

アで初めて「メディアアーツ」分野で加盟しました。UCCNには音楽、文学、食文化など 7つ
の分野があり、メディアアーツ分野では札幌のほか、リンツ（オーストリア）、アン＝ギャン＝レ
ヴァン（フランス）、ヨーク（イギリス）などが加盟しています。 

札幌市における「メディアアーツ」は、「アート」
を要素として含みつつ、「産業」「テクノロジー」
「都市空間」といった幅広い領域を対象とし、
都市全体をメディア（媒体）とみなすものであ
ると定義されています。 

しかし、豊かな自然に囲まれた札幌のまち
が、先端技術を駆使するメディアアーツのイメー
ジとすぐには結びつかないという方も多いかもし
れません。この「メディアアーツ」という言葉は札
幌のまちとどのようなつながりがあるのでしょうか。 

 
札幌では 1980 年代からソフトウェア開発などを請け負う企業の立地や北海道大学で情

報工学などを学んだ学生による起業が進み、市は情報ソフトウェア産業の振興と併せて、早
くからクリエイティブ人材の育成やコンテンツ制作・活用の促進に着手していました。 

また札幌では、身近な例としてさっぽろ雪まつりで行われるプロジェクションマッピングやボー
カロイド「初音ミク」など、メディアアーツの取組が数多く行われてきました。札幌は特有の自然
環境や気候も相まって、地下歩行空間や大通公園など特有の公共空間を有しており、こう
した特徴的な都市環境を活用した取組が生み出される素地があったとも言えます。 

こうした背景の下、札幌はメディアアーツ都市として UCCN に加盟するに至り、蓄積された
人材・知識・技術が新たなコンテンツや創造的活動を生み出し続けています。札幌市では
今後も、メディア技術の活用による文化・クリエイティブ産業の発展、地域や産業の活性化、
都市課題の解決に取り組んでいきます。 
  

札幌の街は、市民とオープンなコミュニケーションを図り、全ての人の中に潜在しているアイ
デアや才能をまちづくりに活かしていきます。さらに、その取り組みを世界に発信し、知識・
アイデアを資本とするクリエイティブ企業や世界で活躍する人材をひきつけ、創造的な環境
を求める人々が住みたいと思う街へと札幌を変えていきます。 
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SDGsと本計画との主な関連 
 

SDGsと本計画の４つのステージとの主な関連については、以下のとおりです。 
 

SDGsとは 

「持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals、SDGs[エス・ディー・ジーズ]）」は、平成
27年（2015年）9月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記
載された、平成28年（2016年）から令和12年（2030
年）までの国際目標です。 
 持続可能な世界を実現するための17のゴール
（目標）と169のターゲット（取組・手段）から構成され、地球上の誰一人として取り
残さない（no one will be left behind）ことを誓っています。 
 

SDGsの基本的な理念 関連ステージ 

基本的な理念として、包摂性について示されています。 
（以下、2030アジェンダ～ビジョンより一部抜粋） 

●我々は、人権、人の尊厳、法の支配、正義、平等及び差別のないことに
対して普遍的な尊重がなされる世界を思い描く。人種、民族及び文化
的多様性に対して尊重がなされる世界。（途中省略）そして、もっとも
脆弱な人々のニーズが満たされる、公正で、衝平で、寛容で、開かれて
おり、社会的に包摂的な世界。 

●我々は、すべての国が持続的で、包摂的で、持続可能な経済成長と働き
がいのある人間らしい仕事を享受できる世界を思い描く。 
 

全般 

特にステージ１ 

SDGs関連目標とターゲット 関連施策 

 

働きがいも経済成長も 
8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続
可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 

ステージ３ 
施策２ 

ステージ４ 
施策１ 

 

住み続けられるまちづくりを 
11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 ステージ３ 

施策１ 

 

つくる責任 つかう責任 
12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業
に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 

ステージ３ 
施策２ 

ステージ４ 
施策１ 

 
 

気候変動に具体的な対策を 
13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、
人的能力及び制度機能を改善する 

ステージ３ 

施策２ 
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第 2 章 
第４期札幌市文化芸術基本計画の 
策定に向けた見直しの視点 
１ 文化芸術を取り巻く社会的背景 

２ 第３期計画期間の振り返り 

３ 第４期計画策定に向けてその他考慮すべき事項 

４ 第４期計画策定の見直しの視点 
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第2章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 

文化芸術を取り巻く 
社会的背景 

 
 
この章では、文化芸術を取り巻く社会的背景や『創造性めぐるまちさっぽろ』の実現に

向けて取り組んできた、第３期計画期間の５年間について、事業の取組結果や毎年札幌

市民に対して実施している文化芸術意識調査で振り返ります。 

また、札幌市まちづくり戦略ビジョンが目指す姿や令和５年（2023年）３月24日に

閣議決定された国の文化芸術推進基本計画における国の課題認識などを確認し、計画

の見直しの視点について整理します。 

 

１ 文化芸術に関する近年の社会状況の変化や国等の動向 

社会状況の変化                                                  

日本の総人口は減少過程に入っており、また、年少人口7の減少及び老年人口8の

増加も年々進み、地域コミュニティ9の衰退や、文化芸術の担い手不足等の問題

も指摘されています。 

 グローバル化の進展に伴い、多くの人々が国境を越えて行き交うなか、国内外

の文化的多様性や相互理解を促進していくことの重要性が一層高まっているほ

か、インターネット等の情報通信技術の急速な発展と普及により、情報の受信・

発信が容易となるなど、文化芸術活動の創造活動のみならず、多様で広範な文化

芸術活動の展開が可能となっています。 

 また、令和２年（2020年）からの新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロ

ナ」という。）の世界的な流行により、人々は移動を制限され、対面での交流も

難しくなり、大きな行動変容を余儀なくされました。 

 文化芸術分野においては、多人数が一堂に会して鑑賞を行うような従来型の

 
7 14 歳以下の人口 
8 65 歳以上の人口 
9 共通の目的や興味、地域などによって結びついた人々の集まり 

1
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イベントや公演が中止や延期になるなど、極めて甚大な影響を受けました。 

 一方で、文化芸術が多くの人に渇望されるとともに、持続可能性やウェルビー

イング10といった価値観が普及し、改めて文化芸術の持つ本質的及び社会的・経

済的価値の重要性が再認識される契機ともなりました。 

【近年の主な国の動向】 

時期 内容 

平成29年 

2017 

文化芸術基本法 制定 

文化経済戦略 策定 

平成30年 

2018 

文化芸術推進基本計画（第１期） 策定 

障害者文化芸術推進法 制定 

文化財保護法 改正 

令和２年 

2020 

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 
（以下「文化観光推進法」という。） 制定 

令和３年 

2021 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 開催 
（その前後で文化プログラム、日本博を実施） 

文化財保護法 改正 

令和５年 

2023 
文化芸術推進基本計画（第２期） 策定 

 

文化芸術基本法の制定 平成29年（2017年）６月                               

少子高齢化、グローバル化の進展など社会の状況が著しく変化する中で、観光や

まちづくり、国際交流等幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化

芸術政策の展開がより一層求められるようになってきたことなどから、文化芸

術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他

の関連分野における施策を法律の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生

み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用するため、文

化芸術振興基本法が改正され、「文化芸術基本法」が成立しました。 

 

 
10 Well（よい）と Being（状態）が組み合わさった言葉で、心身ともに満たされた状態を表す概念 
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文化経済戦略の策定 平成29年（2017年）12月                                 

文化芸術基本法の成立を踏まえ、文化芸術と他分野が一体となって新たな価値

を創出し、自立的・持続的に発展していくことを目的とした国家戦略である文化

経済戦略が策定され、文化芸術産業の経済規模の拡大に向けた取組を推進する

こととされています。 

 この戦略では、魅力あふれる地域づくりの礎である文化財を確実に継承し、公

開・活用を通じて鑑賞機会を増やすことで、保存に対する認識が高まるといった

好循環を生み出す「文化財の着実な承継とさらなる発展」など重視すべき観点を

定めています。 

文化芸術推進基本計画の策定 平成30年（2018年）３月                        

文化芸術基本法に基づき、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画を国が

初めて策定しました（計画期間：平成30年度（2018年度）～令和４年度（2022

年度））。 

 この計画では、文化芸術の本質的価値及び社会的・経済的価値を明確化し、

文化芸術により生み出される多様な価値を、文化芸術の継承、発展及び創造に

活用・好循環させ、文化芸術立国を目指すものとされ、文化芸術の社会的包摂

の機能11を生かした「心豊かで多様性のある社会」など今後の目指すべき姿を

定めています。 

 

 

 

 

 

 
11 人々が文化芸術の場に参加する機会を通じて、多様な価値観を尊重し、他者との相互理解が進むという機能 

文化芸術の本質的価値 

●豊かな人間性を涵養、 
創造力・感性を育成 

●文化的な伝統を尊重する心を 
育成 

文化芸術の社会的・経済的価値 

●他者と共感し合う心、 
人間相互の理解を促進 

●質の高い経済活動を実現 

●人間尊重の価値観、 
人類の真の発展に貢献 

●文化の多様性を維持、平和の礎 
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障害者文化芸術推進法の制定 平成 30 年（2018 年）６月                         

文化芸術が、障がいの有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたら

すものであることに鑑み、文化芸術基本法及び障害者基本法の理念に則り、障が

いのある方が文化芸術を鑑賞・参加・創造するための環境整備やそのための支援

を促進することを目的としています。 

文化財保護法等の改正 平成30年（2018年）６月                                

過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に各地の貴重な文化財の滅失・散

逸等の防止が緊急の課題となる中、これまで価値付けが明確でなかった未指定

を含めた文化財をまちづくりに生かしつつ、文化財継承の担い手を確保し、地域

社会総がかりで取り組んでいくことのできる体制づくりを整備するため、地域

における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の

強化を図るもので、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律が一部改正されました（平成31年（2019年）４月施行）。 

文化観光推進法の制定 令和２年（2020年）５月                                

文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化

の振興に再投資される好循環を創出することを目的としています。 

 このために、文化施設にはこれまで連携が進んでこなかった地域の観光関係

事業者等との連携や来訪者が学びを深められる文化資源の魅力の解説・紹介、来

訪者を惹きつける積極的な情報発信や利便性向上などが求められています。 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 令和３年（2021年）      

令和３年（2021年）に開催された東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会は、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり、多くの文化プログ

ラムを展開するとともに、日本博12として全国各地の文化事業を推進しました。 

 
12 日本人の美意識・価値観を国内外にアピールし、その発展及び国際親善と世界の平和に寄与するための施策 
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文化財保護法の改正 令和３年（2021 年）４月                                 

社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無

形の民俗文化財の登録制度を新設し、幅広く文化財の裾野を広げて保存・活用を

図るとともに、地方公共団体による文化財の登録制度及び文部科学大臣への文

化財の登録の提案等について定める改正が行われました。 

文化芸術推進基本計画（第２期） 令和５年（2023年）３月            

日本の文化芸術を取り巻く状況の変化や第１期基本計画期間の成果と課題を踏

まえて、第１期の４つの目標を中長期目標として基本的に踏襲した上で、今後５

年間（令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027年度））において推進する７

つの重点取組などを示しています。 
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２ 文化芸術に関する札幌市の動向 

SDGs未来都市 平成30年（2018年）                                          

札幌市は平成30年（2018年）に、国連「持続可能な開発目標」、通称「SDGs」

（エス・ディー・ジーズ）の達成に向けた優れた取組を提案する都市を全国から

内閣府が選定する「SDGs未来都市」に選ばれました。 

 これに伴い策定された「SDGs未来都市計画」では、環境の取組の推進を起点

とした経済や社会への波及を目指すとともに、北海道という地域特性を活用し

た取組により「寒冷地における環境都市」の世界モデルの構築を目指すこととし

ています。 

文化財保存活用地域計画の策定 令和２年（2020年）２月                       

平成30年度（2018年度）の文化財保護法改正により、市町村が策定する文化財

の保存と活用に関する総合的な計画を、同法に基づき文化庁長官が認定する制

度が創設されました。 

 これを受け札幌市では、文化財や歴史文化の価値と魅力を多くの市民が共有

し、大切に使いながら将来に継承していくことで、市民にも来訪者にも魅力ある

まちづくりを進めるための基本的な方針を示すため、令和２年（2020年）２月に

「札幌市文化財保存活用地域計画（計画期間：令和２年度（2020年度）～令和６

年度（2024年度）」を策定しました。 

札幌文化芸術未来会議 令和２・３年度（2020・2021年度）                     

札幌市文化芸術基本条例では、札幌市が市民、芸術家、文化芸術関係団体等と自

由かつ率直に意見交換を行うことができる仕組みを整備することとしています。 

 これを踏まえ、平成21年度（2009年度）から平成30年度（2018年度）までは

「札幌文化芸術円卓会議」を設置し、年度ごとに設定されたテーマに基づく議論

が行われてきました。 

 しかし、令和２年（2020年）に国内で新型コロナの感染が拡大したことによ

り、多人数が一堂に会するイベント等の開催が制限され、アーティスト等が創

作・発表の場を失うなど、文化芸術分野においても多大な影響が生じました。 
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 こうした状況を踏まえ、コロナ禍以降の文化芸術施策について集中的な議論

を行うため、新たに「札幌文化芸術未来会議」が設置され、令和２年度（2020年

度）から令和３年度（2021年度）にかけて、計10回に渡る議論が行われました。 

 こうした議論の結果は、市内のアーティストの活動実態を適切に把握するた

めに実施された「札幌市文化芸術活動実態調査」や、アーティスト等の実態に即

した適切な支援の仕組みづくりを目指す「札幌市文化芸術創造活動支援事業」な

どの形で市政に反映されています。 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの策定                       

市民、企業、行政などの多様な主体が札幌市の目指すべきまちの姿とまちづくり

の方向性を共有し、共に取り組んでいくため、長期的なまちづくりの基本方針と

して令和４年度（2022年度）から令和13年度（2031年度）までを計画年次とす

る「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定しました。 

 札幌市文化芸術基本計画は、最上位計画である札幌市まちづくり戦略ビジョ

ンに紐づく個別計画に位置付けられます。 

文化芸術に関連する他分野の取組                                             

札幌市では、最上位計画である札幌市まちづくり戦略ビジョンに紐づく個別計

画として、札幌市文化芸術基本計画以外にも様々な分野の計画が策定されてい

ます。 

 文化芸術施策を推進するに当たっては、文化芸術が生み出す価値をより広い

領域へと波及させていくことが重要であることから、札幌市アイヌ施策推進計

画、札幌市映像活用推進プラン、札幌市観光まちづくりプラン、さっぽろ障が

い者プランなど、関連する他分野の計画とも連携しながら取り組んでいきま

す。 
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第2章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 

第３期計画期間の 
振り返り 

 

１ 第３期計画の取組結果 計画期間：令和元年度（2019年度） ～ 令和５年度（2023年度） 

第３期計画が掲げた、以下の４つのステージのもとで計画された施策の取組状況及び

各ステージに設定した成果指標の状況は次のとおりです。 

ステージ１：機会の充実 ステージ２：未来への布石、育成、支援 

施策１-① 多様な文化芸術に親しむ機会の提供 

施策１-② 文化芸術のための施設の活用等 

施策２-① 子どもたちの文化芸術活動の充実 

施策２-② アーティスト等のステップアップ 
促進 

施策２-③ 文化芸術をつなぐ新たな役割の育
成・支援 

ステージ３：文化の保存・活用 ステージ４：視点の検討 

施策３-① 文化遺産・自然遺産の保存と活用 

施策３-② 文化芸術を生かした様々な事業との
連携強化 

施策３-③ 札幌の文化芸術を通じた国内外への
魅力発信 

施策４-① 情報発信機能の強化 

施策４-② 情報の蓄積に向けた調査・研究 

施策４-③ 将来の文化芸術活動を活性化させる
ための調査・研究 

 

ステージ１：機会の充実                           

全ての人々に充実した文化芸術活動への参加の機会・場を提供するとともに、文

化芸術が有する社会的包摂機能が発揮されるための環境整備につながる以下の

取組を計画していました。 

●施策１－① 多様な文化芸術に親しむ機会の提供 

●施策１－② 文化芸術のための施設の活用等 

多種多様な表現方法のある現代アート13を軸にして市民の創造性の醸成や札幌

 
13 絵画や彫刻といった美術作品の一般的な形式に捉われず、映像やインスタレーション（空間を含む表現）、パフ

ォーマンス（身体表現）などの多種多様な表現により、現代社会の状況や問題、テクノロジー等を反映した作品 

2
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の魅力の国内外への発信を図る「札幌国際芸術祭（Sapporo International Art  

Festival 略称SIAF）」、世界の若手音楽家の育成を軸に世界トップクラスの音楽

に親しむ機会を提供する世界三大教育音楽祭14の一つとされる「パシフィック・

ミュージック・フェスティバル札幌（略称PMF）」、「札幌がジャズの街になる」

をスローガンとする市民参加型の都市型フェスティバル「サッポロ・シティ・ジ

ャズ」、アートの入口として多くの市民が参加するイベント「さっぽろアートス

テージ」など、多くの市民に親しまれる取組や文化芸術施設の機能を有効に活用

した取組などを進める予定でしたが、新型コロナの影響により、SIAF2020の中

止をはじめ、多くの文化芸術イベントが開催の可否を含めて大きな影響を受け

ました。 

 各イベントにおいて、オンラインでの発信などにも取り組みましたが、本来目

指していた形での事業実施が困難な期間となりました。成果指標についても、す

べての指標がコロナ禍の影響を大きく受け、令和４年度（2022年度）時点では、

目標値には届いていない状況となっています。 

 また、第３期計画に位置付けられていた大規模ホールの在り方検討について

は、令和元年度（2019年度）に大規模多目的ホールに係る需給調査を実施し、将

来にわたるホールの需要及び適正な供給量を検証しました。本調査では、令和22

年（2040年）頃までは調査時点と同程度のホール需要が維持されることが予測

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 PMF の他、アメリカのタングルウッド音楽祭、ドイツのシュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭を指します。 
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【第３期計画の成果指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術の鑑賞活動への参加割合 主要文化芸術施設の利用者数 

対象：札幌市民交流プラザ（H30年（2018年）10月開館） 
 札幌芸術の森 
 札幌コンサートホール Kitara 
 札幌市教育文化会館 
 札幌市民ギャラリー 
 本郷新記念札幌彫刻美術館 

市内主要イベントの観客者数 

 対象：PMF、サッポロ・シティ・ジャズ、 
 さっぽろアートステージ 
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ステージ２：未来への布石、育成、支援                     

文化芸術を発展させるために、感受性豊かな子どもたちの文化芸術活動の充実

や、市内アーティストのステップアップの促進、また、文化芸術の持続的な発展

を目指し、発表の場等を創り上げていくアートマネージャー15やボランティアの

育成・支援を行うために以下の取組を計画していました。 

●施策２－① 子どもたちの文化芸術活動の充実 

●施策２－② アーティスト等のステップアップ促進 

●施策２－③ 文化芸術をつなぐ新たな役割の育成・支援 

 乳幼児から親子で芸術を体験することができる「０さいからのげいじゅつの

もり」や小学校高学年を対象に、美術館に招待して作品への興味や関心を高める

「ハロー！ミュージアム」、プロのオーケストラによる本格的なクラシック音楽

を鑑賞する機会を提供する「Kitaraファースト・コンサート」や舞台芸術を鑑賞

する機会を提供する「子どものミュージカル体験」など、子どもたちの文化芸術

活動の充実については、第２期計画に引き続き優先的に取り組んできました。し

かしながら、コロナ禍のため、一時的ではありますが参加人数は大きく減少し、

ステージ１同様、厳しい期間となりました（例：令和２年度（2020年度）は「Kitara

ファースト・コンサート」は中止、「ハロー！ミュージアム」も前年度に比べ参

加校数が186校⇒107校に減少）。 

 また、アーティスト等のステップアップや文化芸術をつなぐ新たな役割の育

成等についても第３期計画で目指しましたが、コロナ禍により、アーティスト活

動の支援を優先すべき状況となりました。そこで、アーティストが公演や展示を

行う際の施設使用料を半額補助する「札幌市文化芸術活動再開支援事業」や、文

化芸術団体とアーティストの現状やニーズをより詳細に把握している専門性に

富んだ団体、いわゆる中間支援組織を通じてアーティスト支援を行う「札幌市創

造活動支援事業」という新しい事業を構築し、コロナ禍においても芸術の灯を消

さないよう取組を進めました。 

 
15 創造する側、鑑賞する側、場の提供者、支援者など様々な関係者の間に入り、事業全体の仕組みを調整し、創り

上げていく人材 
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 成果指標については、「子どもが自然、社会、文化などの体験をしやすい環境

だと思う人の割合」については減少傾向、また、文化芸術活動への参加割合は増

加傾向となっていますが、ともに目標値には届いていません。 

【第３期計画の成果指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもが自然、社会、文化などの体験を 
しやすい環境だと思う人の割合 

文化芸術の鑑賞以外の活動への参加割合 
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ステージ３：文化の保存・活用                         

文化芸術や文化財が持つ創造性や価値を適切に保存継承しながら、教育、地域社

会、福祉、経済など様々な分野と連携し、まちの活性化や地域コミュニティの形

成、効果的な投資やイノベーション、札幌のブランド発信につなげるために以下

の取組を計画していました。 

●施策３－① 文化遺産・自然遺産の保存と活用 

●施策３－② 文化芸術を生かした様々な事業との連携強化 

●施策３－③ 札幌の文化芸術を通じた国内外への魅力発信 

 文化財の保存と活用については、市有文化財施設の保全計画に基づく改修や、

地震・防火対策などを行うとともに、札幌市と経済団体や観光団体で構成する

「札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会」を設置し、関連文化財群及び歴史的

背景などのストーリーを生かした市内文化財の周遊促進パンフレットを作成す

るなど文化財の魅力発信に取り組みました。また、地域の歴史の中で生まれ、育

まれ大切にされている未指定・未登録の文化財について、その価値が見出されな

いまま失われてしまうことがないよう地域文化財認定制度を創設しました。  

さらに、国指定重要文化財である「旧札幌農学校演舞場（時計台）」に関して、

周辺のまちづくりの動きと連携し、時計台を中心とした魅力ある都心空間を創

出することを目標とした「時計台周辺地区地区計画」を令和５年（2023年）10月

に決定しました。 

札幌市博物館活動センターにおいては、札幌の独自性を自然史の観点から明

らかにするための調査・研究を進め、都心部において、これらの活動内容ととも

に札幌の自然や街の成り立ちを広く市民に周知しました。 

 異分野連携や国内外への魅力発信については、コロナ禍により取組が進みま

せんでしたが、SIAF2024において、本市を代表する冬の観光イベント「さっぽ

ろ雪まつり」や本市の創造都市施策をともに推進している「NoMaps」、企業と

の連携を行うほか、ユネスコ創造都市ネットワークメディアアーツ17都市と連

携して、CG映像を制作・展開するプロジェクトの実施など、文化芸術が有する

価値を広く発揮する取組を進めています。 

 成果指標については、施設利用者数や来札観光客数は、コロナ禍期間中は大き
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く減少しておりますが、現在は回復傾向となっています。クリエイティブ産業人

材の従事者数は増加しており、令和３年度（2021年度）時点で目標値を達成して

います。 

【第３期計画の成果指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化財関連施設利用者数 来札観光客数 

クリエイティブ産業の従事者数 

※総務省が実施する経済センサスから数値を引用
しており、５年に１回行う基礎調査と、基礎調査
の中間年に行う活動調査から従事者数を調査 

対象：時計台 
豊平館 
旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮 
八窓庵 
琴似屯田兵村兵屋跡 
清華亭 
旧黒岩家住宅 
新琴似屯田兵中隊本部 
札幌村郷土記念館 
丘珠縄文遺跡 
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ステージ４ 視点の検討                             

市民が容易に情報を入手するための発信方法、文化芸術に関する情報の保存・蓄

積の在り方、文化芸術の特性に留意した評価方法など、各ステージの取組を効果

的に進めることを目的に以下の取組を計画していました。 

●施策４－① 情報発信機能の強化 

●施策４－② 情報の蓄積に向けた調査・研究 

●施策４－③ 将来の文化芸術活動を活性化させるための調査・研究 

 市内の文化イベント情報の発信については、第２期に引き続き「大通情報ステ

ーション16」において進めてきましたが、コロナ禍の影響を受け、イベント情報

の発信件数は大きく減少しました。情報の蓄積については、指定文化財や登録文

化財、ふるさと文化百選などのアーカイブ化を進め、インターネット上で閲覧で

きる取組を進めました。 

 文化芸術活動を活性化させるための取組としては、新型コロナの感染拡大を

きっかけとして、市と文化芸術関係者等の間で意見交換を行うための「札幌文化

芸術未来会議」を設置し、令和２年（2020年）11月～令和４年（2022年）２月

にかけて計10回の会議を開催しました。短期的な支援と中長期的な支援の在り

方について議論を行い、前述の「札幌市創造活動支援事業」の創出につながりま

した。   

 
16 札幌市内及び近郊の観光・文化等イベント情報の提供や、交通機関・店舗等への案内を市民・観光客に行うた

め、地下鉄南北線大通駅コンコース横（5 番出口横）に設置された情報発信スペース。 
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 なお、大通情報ステーションは、インターネットの普及状況等を踏まえ、デジ

タル技術を活用した効果的な情報発信を行うこととして、有人対応や紙媒体中

心である現施設を令和５年度（2023年度）末をもって廃止し、文化芸術の情報発

信機能は札幌文化芸術交流センターSCARTSに集約することとしました。 

 

【第３期計画の成果指標の状況】 

  
大通情報ステーションで情報発信した市内開催の文化芸術イベント数 

※ 第３期計画では、平成29年度の実績値として情
報発信された文化芸術イベント数が6,820件とさ
れていたが、当該件数には他の分野の発信も含ま
れており、文化芸術に絞ると3,915件。他の分野
の発信を含めた令和４年度の件数は2,458件 
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２ 「文化芸術意識調査」の概要  

より効果的な文化芸術施策の検討に当たって、文化芸術に対する市民の関心度やニー

ズ等のデータを広く収集するため、平成26年度（2014年度）から継続的に郵送による

アンケート調査を実施しています。ここでは、令和４年度（2022年度）の調査結果を中

心に、平成29年度（2017年度）以降の変化も含めて確認します。 

※調査対象：無作為抽出した15歳以上の市民5,000人へのアンケート郵送 

      令和４年度（2022年度）の回答数1,018通（回答率：20.4％） 

文化芸術活動の重要度                             

文化芸術を鑑賞することや、自ら文化芸術活動を行うことが「非常に大切だと思

う」と「ある程度大切だと思う」と回答した市民は計86.9％であり、文化芸術の

重要性が高く認識されています。年代別では、高齢層で高く、10代・20代で低く

なっています。 

 また、経年変化を見ても、文化芸術活動が大切と回答した市民の割合は、前回

計画策定時から継続的に85％を超えており、コロナ禍でも市民の文化芸術の重

要性の認識は変わらないことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あまり大切だとは思わない 
全く大切だとは思わない 

合計 3.2% 

非常に大切だと思う ある程度大切だと思う 
どちらともいえない 

10.0% 

86.9% 
大切だと思う人の合計 

左上：R4 調査における回答内訳（全体） 

右上：R4 調査における年代別回答内訳 

左下：文化芸術活動が「非常に大切」または

「ある程度大切」と回答した人の割合

の推移（H29～R4） 
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札幌市の文化芸術が優れている点                                              

札幌市の文化芸術が優れている点として、「文化芸術施設が充実している」

（33.9％）、「名所・史跡・歴史的建造物・伝統文化がある」（23.9％）という回答

が多くなっています。 

 一方で、令和２年度（2020年度）からいずれの項目でも回答割合が低下傾向に

あることから、コロナ禍において文化芸術に触れる機会が失われたことが影響

しているものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術が連携すべき分野                                                    

文化芸術が連携すべきと考える分野は、教育、地域活性化、観光が上位にあ

り、特に教育分野との連携を望む声が多い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

問：「あなたが、札幌市において、文化面で優れていると感じる点は何だと思いますか。」への回答 
 ※令和元年度は設問なし 
 ※複数回答 

問：「あなたが、札幌市において文化芸術を生かした方が良いと感じる分野はどれですか。」への回答 
 ※令和元年度は設問なし 
 ※複数回答 
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文化芸術関連の情報取得の媒体                                                 

文化芸術関連の情報取得の媒体は、紙媒体の利用が低下傾向にあります。一方で、

ユーチューブを含むSNS等による情報取得が平成29年度（2017年度）と比べて

倍増しており、SNS等の重要性が増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したい歴史的資産に関連するイベント                                      

歴史的遺産を巡るガイド付きツアーが全期間を通し、最も希望割合が高く、文化

財の魅力発信については、歴史的経緯などのストーリーを生かした魅力発信が

効果的と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問：「あなたは普段、どのような方法で文化芸術に関する情報を得ていますか。」への回答 
 ※複数回答 
 

問：「あなたが、文化財や歴史的な価値のあるもの（歴史的資産）に関連するイベント等の中で 
   参加してみたいと思うものは何ですか。」への回答 
 ※複数回答 
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この１年間に鑑賞した分野、自ら行った分野                                    

市民が鑑賞した分野や活動した分野について、映画、漫画、アニメ、ＰＣ等の電

子機器を利用した芸術、いわゆるメディアアーツが増えてきている状況となっ

ています。 

●この１年間に鑑賞した分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●この１年間に自ら行った分野 

 

 

 

 

 

 

  

問：「あなたが、この１年間に鑑賞した文化芸術の分野」への回答 
 ※複数回答 

問：「あなたが、この１年間に自ら文化芸術活動を行った分野」への回答 
 ※複数回答 
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第2章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 

第４期計画策定に向けて 
その他考慮すべき事項 

 
 

この章では、第４期計画策定に向けて、札幌市の最上位計画である「第２次札幌市まち

づくり戦略ビジョン」、文化芸術基本法において地方が基本計画を策定する際に参酌す

るよう努めることとされている「文化芸術推進基本計画」、第４期計画策定にあたり文

化芸術関係者等の皆様からいただいた意見について確認します。 

１ 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの目指す姿  

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンは、まちづくりの基本的な指針として、札幌市の

計画体系で最上位に位置しており、第４期札幌市文化芸術基本計画もこのまちづくり

戦略ビジョンに沿って策定されます。ここでは、まちづくり戦略ビジョンの目指す姿及

び国が示す文化芸術の価値との関係性について確認します。 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの構成                                   

第２次まちづくり戦略ビジョンにおいては、「目指すべき都市像」と「まちづく

りの重要概念」を定めるとともに、８つの「まちづくり分野」と20の「まちづく

りの基本目標」を定めています。 

●目指すべき都市像 

「ひと」「ゆき」「みどり」の織りなす輝きが、豊かな暮らしと新たな価値を創る、

持続可能な世界都市・さっぽろ 

●まちづくりの重要概念 

目指すべき都市像を実現するためには、誰もが互いにその個性や能力を認め合

い、多様性が強みとなっていること、誰もが生涯健康で、学び、自分らしく活躍

できていること、誰もが先端技術などにより快適に暮らし、新たな価値の創出に

挑戦できることが重要であることから、次ページの３点をまちづくりの重要概

念として定めています。 

3
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ユニバーサル 
（共生） 

誰もが多様性を尊重し、互いに手を携え、心豊かにつながるこ

と。また、支える人と支えられる人という一方向の関係性を超

え、双方向に支えあうこと 

ウェルネス 
（健康） 

誰もが幸せを感じながら生活し、生涯現役として活躍できるこ

と。身体的・精神的・社会的に健康であること 

スマート 
（快適・先端） 

誰もが先端技術などの利点を享受でき、生活の快適性やまちの

魅力が高まっていること。誰もが新たな価値や可能性の創出に

向けて、挑戦できること 

●８つのまちづくり分野と20のまちづくりの基本目標 

まちづくり分野 まちづくりの基本目標 

１ 子ども・若者 １ 安心して子どもを生み育てることができる、子育てに 
優しいまち 

２ 誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、 
若者が希望をもって暮らすまち 

３ 一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、 
子どもが健やかに育つまち 

２ 生活・暮らし ４ 誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち 

５ 生活しやすく住みよいまち  

３ 地域 ６ 互いに認め合い、支えあうまち 

７ 誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち 

４ 安全・安心 ８ 誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち 

９ 日常の安全が保たれたまち 

５ 経済 10 強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち 

11 多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が 
経済成長を支えるまち 

12 雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち 

６ スポーツ・文化 13 世界屈指のウインタースポーツシティ 

14 四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち 

15 文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち 

７ 環境 16 世界に冠たる環境都市 

17 身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち 

８ 都市空間 18 コンパクトで人にやさしい快適なまち 

19 世界を引き付ける魅力と活力あふれるまち 

20 都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち 
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文化芸術の価値と第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの関係性                 

●文化芸術の価値（第１期文化芸術推進基本計画より） 

国では、文化芸術の価値は「本質的価値」と「社会的・経済的価値」を有してい

ると整理しています。 

１ 文化芸術の価値等 

（中略） 

文化芸術は（中略）以下のような本質的及び社会的・経済的価値を有している。 

（本質的価値） 

・文化芸術は、豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を育む等、人間が人間らし

く生きるための糧となるものであること。 

・文化芸術は、国際化が進展する中にあって、個人の自己認識の基点となり、文

化的な伝統を尊重する心を育てるものであること。 

（社会的・経済的価値） 

・文化芸術は、他者と共感しあう心を通じて意思疎通を密なものとし、人間相互

の理解を促進する等、個々人が共に生きる地域社会の基盤を形成するものであ

ること。 

・文化芸術は、新たな需要や高い付加価値を生み出し、質の高い経済活動を実現

するものであること。 

・文化芸術は、科学技術の発展と情報化の進展が目覚ましい現代社会において、

人間尊重の価値観に基づく人類の真の発展に貢献するものであること。 

・文化芸術は、文化の多様性を維持し、世界平和の礎となるものであること。 
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●第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンが目指す姿と文化芸術の価値の関係性 

前述のとおり、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンにおいては、分野横断的な

まちづくりの重要概念と市民・企業と目指す基本目標15（文化芸術が心の豊かさ

や創造性を育み、世界とつながるまち）を定めています。これらを分析し、キー

ワードを抽出して、文化芸術の価値にあてはめ、札幌市が目指すべき文化行政の

考え方を確認します。 

 

【まちづくりの重要概念の目指す姿とその要素】 

概念 定義 キーワード 

ユニバーサル 

（共生） 

誰もが多様性を尊重し、互いに手

を携え、心豊かにつながること。 

また、支える人と支えられる人と

いう一方向の関係性を超え、双方

向に支えあうこと 

①共生社会／多様性 

②コミュニティの形成・維持 

③社会的包摂 

ウェルネス 

（健康） 

誰もが幸せを感じながら生活し、 

生涯現役として活躍できること。 

身体的・精神的・社会的に健康で 

あること 

④幸福／ウェルビーイング 

⑤生きがい 

⑥生活の質の向上 

⑦豊かな人間性の涵養 

スマート 

（先端・快適） 

誰もが先端技術などの利点を享

受でき、生活の快適性やまちの魅

力が高まっていること。 

誰もが新たな価値や可能性の創

出に向けて挑戦できること 

⑧先端技術の活用 

⑨都市の魅力向上 

⑩新価値創造 
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【「基本目標15 文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」

の目指す姿とその要素】 

目指す姿 キーワード 

①誰もが文化芸術に親しみ、創作や表現ができ

る環境が整い、多様な価値観が受け入れられ

ています。 

⑪鑑賞・体験等の機会の充実 

⑫文化芸術活動の支援・環境整備 

⑬アーティストや団体、施設等の 

活動維持 

⑭心の豊かさや創造性の育成 

①共生社会／多様性 

②札幌市ならではの文化が育まれ、世界に発信

され、多くの人が集まるとともに、様々な分

野との連携によって新たな価値が創出され、

まちの魅力が向上しています。 

⑮地域の独自性 

⑯国際的存在感の向上 

⑰関係人口の創出 

⑱経済への波及効果 

⑲他分野連携 

⑩新価値創造 

⑨都市の魅力向上 

③文化・文化財を適切に保存し様々な形で生か

すとともに、札幌市への愛着を深めること

で、札幌市の自然・歴史・文化が未来へ継承

されています。 

⑳文化資源の保存・活用 

㉑地域への誇りと愛着の醸成 

㉒次世代へ受け継がれるもの 

 

 

 

 



 

37 
 

ここまで挙げてきたキーワードを国が述べている文化芸術の３つの価値に整理

すると以下のように表すことができます。 

 文化芸術が持つ３つの価値は、社会をより望ましい方向へ導くプラスの効果

とも捉えることができ、本市文化行政においては、本質的価値はもとより、経済

的価値・社会的価値を一層高めることがまちづくり戦略ビジョンの目指す姿に

つながるものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンと文化芸術の価値等を図示すると、先端

技術を活用しながら「鑑賞・体験等の機会の充実」「文化芸術活動の支援・環境

整備」「文化資源の保存・活用」「他分野連携」といった４つの手法で様々な価値

を高めることを目指しており、本計画においてもこの考え方を踏まえて策定し

ていきます。 

  

文化芸術の価値
を高める手法

先
端
技
術
の
活
用

本質的価値

社会的価値経済的価値

生きがい⑤ 生活の質の
向上⑥ 豊かな人間性

の涵養⑦

アーティストや団体、
施設等の活動維持⑬

国際的存在感の
向上⑯

経済への波及効果⑱

新価値創造⑩

次世代へ
受け継がれるもの㉒

都市の魅力向上⑨

関係人口の創出⑰

幸福
／ウェルビーイング④

地域の独自性⑮

共生社会／多様性①

コミュニティの
形成・維持②

社会的包摂③

心の豊かさや
創造性の育成⑭

地域への誇りと
愛着の醸成㉑

鑑賞・体験等の機会の充実⑪

文化資源の保存・活用⑳

他分野連携⑲

文化芸術活動の支援・環境整備⑫
⑧
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２ 国の文化芸術推進基本計画 

文化芸術基本法では、国が定める文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に

即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努めることとされています。 

 国の「文化芸術推進基本計画」は、令和５年（2023年）３月に第２期計画が閣議決定

されており、第４期札幌市文化芸術基本計画においても国の第２期計画の考え方を踏

まえて見直しを行います。 

第１期計画で示された施策の実施状況/達成状況の評価                           

●評価の概要 

計画期間当初には、第１期計画の「６つの戦略」に掲げられた目標に一定の進捗

は見られたものの、令和２年（2020年）以降は、新型コロナウイルス感染症の影

響を大きく受けており、進捗が芳しくない、評価することが適切ではないといっ

た状況。 

●課題 

・コロナ禍において、我が国の文化芸術の担い手の活動基盤が脆弱であることが

明らかに。安定的に活動を継続することができる環境の整備や、団体等の特性

に応じた自律的・持続的な発展に資する取組の強化が課題 

・アート市場活性化、文化観光の推進については、ポストコロナを見据え、市場

の回復及び更なる振興が課題 

・新型コロナの影響を大きく受けた日本博については、令和７年（2025年）の大

阪・関西万博に向けた一層の充実が課題 

・障がいのある方をはじめ、誰でも文化芸術に触れることができる環境の充実が課題 

・文化芸術の担い手を確保するための方策を多面的・長期的に検討することが課題 

・地方公共団体における文化財保存活用に関する計画の作成の促進が課題 

・文化芸術に対する寄附の受入れ拡大のため、文化芸術に対する寄附意識の醸成

が課題 
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文化芸術政策の中期目標                                                     

中長期目標：「文化芸術基本法」に基づき策定された第１期計画の中で掲げられ

ている「目標」を基本的に踏襲 

中長期目標① 文化芸術の創造・発展・継承と教育・参加機会の提供 

文化芸術の創造・発展、次世代への継承が確実に行われ、全ての人々に充実した文化芸

術教育と文化芸術活動の参加機会が提供されていることを目指す。 

中長期目標② 創造的で活力ある社会の形成 

文化芸術に効果的な投資が行われ、イノベーション17が生まれるとともに、文化芸術の国

際交流・発信を通じて国家ブランドの形成に貢献し、創造的で活力ある社会が形成され

ていることを目指す。 

中長期目標③ 心豊かで多様性のある社会の形成 

あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり、多様な価値観が尊重

され、心豊かな社会が形成されていることを目指す。 

中長期目標④ 持続可能で回復力のある地域における文化コミュニティの形成 

地域の文化芸術を推進するためのプラットフォーム18が全国各地に形成され、多様な人材

や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し、持続可能で回復力のある地域における文化コ

ミュニティが形成されていることを目指す。 
 

第２期計画における重点取組                                                 

１ ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進 

２ 文化資源の保存と活用の一層の促進 

３ 文化芸術を通じた時代を担う子供たちの育成 

４ 多様性を尊重した文化芸術の振興 

５ 文化芸術のグローバル展開の加速 

６ 文化芸術を通じた地方創生の推進 

７ デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進 

 
17 モノや仕組み、サービス、組織、ビジネスモデルなどに新たな考え方や技術を取り入れて新たな価値を生み出す

こと。 
18 サービスを利用する人と、提供者をつなぐ場。 
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３ 第４期計画策定に向けた関係者意見  

札幌市では、第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けて、多角的な見地から検討を

行うために、有識者９名からなる「札幌市文化芸術基本計画検討委員会」を立ち上げ検

討を進めてきました。 

 一方で、文化芸術に関わる方々は非常に広範であることから、当該委員９名以外に子

どもたちや文化芸術関係者26名の方からも意見をいただき、検討委員会で共有しまし

た。いただいた意見の概要は以下のとおりです。 

子ども教育委員会会議 令和５年（2023年）８月                                

この会議では、市立学校の児童生徒15名を「１日子ども教育委員」に任命し、市

立札幌開成中等教育学校の生徒５名の進行のもと、「教育ビジョン」「コミュニテ

ィ・スクール」「文化芸術」の３つのテーマについて話し合いが行われました（詳

細はp.85参考資料２「子ども教育委員会会議」参照）。 

「文化芸術」に係る子ども意見は以下のとおりです。 

学校で体験・見る 
 

・学校祭の制作時間を延ばしてつくりたい。 

・学校の授業に専門家としてきて教えてほしい 

・見るだけでなく、自分たちも体験できる機会がほしい。 

・低学年でも芸術文化に触れる機会があるといい。 

・学校での体験は、興味の有無にかかわらず、みんなが行うこと。家庭で行けないとこ
ろでも行くことができる。 

家庭で体験・見る 

 

・学校で美術館等に行くことにより、興味が芽生え、家庭でも行くことのきっかけにつ
ながる。 

・家庭で再び行くことは、子ども自身の理解が深まるだけでなく、子どもを通して親の
芸術文化の理解、興味にもつながる。 

・家庭で行く機会を増やすには、親子連れや小中学生の入館料を無料にする。子どもが
泣くので、コンサート等にいくことができない人もいるので、親子連れ専用の日を
設定する。 
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文化芸術関係者等からの聞き取り 令和５年（2023年）８月～10月               

14団体26名の文化芸術関係者等に、札幌市の取組で充実させた方が良いことや

文化芸術団体として課題に思っていることなどを聞き取りました。施策に係る

主な意見の概要については以下のとおりです（詳細はp.93参考資料３「文化芸術

関係者からの意見概要」参照）。 

文化芸術に触れる機会の充実  

・後継者・担い手となってもらうことや文化芸術の活動を理解してもらうためには、 
まず文化に親しむ機会を作ることが重要（５名） 

・障がいのある方でも芸術家として社会や人々に豊かさや幸福を与えてくれる人が 
多くいる。芸術文化においても共生社会的な在り方を目指してほしい。 

・障がいのある方が芸術文化を当たり前に享受できる環境として、創作∙発表だけでな
く鑑賞など（情報保障を含む）も整備を進めてほしい。 

・障がいのある方たちでも楽しめる文化芸術に関して発信してほしい。 

場の確保  

・公演を行うものについては、場の確保に苦労している（４名）。 

子どもたちの文化芸術の充実  

・歴史も芸術も子どもたちに文化芸術の良さを理解し守ってもらうことが重要（５名）。 

文化資源の保存・活用  

・常にそこに行けば歴史などに触れられる拠点が必要。 

・観光で芸術や文化財に触れてもらうことが必要（６名）。 

アーティスト支援  

・札幌市の文化芸術の振興には、異なるジャンルを組み合わせたり異分野とつなげる
など、企画できる人材が必要（４名）。 

・異分野連携を進めるためには、連携する両方の分野のことを知っている人がつなぐ
ことが大切と思う。 

・民間企業のスタートアップ支援のように、文化芸術の世界においても、価値が 
生み出される可能性に対して投資をすることが重要。 

・文化芸術の発展には、文化施設だけでなく、人材育成やコーディネートなどの機能、
ネットワークなどの目に見えにくいものも含めて、文化芸術を支えるインフラ的な
ものが必須であり、その重要性が理解されることが大切。 
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第2章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 

第４期計画策定の 
見直しの視点 

 

第３期計画の取組結果、文化芸術意識調査、文化芸術を取り巻く社会的背景、第２次

札幌市まちづくり戦略ビジョンの考え方や国の動向等、関係者からの意見などを踏ま

えた第４期計画の策定に向けた見直しの視点を次のとおり整理します。 

ステージ１ 機会の充実                           

多くの市民に親しまれる取組や、既存の文化芸術施設の機能を有効に活用し、市

民が気軽に文化芸術に触れ、交流する機会の提供などの取組を目指してきまし

たが、成果指標の結果からもわかるとおり、第３期計画期間においては、コロナ

禍の影響により、十分な機会の提供には至らなかったものと考えます。 

 一方で、文化芸術意識調査結果を見ると、本市では、市民が文化芸術に触れる

環境が整っていることの評価が一定程度あるところです。文化芸術は、その場に

参加する機会を通じて多様な価値観を尊重し、他者との相互理解が進むという

社会的包摂機能を有していることから、第４期の計画においても、こうした強み

を生かしながら、引き続き機会の提供を進めていくべきと考えます。但し、文化

芸術団体からは場の確保に課題がある等の意見が寄せられており、既存施設の

老朽化等も進んでいることから、アフターコロナにおける鑑賞形態の変化の有

無や人口減少による需要の変動も考慮にいれたうえで、今後のホールの在り方

についても検討が必要です。 

 また、障がいのある方が文化芸術を鑑賞・参加・創造するための環境整備やそ

のための支援を促進することを目的とした障害者文化芸術推進法が平成30年

（2018年）６月に制定されました。第３期計画においても障がいの有無を含めあ

らゆる人が文化芸術に容易に触れることができる場や参加する機会を作ること

を目指してきましたが、より充実した取組を進めるべきと考えます。 

 

4



 

43 
 

ステージ２ 未来への布石、育成、支援                                        

未就学児から中学生を対象にした美術、音楽、舞台芸術など様々な文化芸術の鑑

賞や体験事業を行い、感性豊かな幼少期から文化芸術に触れ、創造性を育む取組

を進めてきており、特に学校と連携した取組を推進してきたところです。 

 令和５年（2023年）８月に開催した子ども教育委員会会議においても、子ども

たちから、家庭や経済的状況にかかわらず文化芸術に触れることができる学校

での取組は重要であり、学校と連携した取組を充実させてほしいなどの意見も

あり、引き続き学校との連携を意識した取組の充実が必要と考えます。 

 また、アーティスト支援については、コロナ禍における緊急支援として、札幌

市文化芸術活動再開支援事業やコロナ禍を契機とした中長期的な支援の在り方

の検討を経て、令和４年度（2022年度）にいわゆる中間支援組織を活用したアー

ティスト支援である、札幌市創造活動支援事業のモデル事業を実施しました。国

の文化芸術推進基本計画においてもアーティストの活動基盤の強化や文化芸術

の担い手の確保に向けた多面的・長期的な方策の検討が課題として挙げられて

おり、中長期的な目標にも地域の文化芸術を推進するためのプラットフォーム

の形成が挙げられています。本市においても札幌市創造活動支援事業の実績な

どを踏まえて、アーティスト支援やアーティストを支える機能の充実を目指す

べきと考えます。 

ステージ３ 文化の保存・活用                                                

文化財の保存と活用については、市有文化財施設の保全計画に基づく改修や、地

震・防火対策などを行うとともに、札幌市と経済団体や観光団体で構成する「札

幌市歴史文化のまちづくり推進協議会」を設置し、関連文化財群及び歴史的背景

などのストーリーを生かした市内文化財の周遊促進パンフレットを作成するな

どの取組を進めてきました。 

 文化芸術意識調査でも、参加したい歴史的資産に関連するイベントについて

は、歴史的遺産を巡るガイド付きツアーが常に１位であり、歴史的経緯などのス

トーリーを生かした魅力発信が効果的と考えられるため、引き続きこうした取

組を進めるべきと考えます。 
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また、文化財施設については、第２期計画期間中にも来場者が年々増加し、第

３期計画中においても、コロナ禍の影響は受けたものの、文化芸術施設の来場者

数と比べ、来場者の回復が早く、文化財施設を訪れるニーズは増加傾向にあるも

のと思われます。 

 文化財保護法等の改正や国の文化芸術推進基本計画、文化観光推進法も踏ま

え、文化財施設については適切に保存しつつ、魅力ある集客交流資源として活用

を行う必要があり、観光、景観、教育等の他分野と連携を図り、今後より一層、

まちの活性化や、札幌の魅力アップに生かしていくことが必要と考えられます。 

 具体的な取組については、令和７年度（2025年度）に策定を予定している「（仮

称）第２次札幌市文化財保存活用地域計画」で整理する必要があると考えます。 

 加えて、平成26年度（2014年度）に基本計画を策定した（仮称）札幌自然史博

物館については、創造性あふれる人材の育成と活力ある地域づくりに寄与する

活動拠点の機能が期待されることから、第４期計画においても開設に向けた検

討が必要と考えます。 

 また、文化芸術が持つ創造性を生かした異分野連携や国内外への魅力発信に

ついては、コロナ禍で十分な取組には至らなかったところですが、SIAF2024に

おいて、本市を代表する冬の観光イベント「さっぽろ雪まつり」や本市創造都市

施策をともに推進している「NoMaps」、企業との連携を行うほか、国内外の創

造都市との連携など、文化芸術が有する価値を広く発揮する取組を進めていま

す。 

 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの目指す姿の実現や創造都市の推進に

は、創造性が最も発露される分野である文化芸術がより一層関連分野で活用さ

れるよう、連携強化を図っていくこと、さらに、文化活動に関心をもつ企業や団

体とアーティスト等とをつなげる機能の充実が必要です。 

 また、この５年間で、マンガや映画を含めたメディアアーツの鑑賞、実施の割

合が増えてきており、国内唯一のユネスコ創造都市ネットワーク加盟のメディ

アアーツ都市である本市においては、これらの更なる活用の可能性を目指すべ

きと考えます。 

 その他、平成30年（2018年）に選定されたSDGs未来都市として本市は、令和

12年度（2030年度）のあるべき姿として、「次世代の子どもたちが笑顔で暮らせ
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る持続可能な都市『環境首都・SAPPORO』と定めており、文化施策においても

これに資する取組が必要と考えます。 

ステージ４ 視点の検討                                                     

ステージ４ 視点の検討については、市民が入手しやすい情報の発信方法、文化

芸術の活性化に向けたニーズ調査など、各ステージの取組を効果的に進めるた

めの取組を目指したものです。 

 取組結果としては、第２期に引き続き「大通情報ステーション」による文化芸

術情報の発信を行ってきましたが、コロナ禍によるイベント数の減少のため発

信数が減少しました。この取組は、アーティストが行うイベント発信の支援とも

位置付けられることから、令和５年度（2023年度）末の大通情報ステーション廃

止後も、札幌文化交流センターSCARTSにおいて引き続き文化芸術情報の発信を

行っていきます。 

 また、文化芸術活動を活性化させるための取組としては、新型コロナ感染拡大

をきっかけとして、市と文化芸術関係者等の間で意見交換を行うための「札幌市

文化芸術未来会議」を設置し、アーティストへの短期的な支援と中長期的な支援

の在り方について議論を行い、前述の「札幌市創造活動支援事業」の創出につな

がりました。 

 今後とも、よりよい文化行政の実施に向けて、このような意見交換の仕組みを

生かしていくことが必要と考えます。 

 加えて、国の文化芸術推進基本計画において寄附の受け入れ拡大を目指すべ

きと示されており、本市においても寄附も含めた民間活力の活用も必要と考え

ます。 

 



 

46 
 

Column
コ ラ ム

：文化芸術が子どもたちにもたらすもの 
 

札幌市ではこれまでも、感受性が最も豊かな時期に文化芸術に触れることが人間の創造

性を育むうえで最も効果的と考え、子どもたちが多様な文化芸術に触れることのできる機会を

数多く提供してきました。文化芸術に触れることそれ自体の素晴らしさや、創造性を育むことの

重要性は今や疑いようもありませんが、子どもたちが広く文化芸術に触れられるように行政が力

を注ぐ意義を、さらに一歩踏み込んで考えてみましょう。 

 

子どもの頃に文化芸術に触れることの重要性については、学術的な見地からも数多くの指

摘がなされています。フランスの社会学者ピエール・ブルデューは、絵画や楽器などの形ある資

産に加え、学歴や文化的素養といった形のないものまで含めた個人の文化的な資産を、「文

化資本」と定義しました。ブルデューはこうした文化資本の差が、経済資本（金銭・財産な

ど）や社会的資本（人的つながり）とも関係しながら、社会に格差を生み出すことを説明し

ています。 

つまり、裕福な家庭の子どもほど優れた文化的素養や学力などを得て、人とのつながりを通

じてその教養を生かし、社会的地位や高所得を得やすいという、親から子へ格差が引き継がれ

る構造を指摘しているのです。 

 

一方、文化庁が実施している「文化に関する世論調査」では、子どもの頃に習い事をした経

験がある人は、大人になってから鑑賞や実践的な文化芸術活動を行う比率が高いというデー

タが下記のとおり示されています。 

（出典：https://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/news/news̲012.html の表を本稿用に再編） 

全体 39.70% 絵画・彫刻、陶芸・工芸 53.39%
ピアノ・バイオリン等の楽器 48.80% 学習塾・そろばん等 44.46%
コーラス・声楽 61.08% 水泳・体操・野球等のスポーツ 48.88%
ダンス 63.23% その他 42.05%
茶道・華道・書道等の生活文化 46.52% していない 28.32%

子どもの頃に経験した習い事別に見た、
2021年1年間に直接鑑賞（メディアを通じた視聴等を除く鑑賞）をした人の割合

全体 10.00% 絵画・彫刻、陶芸・工芸 21.93%
ピアノ・バイオリン等の楽器 14.16% 学習塾・そろばん等 10.41%
コーラス・声楽 36.23% 水泳・体操・野球等のスポーツ 11.94%
ダンス 32.96% その他 10.87%
茶道・華道・書道等の生活文化 12.37% していない 5.38%

子どもの頃に経験した習い事別に見た、
2021年1年間に文化芸術活動を実践した人の割合



 

47 
 

Column
コ ラ ム

：文化芸術が子どもたちにもたらすもの 
 

このデータは子どもの頃の経験が格差につながることを直接示すものではありませんが、少なく

とも、子どもの頃の文化的体験が将来の文化的素養にプラスの影響を及ぼす可能性が高

い、ということは言えそうです。 

 

こうしたことを踏まえると、子どもの頃の文化的体験には単なる楽しさや精神的充足だけでは

ない、非常に大きな意味があることがうかがえます。 

 

行政の視点からすれば、単に文化芸術を担う人材を生み出すためだけではなく、全ての子ど

もたちが豊かな創造性と幅広い人生の選択肢を得ることができるよう、家庭環境に左右され

ずに多様な経験を得られる環境を整えていく必要があります。
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第 3 章 
第４期基本計画における 
文化振興施策について 
1 第４期計画のステージの構成 

2 ４つのステージと実現に向けた施策 
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第3章 第４期基本計画における文化振興施策について 

第４期計画の 
ステージ構成 

 

 

前章でまとめた見直しの視点を踏まえ適切な取組を実施していくために、p.35において

第２次まちづくり戦略ビジョンの分析結果から導いた「文化芸術の価値を高める手法」

なども踏まえ、第３期計画で設定した４つのステージ19と施策の再構築を行い、今後５

年間で必要となる取組を実施していきます。 

 これまでの「ステージ４ 視点の検討」については、ステージ全体を支えるものとし

て、ステージではなく、第４章でまとめることとするとともに、新しいステージ４には、

本計画でより重視すべきと考える、異分野連携等の新たなチャレンジの推進やそれを

実現するためのアーティスト支援を実施する「ステージ４ 文化芸術の領域拡大」を創

設します。また、文化芸術の持続的な発展、創造を進めるためには、アーティストへの

支援だけでなく、アーティストを支える環境整備も重要であることから、「ステージ２

未来への布石、育成、支援」において、アーティストを支える環境整備を目指す「文化

芸術を支える土壌づくり」を位置付けます。 

こうした取組を進めることで、豊かな人間性の涵養や創造性の育成といった文化芸

術の本質的価値の向上はもとより、文化芸術を幅広い分野に活用することで、都市の魅

力向上を図ります。 

  

 
19 ステージについては、第３期計画において、各施策が相互に関連・影響し合う「舞台」「場」という意味合いで
整理されており、本計画においても同様の考え方で使用しております。 

1
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【４つのステージと施策の再構築】 

 

第３期計画の施策の構成 
 

第４期計画の施策の構成 

ステージ１ 機会の充実  ステージ１ 機会の充実 

１ 多様な文化芸術に親しむ機会の提供 

２ 文化芸術のための施設の活用等 

 １ 多様な文化芸術に親しむ機会の提供 

２ 文化芸術のための施設の活用等 

ステージ２ 未来への布石、育成、支援  ステージ２ 未来への布石、育成、支援 

１ 子どもたちの文化芸術活動の充実 
 

２ アーティスト等のステップアップ 
促進 

３ 文化芸術をつなぐ新たな役割の 
育成・支援 

 １ 子どもたちの文化芸術を体験する機会
の充実 

 
 

２ 文化芸術を支える土壌づくり 

ステージ３ 文化の保存・活用  ステージ３ 文化資源の保存・活用 

１ 文化遺産・自然遺産の保存と活用 

２ 文化芸術を生かした様々な 
事業との連携強化 

３ 札幌の文化芸術を通じた国内外への 
魅力発信 

 １ 文化遺産・自然遺産の保存と活用 

 
 

２ 札幌の文化芸術を通じた国内外への 
魅力発信 

ステージ４ 視点の検討  ステージ４ 文化芸術の領域の拡大 

１ 情報発信機能の強化 

２ 情報の蓄積に向けた調査・研究 

３ 将来の文化芸術活動を活性化させる 
ための調査・研究 

 １ 文化芸術の創造性を生かした他分野連
携や新たなコンテンツ等の活用 

２ アーティスト支援の充実 

 

  

 

第４章に位置付け 
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第3章 第４期基本計画における文化振興施策について 

４つのステージと 
実現に向けた施策 
 

 
 
 

文化芸術は、その場に参加する機会を通じて多様な価値観を尊重し、他者との相互理解

が進むという社会的包摂機能を有しており、今後も、あらゆる人々が容易に文化芸術に

触れられる環境を充実させることで、多様な価値観が尊重され、創造的活動へとつなが

ります（ステージ１に位置付けられる具体的な取組はp.72参照）。 
 

施策１ 多様な文化芸術に親しむ機会の提供  

音楽、美術、演劇、メディアアートなどの文化芸術イベントを効果的に開催するととも

に、まちのいたるところで、年齢、障がいの有無、言語の違い、経済的な状況などにか

かわらず、あらゆる人が文化芸術に容易に触れることができる場や参加する機会をつ

くり、多様な価値観を尊重し、他者との相互理解が進む包摂的環境を推進する取組を進

め、まちのにぎわいを創出していきます。 

 また、企業への働きかけを行うとともに、民間の主体的な取組とも連携を図りながら、

札幌の文化芸術活動に刺激を与え、多くの市民に親しまれる取組を進めます。 

 

 

 

 

 

  

ステージ１ 機会の充実 

2

 

重点取組事項 
誰でも芸術に親しめる環境の整備 

障がいのある方が、多様な文化芸術活動に参加できる環境づくりを進めます。 

＜主な取組＞ 
 ●文化芸術施設のバリアフリー化の推進 

 ●障がいのある方等に向けた音楽ワークショップやコンサート等のイベント 

 ●さっぽろアートステージでのボーダレスアート作品展 

 ●その他様々な文化芸術イベントに誰もが参加できる更なる取組の検討 
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施策２ 文化芸術のための施設の活用等  

文化芸術施設は、市民に感動と希望をもたらし、創造性を育み心豊かな生活を実現する

ための場であるとともに、社会参加の機会を開き、地域コミュニティの創造や再生、地

域発展などといったまちづくりの重要な営みを支える場でもあるという点を念頭に置

いて、施設を維持・運営していきます。 

 また、文化芸術は、家庭、学校、地域社会など様々な場所で教育や学習活動の一環と

して展開されていることから、文化芸術施設を市民の創造性喚起や学習の場として活

用していきます。 

 
 

今後の大規模多目的ホールの在り方検討 

多様な文化芸術施設のなかでも、文化活動の重要な場であり、整備や維持に多く

の費用がかかる大規模多目的ホールを将来にわたり維持していくことは、とり

わけ重要です。 

こうした観点から、本施策における重点取組事項として、大規模多目的ホール

が３館（札幌文化芸術劇場hitaru、札幌教育文化会館、札幌市民ホール20）存在

する「３館体制」維持の必要性について、令和元年度（2019年度）に行ったホー

ル需給調査21の成果及びその後のコロナ禍によるホール需要変動を確認し、検討

を行います。 
 

 

 
20 仮に３館について、安定的なホール供給のため大規模修繕又は建替えを実施する場合、計画立案から竣工までは

長い期間を必要とすることから、早期の事業着手が求められますが、そのためには、前提として本件ホールの在
り方検討が必要となります。 

21 将来にわたる大規模多目的ホールの需要及び適正な供給量を検証し、令和 22 年（2040 年）頃までは調査時と同
程度の需要が維持されることが予測されました。但し、コロナ禍後の鑑賞形態の変化の有無を含めて再度需要予
測を行う必要があります。 

重点取組事項 
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Column
コ ラ ム

：「社会的包摂」と「アール・ブリュット」 

 

近年、文化芸術に期待される社会的な役割の１つとして、「社会的包摂」という言葉が
よく用いられます。この言葉は、社会的弱者も含めたあらゆる人々が孤立し排除されることの
ないよう、社会の一員として受け入れ、互いに支え合おうという考え方を表しています。 

 
一方、同じく近年わが国で用いられる言葉として、「アール・ブリュット」（art brut）とい

うものがあります。この言葉は特に障がい者芸術を指して用いられる場合が多いですが、本
来は「生の芸術」を意味するフランス語であり、障がいのある方に限らず、既成の美術教育
訓練を受けていない人々の独学によるありのままの芸術を指すものです。 

この言葉を提唱したフランスの画家ジャン・デュビュッフェは、精神病患者などの作品を収集
しそれらをアール・ブリュットと呼びましたが、これは従来「精神病患者の芸術」として扱われて
いた作品に対する認識を塗り替え、既存の芸術に劣らない価値を持ったものとして扱うことを
意図したのだと考えられます。 

つまりアール・ブリュットという言葉は、芸術の価値を障がいの有無などといった個人の属
性で決めようとする価値観を否定し、芸術をありのままに価値あるものとして受け入れよ
うとする概念であると言えます。 

 
アール・ブリュットをこうした意味で捉えると、個人の属性によって人が排除されることのない

社会を目指す社会的包摂という考え方と、非常に親和的な言葉であることが理解できます。 
“障がいがあるから”支えるのではなく、“誰もが”変わらず文化芸術に触れ、取り組み、

社会に参画できるような施策を進めていくことが、本当の意味でのアール・ブリュットを通じて
社会的包摂を実現することであると考えられます。 
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Column
コ ラ ム

：「社会的包摂」と「アール・ブリュット」 

 
 
 
 
 

 

サッポロアートステージ ART STREET 「ボーダレス作品展」の様子 
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文化芸術の継承、持続的な発展、創造を進めるためには、未来を担う子どもたちの文化

芸術に触れる機会の充実や、文化芸術を支える仕組み、人材の育成を含めた環境整備は

欠かせないものであることから、継続的な取組を進めていきます（ステージ２に位置付

けられる具体的な取組はp.74参照）。 

 

施策１ 子どもたちの文化芸術を体験する機会の充実  

文化芸術を継承し、発展させていくため、特に感受性豊かな子どもの頃から、文化芸術

に親しみ、体験するなどし、その楽しさや大切さを実感する様々な機会に触れることを

通じて、芸術的感性や豊かな心、文化的な伝統を尊重する心を育んでいく必要がありま

す。 

今後も、学校や民間の文化芸術団体の活動とも連携しながら、子どもたちが継続的に

このような体験をできる機会を設け、札幌の文化芸術の未来を担う人材の育成を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステージ２ 未来への布石、育成、支援 

学校と連携した 
子どもたちへの文化芸術に触れる機会の提供 

家庭環境に左右されることなく、子どもたちに文化芸術に触れる機会を提供す

るために、引き続き学校と積極的に連携した取組を推進していきます。 

重点取組事項 
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施策２ 文化芸術を支える土壌づくり  

文化芸術の持続的な発展には、創造する側、鑑賞する側、場の提供者、支援者など様々

な関係者の間に入り、事業全体の仕組みを調整し、創り上げていくアートマネジメント

を行う人材をはじめ、様々な専門家やボランティアなどの方たちが文化芸術を支える

環境が重要です。こうした様々な方の活動の場やつながりの場の創出や、全国的に設置

が進むアーツカウンシルの検討など、文化芸術を支える環境整備を継続して行います。 

また、持続可能かつ充実した文化芸術の振興に向けて、民間事業者との連携を進める

とともに、文化芸術振興に向けた遺贈を含めた寄附についても積極的に広報を行うと

ともに、基金を活用した取組も進めます。 

 

 

 

 

本市の実情をより的確に反映した文化芸術施策の実現を目指し、全国で設置

が進むアーツカウンシル22の調査・研究を行い、本市での必要性及び仕組みに

ついて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 
22 行政とは独立した立場で文化芸術施策の推進を担う組織。詳細は、p.59 コラム「『アーツカウンシル』とは？」

参照 

 

札幌に適したアーツカウンシル機能の検討 

  

重点取組事項 
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Column
コ ラ ム

：「アーツカウンシル」とは？ 

 

「アーツカウンシル」とは、イギリスの「アーツカウンシル・イングランド」（Arts Council 

England）に端を発し、行政とは独立した立場で文化芸術施策の推進を担う組織のこと

を指します。その定義は必ずしも一定ではありませんが、文化芸術が政治的影響から離れて

自由であるべきであるという考えに基づき、行政から一定の距離を置いて独立した立場を

保つことや、専門的な人材を登用することにより専門性に基づいた文化芸術活動への支

援・調査研究などを行うことが、概ね共通した特徴です。わが国では、文化芸術の保存、

振興、普及や全国の文化芸術活動に対する援助を行う独立行政法人日本芸術文化振

興会が、「日本版アーツカウンシル」として位置付けられています。 

 

一方、近年では国内各地で、地域の実情をより的確に反映した文化芸術施策を実施

するため、各地の課題に即した機能を有する「地域アーツカウンシル」の設立が相次いでいま

す。地域アーツカウンシルの特徴として、行政からの独立性よりも、地域ごとに異なる課題感

や目的に根差した専門性を重視する傾向が見受けられます。これは、各地の地域課題が

多様化・複雑化する中で文化芸術に求められる役割も同様に変化し、政策的判断を行う

行政とは別に、より専門的な見地から、各地の実情に合わせた文化芸術活動の支援や調

査研究等を行う組織が求められているのだと考えられます。    

      

地域アーツカウンシルに関する議論において最も大切なのは、単に専門的な組織を作る

ことではなく、その地域に最も適した文化芸術支援の仕組みや体制を組み立てていくことで

す。 

札幌市では、これまで行われてきた文化芸術支援の取組や前述の札幌市文化芸術創

造活動支援事業、そして全国的な地域アーツカウンシルの広がりなどを踏まえながら、本計

画の期間を通じて札幌のまちにとって最適な文化芸術支援の仕組み・体制を、より俯瞰的

な視点から設計していきます。 
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Column
コ ラ ム

：「アーツカウンシル」とは？ 
 

23 

 
23「アーツカウンシル・ネットワーク」（https://artscouncil-niigata.jp/artscouncil-network/）加盟団体のうち、

明確にアーツカウンシルを標榜しているものを列挙。 

沖縄アーツカウンシル

アーツカウンシル東京

アーツ・コンソーシアム大分

アーツカウンシル新潟

おかやま文化芸術アソシエイツ

浜松アーツ＆クリエイション

アーツカウンシル前橋

アーツカウンシルみやざき 堺アーツカウンシル

アーツカウンシルしずおか

信州アーツカウンシル

アーツカウンシルさいたま
クリエイティブ・リンク・ナゴヤ

大阪アーツカウンシル

アーツコミッション・ヨコハマ
2007年7月設立

2012年4月設立

2012年11月設立

2013年7月設立2016年6月設立

2016年9月設立

2017年7月設立

2018年4月設立

2018年5月設立

2019年6月設立 2021年1月設立

2021年1月設立

2022年6月設立

2022年10月設立

2022年10月設立

アーツカウンシル高知
2017年10月設立

全国の主な地域アーツカウンシル設置事例 
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文化芸術や文化財が持つ創造性や価値を適切に保存継承しながら効果的に活用し、ま

ちの活性化や地域コミュニティの形成、札幌のブランド発信につなげるなどの取組を

進めます（ステージ３に位置付けられる具体的な取組はp.77参照）。 

 

施策１ 文化遺産・自然遺産の保存と活用 

市民が札幌の貴重な文化遺産や自然遺産の価値を十分に認識し、これを大切に保存、継

承、発展させることが重要です。 

 また、未指定も含めた文化財や伝統的な文化等の多様な魅力を、観光を含めまちづく

りに積極的に活用し、地域の活性化やコミュニティとのきずなを深める環境を整備し

ていくことで、次の世代への橋渡しを行っていきます。 

 

（仮称）札幌自然史博物館の整備に向けた検討 

札幌市博物館活動センター24で行う整備に向けた各種研究調査や、自然と人間の

関わり合いが生んだ札幌の魅力を実感してもらえる取組を行い、ふるさとへの

愛着と誇りを育み、札幌が積み重ねてきた文化と魅力を国内外に発信する「（仮

称）札幌自然史博物館」の整備に向けた検討を進めます。 

 

 

  

 
24（仮称）札幌自然史博物館の整備に向け、様々な人や機関との連携・交流を図りながら、市民参加・ソフト重視

の博物館づくりを進める活動を行っており、札幌の独自性を自然史の観点から明らかにするために、博物館活動
の基盤である「調査・研究」「資料の収集・保存」、それらを活用した「普及・交流事業」を実施しています。 

ステージ３ 文化資源の保存・活用 

重点取組事項 
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施策２ 札幌の文化芸術を通じた国内外への魅力発信  

国内外の創造都市との交流や、雪まつりといった観光イベントと連動した取組を行う

ことを通じて、国内外の観光客が文化芸術に触れる機会を増やすなど、札幌の国際都市

としての魅力を一層高めていきます。 

 また、SDGs未来都市である札幌市が進める都市全体のサステナビリティの向上を図

るため、札幌国際芸術祭やPMF、サッポロ・シティ・ジャズなどの文化芸術事業におい

ても、環境配慮に取り組み、都市のブランド力強化につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術イベントと 
その他のイベント等との効果的な連携の検討 

札幌の文化芸術の魅力発信を目的に札幌の強みである観光などとのより効果的

な連携について検討を進めます。 

重点取組事項 
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Column
コ ラ ム

：札幌市文化財保存活用地域計画 

 
＜背景と目的＞ 

平成 30 年度（2018 年度）の文化財保護法改正により、市町村が策定する文化財
の保存と活用に関する総合的な計画を、同法に基づき文化庁長官が認定する制度が創
設されました。 

これを受け札幌市では、文化財や歴史文化の価値と魅力を多くの市民が共有し、大切
に使いながら将来に継承していくことで、市民にも来訪者にも魅力あるまちづくりを進めるため
の基本的な方針を示すため、令和２年２月に「札幌市文化財保存活用地域計画（計
画期間：令和２年度（2020 年度）～令和６年度（2024 年度）」を策定しました。 

＜文化財の保存・活用方針＞ 
●目指す姿 

 
 
 

●目指す姿の実現に向けた５つのアクション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜推進体制と取組事例＞ 
札幌市等が実施する取組に加え、この計画を着実に進めるため、札幌市や経済団体、

観光団体とで構成する「札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会」を設置し、市民ワーク
ショップによる文化財の掘り起こしや歴史文化を体験するシンポジウムのほか、関連文化財
群とストーリーを設定し、魅力を発信することで新たな観光拠点の創出につなげる取組を行
っています。 

＜今後に向けて＞ 
目指す姿の実現に向けて、法令による指定等に関わらず、地域の歴史の中で大切に受

け継がれてきた文化財を次の世代に引き継いでいけるよう様々な取組を実施していきます。 

文化財の価値を多くの市民が共有し、大切に次の世代へ引継いでいく、 
歴史文化の魅力あふれる都市 
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Column
コ ラ ム

：サッポロカイギュウと小金湯産クジラ化石 
― 博物館が生むつながり ― 

 

平成 14 年（2002 年）、小金湯温泉に近い豊平川の河畔から大型哺乳類の化石が見
つかりました。博物館活動センターでは平成 15 年（2003 年）からこの化石の発掘及び調
査を実施し、その結果、化石はカイギュウの一種であることが判明し、「サッポロカイギュウ」と呼
ばれることとなります。 

ジュゴンやマナティのようなカイギュウの仲間は、
現在では暖かい海にしか生息していません。しか
し、サッポロカイギュウは寒い海で暮らすために体を
大型化させた最初のカイギュウだったのです。サッポ
ロカイギュウは約 820 万年前、札幌が寒冷な海だ
ったことを私たちに教えてくれました。 

 

平成 20 年（2008 年）にはサッポロカイギュウ発見場所の付近から、クジラの化石が発見
されました。発見者は、博物館活動センターがカイギュウの研究を行っていたことを知っていたた
め、急いでセンターに連絡したということでした。発掘調査の結果、全身の７割が発見されたこ
の小金湯産クジラ化石は、現在も博物館活動センターで研究が続けられています。クジラ化石
は保存状態も良好で産出した数も多く、クジラの
進化を解明する手掛かりを与えてくれる貴重な発
見と言えます。博物館活動センターが行ってきたサ
ッポロカイギュウの研究は、小金湯産クジラ化石の
発見と研究につながりました。市民と博物館がつな
がることで、札幌の自然史に新しい光を当てること
ができたのです。 

 

博物館は、単に「モノを並べている場所」ではありません。モノに資料としての命を吹き込み、
それを適切に保存して未来に伝える場所です。モノが語る物語を展示や教育普及活動を通し
て市民に還元していく場所です。モノから創発された好奇心や発見を、さらにいろいろな分野に
つなげる場所です。 

博物館活動を通じて得られた成果を市民や観光客に広く還元し、広く札幌のまちづくりにも
貢献できる施設になるよう、札幌市は（仮称）札幌自然史博物館の整備に関する検討を
進めていきます。 

小金湯産クジラ化石復元骨格標本 
（地下歩行空間での展示） 

サッポロカイギュウ復元骨格標本 
（AOAO SAPPORO での展示） 
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文化芸術が持つ創造性を点から面へと広げていくため、様々な分野との連携を進め、更

なるまちの活性化や効果的な投資やイノベーションにつなげ、文化芸術が有する社会

的・経済的価値の発揮を目指します。 

また、創造都市・札幌の名に相応しく、文化芸術の多様な可能性を高め、アーティス

トの創造性が生み出す価値を地域社会に還元するため、アーティスト支援をより充実

させます（ステージ４に位置付けられる具体的な取組はp.78参照）。 
 

施策１ 
文化芸術の創造性を生かした他分野連携や 
新たなコンテンツ等の活用 

文化芸術が持つ創造性を点から面へと広げていくため、教育、まちづくり、福祉、経済

など様々な分野との連携や、最新の科学技術、新たなコンテンツの活用により、まちの

活性化や既存の観光資源の魅力向上に向けた取組を推進します。特に文化芸術を活用

した集客交流の拡大など産業活性化に向けた取組に関しては、人口減少による大きな

転換期を迎える本市のまちづくりにおいても、非常に重要な取組となります。 

 なお、取組に当たっては、企業、ボランティア、NPOなどの様々な主体や、北海道

内の他市町村などの幅広い地域などと連携をしながら、進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステージ４ 文化芸術の領域の拡大 

創造性あふれる多様多彩な文化芸術の展開 

マンガ等のポップカルチャーの活用や異ジャンル融合、異分野連携、実験的試

みなどを通じて、文化芸術の新たな可能性を探求します。 

札幌国際芸術祭（SIAF）の実施 

札幌国際芸術祭は、本祭開催年のみならず準備期間においても企業等、経済と

の関わりを通じた、新たな創造性を醸成する取組を推進していきます。 

重点取組事項 
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施策２ アーティスト支援の充実  

文化芸術活動をさらに充実・発展させたいという意志を持っている地元の個人・団体に

対して、発表の場やプロモーションの機会を提供するなど、アーティスト等がステップ

アップするための支援や新たなチャレンジを後押しする取組を行います。また世界中

のアーティストから刺激を受け、札幌のアートがレベルアップできる環境を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーティストの新たなチャレンジを後押しする支援の検討 

令和４年度（2022 年度）に実施した中間支援組織を通じたアーティスト支援

を踏まえ、令和６年度（2024 年度）はアーティストのステップアップ支援や

文化芸術活動を通じた地域活性化を目的とする実証実験を行います。この実証

実験を踏まえ、新たなチャレンジを後押しするアーティスト支援の在り方につ

いて検討します。 

重点取組事項 
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Column
コ ラ ム

：札幌国際芸術祭 

 
● 札幌国際芸術祭とは 

札 幌 国 際芸 術 祭（ Sapporo International 

Art Festival 略称：SIAF
サ イ ア フ

）は、3 年に一度、札幌
で世界の最新アート作品に出合える特別なアートイベ
ントです。 

会期中は、札幌市内のさまざまな場所で展覧会や
パフォーマンスなど多彩なプログラムが展開されます。ま
た、会期以外にも継続的に、札幌の特色を生かしたメ
ディアアートプログラムや、市内イベントと連携したプログ
ラムを行っています。 

 
 SIAF2014 SIAF2017 

テーマ 都市と自然 芸術祭ってなんだ？ 

会期 7 月 19 日～9 月 28 日（72 日間） 8 月 6 日～10 月 1 日（57 日間） 

会場数 18 会場 44 会場 

参加アーティスト数／作品数 64 組／214 作品 151 組／697 作品 

来場者数 478,252 人 381,697 人 

 
● 札幌国際芸術祭における異分野連携の取組 

札幌国際芸術祭では、文化芸術が持つ創造性の
もと、本祭会期内外を通じて異分野連携の取組を推
進していきます。アートを鑑賞する場としてだけでなく、
市民が主体的に参加・体験できる取組や、社会課題
解決を目指す企業等との協働を通じて、文化芸術の
本質的価値にとどまらず、社会的・経済的価値を創出
していきます。 

 
 

過去の札幌国際芸術祭 

 

SIAF2024 における取組の例 
(1) 企業との連携による新たな価値創出 

・ 最先端技術を活用したメディアアート作品の展示 
・ 未来をテーマに鑑賞者がコンテンツを作成できる体験型作品の展示 
・ チケットシステムのDX 

(2) 教育分野と連携したワークショップ 
・ 小中学校への出前授業形式によるプログラミングを活用した作品制作 

中谷芙二子＜FOGSCAPE #47412＞ 
Photo：Keizo Kioku 
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Column
コ ラ ム

：札幌にふさわしいアーティスト支援の検討 
 
 

● 「札幌市文化芸術創造活動支援事業」の実施 
これまでも札幌市では様々な文化事業を行ってきましたが、多くは文化芸術を支える施

設等の整備や、将来の担い手の創出を目的とした鑑賞・体験機会の提供が中心でした。 
しかし、札幌の文化芸術活動をより活発にし、生み出される創作物、さらにはその創造

的な発想や新しい価値を地域にもたらすためには、市内のアーティスト等のニーズに即した
多様な支援を行い新たなチャレンジや社会的な広がりを下支えする必要があります。 

こうした課題感に基づき、令和４年度（2022 年度）にアーティスト等を支援する新し
い方策として試験的に行われたのが「札幌市文化芸術創造活動支援事業」です。 

 
本事業では、行政がアーティスト等に

直接行う従来の支援とは異なり、アーティ
スト等の実情を深く理解している民間事
業者から支援内容の提案を受け、特に
優れたものに補助金を交付しました。令
和 4 年度（2022 年度）は計 43 件
の提案のうち 4 者を「中間支援組織等」
として採択し、多様なアーティスト支援を
実施しました。 

 
● これからの新しい支援の在り方 

試行実施の結果、運営の体制や手法に課題はありますが、アーティストへのよりきめ細か
い支援を行うという点では一定の効果を持った支援の仕組みであることが明らかになりました。 

こうした支援を持続的なものとし、地域全体で文化芸術を支える環境を整えるためには、
アーティスト等が新しい取組や領域へチャレンジすることを促し、それによって生み出される新
たな価値が地域社会に還元される仕組みを作らなければなりません。 

また、こうした仕組みの中から文化芸術
の取組における企画やマネジメントを担う人
材が生まれてくるよう、人材育成の観点も
併せ持つ必要があります。 

札幌市ではこうした観点から、「札幌市
文化芸術創造活動支援事業」のさらなる
改善と検証を進めていきます。 

• 文化芸術関係者の活力増強
• 都市の文化的成熟
• 市民の鑑賞・活動機会の充実
• 都市ブランディング

• 地域課題解決
• 経済活動への刺激

多様な領域で活躍できる
アーティスト等の輩出

札幌のアーティスト等の
発展・ステップアップ

文化芸術と様々な分野との
連携・ネットワーキング

中間支援団体の支援・育成

アーティスト等の活動領域
の創出・拡大

ディレクター的
人材の輩出

今後の実施イメージ 
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第 4 章 
計画全体を支える仕組み 
 1 事業の評価検証 

2 将来の文化芸術活動を活性化させるための調査研究 
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第４章 計画全体を支える仕組み 

事業の 
評価検証 

 

 

文化芸術の本質的価値（創造性と感性を涵養等）などといった文化芸術分野の特性を踏

まえ、定量的なもの以外も含む適切な指標の検討を行うなど、定性的側面も捉えながら、

施策の改善に資する評価の在り方の検討などを行います。 

また、時代に即した事業構成とするために、札幌市文化芸術基本条例第10条に規定す

る意見交換の仕組みを活用し、外部有識者による検証を適宜行い、計画期間中において

も必要な見直しを進めます。 

  

1
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計画推進に当たっての指標 

指標 

現状値 

令和４年度 
2022 

目標値 

令和10年度 
2028 

 文化芸術環境に対する満足度 32.1％ 40％ 

 ステージ１ 

 

文化芸術活動への参加割合 81.8％ 85％ 

障がいのある方の文化芸術の鑑賞割合（※1） 58.6％ 65％ 

市内主要イベントの観客者数（※2） 654,458人 854,000人 

主要文化芸術施設の利用者数（※3） 1,497,678人 2,143,000人 

 ステージ２ 

 
子どもが自然、社会、文化などの体験を 
しやすい環境だと思う人の割合 

48.9％ 50％ 

 
文化芸術活動をしている人の 
文化芸術環境に対する満足度 

35.8％ 45％ 

 ステージ３ 

 
文化財関連施設利用者数 (※4） 486,850人 575,000人 

来札観光客数 13,108千人 16,900千人 

 ステージ４ 

 
他の文化芸術分野や社会分野と 
連携をしたいアーティストの割合 

76.6％ 80％ 

    

※1：当該数値は３年に１回実施する「障がい福祉施策に係る障がい児者実態調査」の数値 

※2：対象イベントは、PMF、サッポロ・シティ・ジャズ、さっぽろアートステージ、演劇シーズン 

※3：対象施設は、札幌市民交流プラザ（hitaru及びSCARTS）、札幌芸術の森、札幌コンサートホール（Kitara）、 

札幌市教育文化会館、札幌市民ギャラリー、本郷新記念札幌彫刻美術館 

※4：対象施設は、時計台、豊平館、旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮、八窓庵、琴似屯田兵村兵屋跡、清華亭、 

旧黒岩家住宅、新琴似屯田兵中隊本部、札幌村郷土記念館、丘珠縄文遺跡、旧札幌控訴院庁舎（札幌市資料館） 
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第４章 計画全体を支える仕組み 

将来の文化芸術活動を 
活性化させるための調査研究 

 

 

札幌における将来の文化芸術活動の活性化につながるように、文化芸術活動に関する

データの収集や国や道内、道外他都市との情報交換、市民ニーズの分析を行います。ま

た、文化芸術資産のデジタルアーカイブ化などについても継続して取組を進めます。

2
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別紙 
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札幌市における主な文化芸術事業一覧（令和５年度（2023 年度）時点） 
施策１－１ 多様な文化芸術に親しむ機会の提供（機会の充実） 
１ PMF 

（パシフィック・ 
 ミュージック・ 
 フェスティバル札幌） 

札幌の中心部など、市民にとって身近な場所で、世界水準の優れた音楽を気軽
に聞くことができるコンサートを開催し、市民の感性や創造性を育むととも
に、にぎわいの創出を目指しています。 

２ さっぽろ 
アートステージ 

11 月を文化芸術月間と位置付け、文化芸術団体や民間企業、学校などと連携
し、美術、演劇、音楽などのイベントを集中的に開催することにより、まちの
いたるところに文化芸術によるにぎわいを創出します。「アートの入口」をコ
ンセプトとし、誰でも表現活動を楽しんでもらえるような事業を目指していま
す。 

３ サッポロ・ 
シティ・ジャズ 

札幌独自の都市型ジャズフェスティバルとして、大通公園や芸術の森などでの
野外ライブ、市内各所で行う市民参加型のライブなどに加え、道内他都市にお
ける小中学生向けのジャズワークショップなどの人材育成事業を行うととも
に、今後も、地域の活性化及び札幌の魅力発信につながる事業を展開していき
ます。 

４ 札幌演劇シーズン 広く市民へ札幌で生まれた優れた演劇作品の鑑賞機会を提供することにより、
演劇ファンのすそ野の拡大を図るため、夏と冬それぞれ約 1 か月にわたり、市
内の複数会場で一定の評価を得た作品の再演を行っています。 

５ 札幌国際芸術祭 
（SIAF） 

既存の枠組に捉われず、時代の変化や技術革新、社会課題を踏まえながら新し
い表現に挑戦をしている現代アートやメディアアートの分野において、世界で
活躍するアーティストの作品に触れる機会を創出します。また、こうした作品
に関心や親しみを持つことができるよう、象徴的でインパクトのある作品の展
示や現代アートを学ぶプログラムなどの展開を図っていきます。 

６ 札幌交響楽団による 
鑑賞機会の提供 

音楽専用ホールである札幌コンサートホール（Kitara）での演奏会のほか、学
校や福祉施設での演奏会や教育・地域活動にも注力している、道内唯一のプロ
オーケストラに対して引き続き支援を行い、優れた音楽の鑑賞機会を市民に提
供します。 

７ 低料金コンサート 普段クラシック音楽を聴く機会の少ない方でも低料金で気軽に楽しめる内容の
コンサートを開催し、オーケストラ鑑賞に興味を持つきっかけを提供します。 

８ 障がい者向け 
文化芸術体験 

障がいのある方の文化活動への参加を支援するため、文化芸術施設へ来館する
機会が少ない障がいのある方に向けて音楽ワークショプを実施します。 

９ カラフルブレイン札幌
2023 

発達障がいがある方たちの作品展示とインタビュー、パネル展、パンフレット
の配布等を通じて発達障がいの普及啓発・理解促進を図っています。 

10 札幌市身体障害者福祉
センター指定管理事業 
・教養講習会 
・文化活動育成事業 

身体に障がいのある方々に対し、その有する能力や適性に応じた事業（創作的
活動や芸術･文化等教養講習会の実施、自主的に文化活動を行っているクラ
ブ・サークルへ活動育成のための助成）により、障がい者の社会参加の促進を
図っています。 

11 札幌市視聴覚障がい者
文化・スポーツクラブ等 
助成金 

視聴覚障がい者の社会参加を推進し、その福祉向上を図るため、札幌市内にお
いて当該障がい者が自主的に運営する非営利の文化、サークル、団体の活動に
要する経費の一部を助成しています。 

12 公共施設 
バリアフリー化 
促進事業 

既存の市有建築物のうち、バリアフリー基本構想 2022 で定めた重点整備地区
内の官公庁施設等をはじめ、特別特定建築物（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障がいのある方等が利用する建築物）のバリアフリー化
を促進しています。 
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施策１－２ 文化芸術のための施設の活用等（機会の充実） 
１ 文化芸術施設に 

おける取組の充実 
鑑賞・発表・表現の場、市民とアーティストなどの交流の場、地域活動の場な
ど、施設の特徴を生かした運営を行うとともに、それぞれの施設の専門性を連携
させるなど、文化芸術施設全体の機能を有効に活用する取組を行っています。 

 札幌芸術の森 豊かな自然環境の中で、音楽・舞台芸術、工芸などの創作・発表、野外美術館や
屋内美術館での美術鑑賞など、多彩な文化芸術に触れる機会を市民に提供してい
くとともに、地域住民の活動拠点として、隣接する市立大学や地域団体との連携
を深めていきます。 

札幌 
コンサートホール 

（Kitara） 

音楽専用ホールとして、国内外のトップクラスの演奏家による質の高い音楽や、
気軽に楽しめるワンコインコンサートなど、多くの方が音楽を楽しむ機会を提供
しています。 

札幌市 
教育文化会館 

教育文化会館が有する舞台機構を生かした作品を上演し、市民に伝統芸能を含む
質の高い舞台芸術作品に触れる機会を提供するほか、子どもや初心者も参加でき
るセミナーやワークショップを行い、市民の学習や創造性を育む取組を進めてい
ます。 

札幌市民 
ギャラリー 

より多くの市民に発表機会を提供することを念頭に置いた施設運営を行っていく
ほか、創成東地区の拠点施設として、地域住民との連携事業を行っています。 

本郷新記念 
札幌彫刻美術館 

本市ゆかりの彫刻家である本郷新の顕彰、彫刻を中心とした美術の振興の場とし
て、市民の貴重な文化資産である本郷新の作品・資料の展示・公開を行うととも
に、幅広く創造性豊かな作家や作品に触れる機会を提供しています。 

札幌市民 
交流プラザ 

高度な機能を有する劇場では、本格的な舞台芸術や多様なジャンルの公演鑑賞機
会を提供するほか、札幌文化芸術交流センター（SCARTS）では、札幌における
多様な文化芸術活動の中心的な拠点として、文化芸術の普及・発信、調査研究、
人材育成に取り組んでいます。また、図書・情報館においても、文化芸術関係の
資料を配架するなど、連携、支援を積極的に行います。 

旧札幌控訴院庁舎 
(札幌市資料館) 

重要文化財旧札幌控訴院庁舎（札幌市資料館）の歴史的価値を末永く後世に伝え
ていくとともに、市民の貴重な財産として今後も公開活用していくため、庁舎の
耐震補強・保存修理・活用整備等を行います。 

さっぽろ 
天神山 
アートスタジオ 

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、市内及び国内外の個人・団体と
のネットワークを構築し、アーティスト等創造的活動を行う人の滞在型制作活動
を誘致し支援しています。アーティストの有意義な活動の実現と市民が新しい思
考や感性を自ら育むことを目指し、アーティスト等の市内での滞在と制作段階を
含む創造活動全般において市民との多様な交流を創出しています。なお、令和５
年度行政評価において、「市民がメリットをより享受できる仕組みや施設の在り
方も含めた見直しを検討すべき」と指摘されていることから、これを踏まえた検
討も行います。 

あけぼの 
アート& 
コミュニティ 
センター 

旧曙小学校跡施設を再整備し、文化芸術活動等を行う団体や個人への長期利用ス
ペースとしているほか、図書室等を一般開放し、子どもや高齢者といった地域住
民が利用できる施設として運営しています。 

ターミナルプラザ 
ことにパトス 

地下鉄琴似駅構内に開設され、コンサートやイベントなどの各種催し物・展示会
など、幅広い用途に利用できる施設として、多くの市民に利用されています。 

モエレ沼公園 モエレ沼公園においては、新進の現代美術作家による展覧会の開催及び市民団体
と連携した文化事業を開催し、市民、観光目的の利用者に幅広く文化活動を提供
する機会を設けています。 
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施策１－２ 文化芸術のための施設の活用等（機会の充実） 
2 公共空間の創造の場

としての活用 
札幌駅前通地下歩行空間や札幌市北３条広場における文化芸術イベントの開催
や、地下歩行空間北２条広場メディア空間での市民やクリエイターによる映像作
品の発表、地下鉄東西線コンコース（大通駅・バスセンター前駅間）における
500ｍ美術館の運営など、公共空間を活用した取組を行っています。 

 札幌駅前通 
地下広場 

多目的に利用できる空間を提供し、にぎわいを創出することにより、集客交流の
活性化、新たな産業の育成及び独自の文化の創造を図っています。 

地下歩行空間 
北 2 条広場 

「創造都市さっぽろ」の発信の場と、メディアアーツ都市札幌にふさわしい「ICT
活用のショーケース」の２つの観点から、広場のにぎわいづくりを行っていま
す。 

北 3 条広場 札幌の文化発信拠点の一つとして、空間特性にあったイベント等の開催を促進す
るなど、都心において、市民等に多様な活動や休憩・滞留ができる場を提供し、
都心全体のにぎわいを創出することにより、集客交流の活性化と独自の都市文化
の創造の促進を目指しています。 

500ｍ美術館 公共空間の一つである地下鉄コンコース（大通・バスセンター前駅間）における
展示空間として 500m 美術館の運営を行っています。 
なお、令和５年度行政評価において、「本美術館のあるべき姿や目的を、市民に
理解いただけるよう再設計した上で、その目的に即した施設用途となるよう、施
設の在り方や予算の執行手法について見直しを検討するべき」と指摘されている
ことから、これを踏まえた検討も行います。 

メトロ 
ギャラリー 

札幌市を舞台に活動するアーティスト等（個人・団体・プロ、アマ不問）、誰も
が気軽に文化芸術作品を発表できる場として、地下鉄駅構内（10 駅）に作品展
示スペースを設置し、年間約 60 名（団体）のアーティストによる作品展示を実
施しています。 

駅の個性化 
プロジェクト 

交通局では、『地下鉄の駅を単なる「通過点」とするのではなく、憩いや賑わい
のある空間に活用していくことで、それぞれの駅の特徴を出しつつ、地域のまち
づくりと地下鉄の利用促進につなげていくこと』を目的とした「駅の個性化プロ
ジェクト」を平成 22 年度より実施しており、平成 28 年度に白石区市民部地域振
興課と協力し、地下鉄東西線白石駅にタイルアートを設置するなど、地域団体の
文化芸術発表の場として提供しています。 

3 文化活動練習会場 
学校開放事業 

音楽、演劇などの文化芸術活動を行う市内のアマチュアグループや市民などに対
して、小学校の音楽室などを開放し、練習会場や創作の場として提供していま
す。 

４ 文化芸術に関する 
生涯学習の推進 

札幌市生涯学習センターや市民ホールは、多くの市民により、文化芸術に関わる
学習成果の発表の場として活用されています。また、生涯学習センターを拠点と
して、市民の多様な学習ニーズに応じた学習機会を提供する「さっぽろ市民カレ
ッジ」を実施しており、市民自らの意思で新たな文化芸術を学び、創造すること
ができるよう、生涯学習に関する取組を行っています。 

 
施策２－１ 子どもたちの文化芸術活動の充実（未来への布石、育成、支援） 
１ Kitara 

ファースト・ 
コンサート 

豊かな感性や創造性を育むことを目的に、市内の全小学 6 年生を札幌コンサート
ホール（Kitara）に招待し、本格的なオーケストラ演奏を鑑賞する事業を教育委
員会と連携して実施しています。これまでに延べ 20 万人を超える子どもたちが
鑑賞しています。 

２ 子どもの 
ミュージカル等体験 

本格的な舞台芸術の素晴らしさを感性豊かな子どもたちに体験してもらうため、
市内やさっぽろ連携中枢都市圏の小学生にミュージカルや音楽劇等を鑑賞する機
会を提供しています。 
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施策２－１ 子どもたちの文化芸術活動の充実（未来への布石、育成、支援） 
３ ハロー！ 

ミュージアム 
小学５年生を対象に、芸術の森美術館等で、美術鑑賞マナーの学習機会や美術鑑
賞・創作活動の体験機会を提供しています。 

４ おとどけアート 市内の小学校にアーティストを一定期間派遣し、子どもたちがアーティストと関
わることで多様な価値観に触れる機会を提供しています。 

５ 学校 DE カルチャー 各関係団体によるアウトリーチ活動をパッケージ化し、市内の全小学校から実施
希望を募り、文化芸術体験を届けています。 

６ 人形劇、児童劇等の
制作・発表 

子どもの情操面のかん養を図ることを目的に、人形劇・児童劇の鑑賞機会を提供
するとともに、人形劇・児童劇の制作団体及び人材の育成に関する取組を通し
て、子ども自ら発表できる場を提供しています。 

７ 札幌市中学校文化連盟
(中文連)の 
展示・発表支援 

全国レベルで活躍する本市中学生の文化芸術活動の発展を支援していくため、中
文連の演劇発表会には教育文化会館を、美術・書道展には市民ギャラリーを、音
楽会には市民ホールを提供するなど、札幌の次世代の文化芸術活動を担う人材の
育成支援に取り組んでいます。 

８ PMF 
リンクアップ・ 
コンサート、 
吹奏楽セミナー 

小学生が事前に授業で学んだことを生かして、歌唱やリコーダー演奏で PMF オ
ーケストラと共演する「リンクアップ・コンサート」や、PMF の教授を務める
一流オーケストラの演奏家が中学校・高等学校の吹奏楽部などを対象にセミナー
を実施するなど、PMF の質の高い音楽を札幌の子どもたちに提供しています。 

９ 子ども向け文化財 
施設の利用促進 

関連文化財群等の PR や構成文化財等の周遊促進子ども向けパンフレットの制作
を行い、文化財施設等で配布しています。 

10 縄文体験学習の実施 丘珠縄文遺跡体験学習館において縄文体験学習を実施し、札幌の縄文文化の魅力
に触れる機会を子どもたちに提供しています。 

11 小中高生に対する 
アイヌ文化の体験 
プログラムの提供 

札幌市アイヌ文化交流センターにおいて、小学生から高校生までを対象として、
展示品の解説のほか、アイヌ民族の伝統文化を体験するプログラムを提供しま
す。また、来館が困難な学校に出向き、校内でアイヌ民族の文化体験を行うため
のプログラムを提供しています。 

12 文化部活動の 
地域移行の検討 

子どもたちが身近な地域で継続的で質の高い多様な文化芸術活動の機会を確保で
きるよう、文化部活動の地域移行について検討しています。 

13 障がい者向け 
文化芸術体験 
【再掲】 

障がいのある方の文化活動への参加を支援するため、文化芸術施設へ来館する機
会が少ない障がいのある方に向けて音楽ワークショプを実施します。 

14 さっぽろ 
アートステージ 

【再掲】 

11 月を文化芸術月間と位置付け、文化芸術団体や民間企業、学校などと連携し、
美術、演劇、音楽などのイベントを集中的に開催することにより、まちのいたる
ところに文化芸術によるにぎわいを創出します。「アートの入口」をコンセプト
とし、誰でも表現活動を楽しんでもらえるような事業を目指しています。 

15 サッポロ・ 
シティ・ジャズ 

小中学生を対象とする通年型ジャズスクールとして、「札幌ジュニアジャズスク
ール」を運営し、毎週土曜、日曜を中心とした定期練習のほか、市内外でのイベ
ントや演奏会への出演、他地域のジャズスクールとの交流などを行っています。 

 
施策２－２ 文化芸術を支える土壌づくり（未来への布石、育成、支援） 
１ アートマネジメント 

機能の強化 
アートマネジメント人材の能力向上とネットワーク形成を目的とした講座やワー
クショップを開催し、文化芸術活動の質の向上と活性化を図ります。 

２ パブリックアートを
支える仕組みの整備 

野外彫刻などのパブリックアート について、作品を良好な状態に保ち、鑑賞で
きるよう、彫刻の補修を進めています。 
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施策２－２ 文化芸術を支える土壌づくり（未来への布石、育成、支援） 
３ アートボランティア 

への支援・活動の場
の提供 

文化芸術に関するイベント、団体、施設等の趣旨に賛同して、魅力向上や運営の
支援に関するボランティア活動を行う団体の情報提供を行うなど、自発的な活動
を行う人の活動の輪を広げる取組を行っています。 

 PMF 
(パシフィック・  
 ミュージック・  
 フェスティバル 
 札幌) 

コンサート会場の清掃、パンフレット配布などの開催支援のほか、世界各国から
参加するアカデミー生に向けて能、着付け等の日本文化体験プログラムを実施す
るなど多くの方が従事してくださっており、今後もこうした方々とともに質の高
い取組につなげていきます。 

札幌芸術の森 ボランティアとして資料整理や野外美術館における作品解説などに多くの方が従
事してくださっており、適宜研修等を行うことでボランティアの資質を高め、よ
り魅力ある施設を地域の皆様と共に作り上げていきます。 

サッポロ・ 
シティ・ジャズ 

多くのボランティアが「ジャズセーバーズ」として運営をサポートしてくださっ
ており、今後もこうしたボランティアと連携した市民参加型の事業展開に努めて
いきます。 

札幌 
コンサートホール 

（Kitara） 

Kitara に愛着をお持ちの多くの市民が館内案内や主催事業の補助に従事してくだ
さっており、これらの方々とともにこれからも魅力ある施設運営に取り組んでい
きます。 

札幌交響楽団 札響ボランティアの方々によるさまざまな楽団への支援活動に合わせて、本市で
も同楽団への支援を継続することで、クラシック聴衆の裾野拡大や札響ファンの
育成につなげていきます。 

500ｍ美術館 500ｍ美術館の企画、制作等をサポートするボランティアチーム「500 メーター
ズ」を毎年度組織し運営していくことで、アートマネジメント人材の育成を行っ
ていきます。 

札幌国際芸術祭 
（SIAF） 

芸術祭に対する関心や理解を高め、盛り上げていくために、ボランティアをはじ
めとする市民の自発的な活動が、さらに活発になるような環境づくりに取り組ん
でいきます。 
 

４ さっぽろ天神山 
アートスタジオ 

【再掲】 

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、市内及び国内外の個人・団体と
のネットワークを構築し、アーティスト等創造的活動を行う人の滞在型制作活動
を誘致し支援しています。アーティストの有意義な活動の実現と市民が新しい思
考や感性を自ら育むことを目指し、アーティスト等の市内での滞在と制作段階を
含む創造活動全般において市民との多様な交流を創出しています。なお、令和５
年度行政評価において、「市民がメリットをより享受できる仕組みや施設の在り
方も含めた見直しを検討すべき」と指摘されていることから、これを踏まえた検
討も行います。 

５ 文化芸術分野に係る
市民まちづくり活動
への財政的支援 

市民まちづくり活動の促進を目的に、市民まちづくり活動促進基金（さぽーとほ
っと基金）を設置しており、市民や企業等から寄附を募り、当該寄附を町内会・
ボランティア団体・NPO などが行う市民まちづくり活動に助成することで、札
幌のまちづくり活動を支える取組を行っています。 
さぽーとほっと基金では、分野指定助成、テーマ指定助成、団体指定助成に分け
て、助成を行っており、そのうち、分野指定助成の１つとして、「文化・スポー
ツ・観光・経済等の振興」という分野があり、市民まちづくり活動団体から当該
分野に該当する事業を募集し、附属機関で審査の上、札幌市が助成決定していま
す。 
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施策２－２ 文化芸術を支える土壌づくり（未来への布石、育成、支援） 
６ ふるさと納税制度の

活用や遺贈寄附に関
する広報など 

ふるさと納税制度を活用した寄附の受付や近年相談が増えている遺贈寄附の相談
に円滑に対応するために、日本相続知財センター札幌と協力協定を結ぶととも
に、広報も行っていきます。 

 
施策３－１ 文化遺産・自然遺産の保存と活用（文化資源の保存・活用） 
１ （仮称）札幌自然史

博物館整備の推進 
札幌の自然史への興味・関心を促し、博物館整備を推進するため、博物館の基本
的な活動(資料の収集保存、調査研究、普及交流)を実施するとともに、整備に関
する調査検討を実施します。 

２ 文化財の保存と活用 文化財施設の適切な保存・活用のため、保全計画に基づく計画的な修繕を進める
と同時に、施設の耐震化についても検討します。 
文化財の総合的な保存・活用のための指針となる「札幌市文化財保存活用地域計
画」に基づき、地域のまちづくりや観光、教育等の各分野で文化財を有効活用
し、市内外の人々に対して札幌の新たな魅力を発信します。 

３ 埋蔵文化財の 
保存と活用 

丘珠縄文遺跡を適切に保存し、地域の歴史資源、文化資源、教育資源として、市
民とともに、その価値を将来へと伝えています。また、縄文体験活動や市民発掘
を通して、札幌の縄文文化の魅力を発信しています。 

４ 無形文化財 
保存伝承 

アイヌ民族の伝統行事であるアシリチェプノミ、市指定無形文化財である丘珠獅子
舞の保存伝承事業に対する支援を行っています。 

５ アイヌ文化の 
保存・継承・振興 

アイヌ民族が伝統文化を継承するための仕組みの構築や、人材の育成に関わる活
動への支援、伝統文化を体験する機会の創出などを通じ、アイヌ文化の保存・継
承の推進やさらなる振興に向けて取り組んでいます。 

６ 景観資源の 
保全・活用 

景観を特色付けている自然や建築物、工作物、生活習慣など、良好な景観を形成
するための大切な景観資源を保全・活用するため、景観重要建造物等や札幌景観
資産の指定のほか、景観上の価値の捉え方を拡大し、市民等に広く周知し、その
活用を促進するために景観資源を登録する「活用促進景観資源」の制度の推進に
も取り組んでいます。 

７ 伝統的な食文化の 
継承 

学校、認可保育所等や各種の催し・地域の料理教室などを通じて、行事食、郷土
料理、だしの文化、食事の作法等に関する情報提供、普及啓発を行い、伝統的な
食文化の継承を図っています。 

 
施策３－２ 札幌の文化芸術を通じた国内外への魅力発信（文化資源の保存・活用） 
１ 創造都市ネットワーク

を活用した国内外の
都市との交流・情報
発信 

市民が多様な文化芸術に触れる機会を創出するとともに、本市の文化芸術を戦略
的かつ積極的に情報発信し、具体的な連携を促進するため、「ユネスコ創造都市
ネットワーク」や「創造都市ネットワーク日本」を活用して国内外の創造都市と
の交流を進めています。 

２ さっぽろ雪まつり 世界的に有名な札幌を象徴する祭りであるさっぽろ雪まつりでは、芸術的な大小
の雪氷像で雪と氷の祭典を展開し、札幌の魅力を発信しています。また、プロジ
ェクションマッピング でアートに触れる機会を提供するとともに、AR 等の ICT
を活用した雪とアートの融合により、さっぽろ雪まつりの魅力向上につなげてい
きます。 

3 さっぽろホワイト 
イルミネーション 

日本で最初のイルミネーションとして昭和 56 年から続く札幌の初冬を彩るさっ
ぽろホワイトイルミネーションは、光の芸術として大小さまざまなシンボルオブ
ジェを設置するほか、ICT など先端技術を用いた体験型コンテンツを展開してい
きます。 
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施策３－２ 札幌の文化芸術を通じた国内外への魅力発信（文化資源の保存・活用） 
4 アイヌ文化に関する

観光プロモーション
の推進 

民族共生象徴空間ウポポイと札幌市アイヌ文化交流センターを巡るツアー、大型
イベントと連携した情報発信などにより、アイヌ文化に関する観光プロモーショ
ンの推進に取り組んでいます。 
 

５ PMF 
（パシフィック・ 
 ミュージック・ 
 フェスティバル 
 札幌） 

世界中から選抜された若手音楽家に対する一流の音楽教育の場として、世界有数
の音響を誇る札幌コンサートホール（Kitara）や札幌芸術の森など札幌が誇る文
化資源を活用するとともに、大通公園や藻岩山での演奏会など観光資源も積極的
に活用することで、世界各国から参加するアカデミー生 や教授陣、各地から来
る観客を通じて、札幌の魅力と音楽文化に対する貢献を世界に発信します。 

6 サッポロ・ 
シティ・ジャズ 

ジュニアジャズスクールによる国際交流や、海外ジャズフェスティバルへのコン
テスト優勝者の派遣などといった海外プロモーション活動を通じて、参加者の中
から国内外で広く活躍するアーティストが輩出されてきています。今後も様々な
取組により、札幌の音楽文化の発展・発信に努めていきます。 

7 札幌国際芸術祭
（SIAF）  

札幌の大きな特徴である寒冷な気候や雪、さらには北方圏の文化などを題材とし
た作品やプロジェクトを紹介するなど札幌の魅力を生かした独自性のあるプログ
ラムを展開します。また、海外のディレクターやアーティストの招聘などによ
り、文化交流や情報発信などを含めた国際的な連携を高めていきます。 

8 札幌交響楽団による
鑑賞機会の提供 

道内唯一のプロオーケストラの演奏を、国内外で評価の高い音楽専用ホールの札
幌コンサートホール（Kitara）を拠点として楽しめることは、札幌のまちの魅力
につながっています。同楽団の優れた演奏が多くの市民、観光客の方々に提供さ
れるよう、活動を支援しています。 

9 さっぽろ天神山 
アートスタジオ 

【再掲】 

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、市内及び国内外の個人・団体と
のネットワークを構築し、アーティスト等創造的活動を行う人の滞在型制作活動
を誘致し支援しています。アーティストの有意義な活動の実現と市民が新しい思
考や感性を自ら育むことを目指し、アーティスト等の市内での滞在と制作段階を
含む創造活動全般において市民との多様な交流を創出しています。なお、令和５
年度行政評価において、「市民がメリットをより享受できる仕組みや施設の在り
方も含めた見直しを検討すべき」と指摘されていることから、これを踏まえた検
討も行います。 

 
施策４－１ 文化芸術の創造性を生かした様々な分野との連携・活用（文化芸術の領域拡大） 
１ 観光資源、科学技術

と文化芸術の融合し
た取組の推進 

豊富な観光資源、教育研究機関や ICT 関連の企業・人材の集積といった本市が有
する強みに、文化芸術をはじめとする創造的な要素を加えた産学官の連携による
イベントの開催や、創造性の誘発にもつながる映像の力の活用を通じて、既存資
源の魅力向上やまちのにぎわい創出、札幌の将来を担う人材の育成を図っていま
す。 

 NoMaps に 
おける取組 

クリエイティブ産業の活性化や創業支援、新産業の創造、札幌・北海道の魅力向
上などを目的とし、様々なイベントを通して、新しい価値観や文化、社会の姿を
提案し、新たなビジネスを生み出す場を提供する「No Maps」の開催を支援して
います。 

「札幌市映像活用
推進プラン」に
おける取組 

札幌経済の活性化及び地域活性化を図るため、市内事業者や市民と協力・連携し
ながら、人材育成やコンテンツ開発支援、企業の映像活用促進などの施策を展開
しています。 

２ 文化芸術を生かした 
地域活動の活性化 

音楽や地域の伝統芸能など、地域における文化芸術を活用したイベントの開催、
地域に滞在するアーティストとの交流など、文化芸術を生かして地域のにぎわい
の創出・交流を促進し、まちの活性化を図る取組を行っています。 
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施策４－１ 文化芸術の創造性を生かした様々な分野との連携・活用（文化芸術の領域拡大） 
  さっぽろ 

天神山 
アートスタジオ 

【再掲】 

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、市内及び国内外の個人・団体と
のネットワークを構築し、アーティスト等創造的活動を行う人の滞在型制作活動
を誘致し支援しています。アーティストの有意義な活動の実現と市民が新しい思
考や感性を自ら育むことを目指し、アーティスト等の市内での滞在と制作段階を
含む創造活動全般において市民との多様な交流を創出しています。なお、令和５
年度行政評価において、「市民がメリットをより享受できる仕組みや施設の在り
方も含めた見直しを検討すべき」と指摘されていることから、これを踏まえた検
討も行います。 

北区 
農村歌舞伎の 
保存・伝承 

北区の篠路地区及び新琴似地区で開拓期に演じられていた農村歌舞伎の保存伝承
に取り組む地域団体の自主公演活動の支援や、区公式 HP への掲載による情報発
信など歌舞伎文化の周知を行っています。 

北区歴史と文化の
八十八選保存継承
事業 

開拓期からの歴史を有する北区内には歴史的な建物や文化遺産が数多く残されて
おり、このうち 88 か所を選び、案内板の設置やガイドマップの作成を行うこと
で広く紹介しています。 

ぽっぴぃ 
フェスティバル 
事業 

区民同士の交流を促進するとともに、北区が育む歴史や文化の魅力を広く発信す
ることを目的として、例年、百合が原公園において実施しているフェスティバル
です。ステージ公演やワークショップ、物販、飲食店の出店などが行われます。 

ひがしく 
ハッピー・タッピー 
コンサート 

区民が気軽に生の音楽に触れられる機会を提供するため、奇数月の第３金曜日に
区民センター大ホールでクラシック、ジャズ、ポップス、民謡等、様々なジャン
ルのコンサートを開催しています。年１～２回の休日開催や出張公演、カルチャ
ーナイトとの連携（夜間開催）も行われています。 

白石区 
ふれあい 
バラコンサート 

区民の芸術文化活動の振興を図ることを目的として平成 6 年度から実施してお
り、毎回区民約 300 人が訪れ、気軽に本格的な音楽に親しむことのできる機会と
して定着しています。平成 12 年度からは地域ボランティアで構成される「白石
区民コンサート実行委員会」が企画・運営等を行っており、白石区との共催によ
り実施しています。毎回区民約 300 人が訪れ、気軽に本格的な音楽に親しむこと
のできる機会として定着している事業となっています。 

とよひら 
フラワー 
コンサート 

区内の小・中・高校生、大学・一般団体など幅広い年代が出演する吹奏楽、合唱
等のコンサート。 
区民同士のふれあいや音楽振興、学校と地域の交流促進によるまちづくり活動の
活性化を目的とし、カナモトホール（札幌市民ホール）で開催しています。 

芸術・文化の振興 
「きよフェス」 

清田区ゆかりアーティストによる音楽ライブ。清田区の魅力として「食と音楽」
を区内外に発信するため、既存事業である「きよたマルシェ」と同時に平成 29
年度から開催しています。 

芸術・文化の振興 
「区民コンサート」 

清田区にゆかりのある演奏家が出演し、区内の施設で区民が音楽にふれる機会を
提供しています。 

芸術・文化の振興 
ＰＭＦ清田区公演 

「PMF アンサンブル
演奏会」 

7 月下旬の平日夜にＰＭＦアカデミー生（又は修了生）によるアンサンブルコン
サートを清田区民ホールで開催しています。 

若者の芸術・文化
活動を通じた南区
まちづくり事業 

若い世代が「芸術・アート」を切り口にまちづくり活動をする場を提供すること
で、若い世代がまちづくり活動へ参加し、地域資源を知り学ぶきっかけを作って
います。 
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  西区 
文化フェスタ 

区民が気軽に芸術文化を鑑賞できる機会を提供し、芸術文化意識の醸成を図ると
ともに、地域の賑わい創出を目指しています。 
区内の文化施設を会場に、毎年９月に約２週間にわたり、多様な文化芸術の公演
を実施しています。 

こども・ 
あーと・にしく 

区内在住の小学生に気軽に芸術に親しむ機会を提供するため、工芸作品の制作体
験や美術館展示作品鑑賞などを実施しています。 

コトニジャズ 区民が気軽に芸術文化に触れる機会を提供しするとともに、にぎわいを生み出し
地域を活性化するため、人通りの多い地下鉄琴似駅コンコースや大規模ホールを
利用した拡大版のコンサートを開催。無料で本格的なジャズの生演奏を鑑賞でき
る場を提供しています。 

コトニ 
クラシック 

区民が気軽に芸術文化に触れる機会を提供しするとともに、にぎわいを生み出し
地域を活性化するため、民間商業施設や大規模ホールを利用した拡大版のコンサ
ートを開催。無料で本格的なクラシックの生演奏を鑑賞できる場を提供していま
す。 

にしく♪ 
ちびっこ 
ミュージックプ
ロムナード 

文化芸術を生かしたまちづくりをさらに推進していくため、早い段階から音楽に
親しみをもってもらうこと、そして子育て世代の区政への理解・参加のきっかけ
づくりを狙いとし、未就学の子どもとその保護者を対象にしたコンサートを実施
しています。 

ていね音楽祭 「ていね音楽祭」は音楽を通じて地域の文化・芸術活動の振興を図ることを目的
に手稲区で音楽活動をしている個人・団体が出演する音楽祭を実施しています。 

３ 文化芸術などを通じ
た都市間の連携によ
る取組の推進 

創造都市ネットワーク加盟都市、交流協定締結都市 、北海道や道内他市町村等
との文化芸術や観光などを通じた継続的な交流により、相互の都市の魅力向上を
図っています。 

 浜松市 浜松市と「音楽文化都市交流宣言」を締結し、浜松市と本市の子ども達が、演奏
会で合同演奏を行うなどの交流事業を行っています。引き続き、音楽を通じた都
市間交流により、札幌市の魅力を発信していきます。 

道内他市町村 
との連携 

道内他都市において小中学生向けのジャズワークショップや、ＰＭＦの演奏会を
開催するほか、近隣市町村の小学校 6 年生を Kitara ファースト・コンサートに
招待するなど、北海道全体の魅力の向上につながる取組を行っています。 

４ 教育機関等との連携 美術鑑賞、制作体験、音楽鑑賞等を通して子どもの感性を磨き、豊かな情操を育
む取組を行うとともに、その効果を一層高めるため、事前・事後に行う学習との
連携を十分に図ります。 

５ カラフルブレイン 
札幌 2023 

【再掲】 

発達障がいがある方たちの作品展示とインタビュー、パネル展、パンフレットの
配布等を通じて、発達障がいの普及啓発・理解促進を図っています。 

６ 札幌市身体障害者福祉
センター指定管理事業 
・教養講習会 
・文化活動育成事業 

【再掲】 

身体に障がいのある方々に対し、その能力や適性に応じた事業（創作的活動や芸
術･文化等に関する教養講習会、自主的に文化活動を行うクラブ・サークルの活
動を育成するための助成）を行うことで、障がい者の社会参加の促進を図ってい
ます。 

７ 札幌市視聴覚障がい者
文化・スポーツクラブ
等助成金 

【再掲】 

視聴覚障がい者の社会参加を推進し、その福祉向上を図るため、札幌市内で視聴
覚障がい者が自主的に運営する非営利のサークル・団体等の活動に要する経費の
一部を助しています。 
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施策４－２ アーティスト支援の充実（文化芸術の領域拡大） 
１ 集客力の向上を図る

情報発信支援 
札幌文化交流センターSCARTS で、市民が気軽に立ち寄り、文化芸術に関する情
報の収集・発信ができる場を提供するとともに、ウェブサイトを活用した様々な
情報発信に取り組んでいます。 
また、公式観光情報サイト「ようこそさっぽろ」を活用し、観光情報と併せて文
化芸術情報を発信するなど、市民や観光客にとって魅力的な情報発信を行ってい
ます。 

２ SCARTS 助成 
 

札幌文化芸術交流センターSCARTS を実施主体とし、札幌市を拠点に活動する団
体又は個人による優れた文化芸術活動に対し、その費用の一部を支援しています。 

３ SCARTS での 
アーティストへの 
対面相談の実施 

アーティストや文化団体からの問い合わせ（活動場所、広報手段、助成金等）に
対する情報提供やアドバイスを行っています。 

４ 発表の場の提供・ 
表彰制度の実施 

音楽、演劇、舞踊、美術、文芸など幅広い分野で市民の創造・発表活動を積極的
に推進する市民芸術祭を開催するほか、若手を含むアーティストの育成、チャレ
ンジやステップアップに資する顕彰制度を実施しています。 

 本郷新記念 
札幌芸術賞 

若手芸術家の育成を目的とした本郷新記念札幌記念彫刻賞を行っています。 

500ｍ美術館 地元作家の発表の場とするとともに、毎年公募展を実施しチャレンジやステップ
アップの場を提供しています。 
なお、令和５年度行政評価において、「本美術館のあるべき姿や目的を、市民に
理解いただけるよう再設計した上で、その目的に即した施設用途となるよう、施
設の在り方や予算の執行手法について見直しを検討するべき」と指摘されている
ことから、これを踏まえた検討も行います。 

市民芸術祭 昭和 22 年の「市民美術展」を発端として、現在では、音楽、演劇、舞踊、美
術、文芸など幅広い分野で実施しており、近年は、発表者・鑑賞者を含め毎年 3
万人近い市民が参加しています。 
市民の創造・発表活動を積極的に推進するため、顕彰制度を設け、市民にとって
はステップアップの機会ともなっています。 

５ アイヌ工芸品の 
販売やアイヌ文化の
ブランド化推進 

札幌駅前通地下歩行空間等におけるアイヌ工芸品の販売会の開催などにより、ア
イヌ工芸品の販売機会の確保やアイヌ文化のブランド化に取り組んでいます。 

６ 各種イベントにおける
海外アーティストの
招へい 

世界中のアーティストから刺激を受け、札幌のアートがレベルアップできる環境
を目指しています。 

 PMF 
（パシフィック・ 
 ミュージック・ 
 フェスティバル 
 札幌） 

世界三大教育音楽祭の一つとされる PMF においては、世界の若手音楽家や教授
陣を招へいし、世界トップクラスの演奏を鑑賞できる機会を提供するとともに、
市内アーティストも共に学ぶ場を提供しています。 

サッポロ・ 
シティ・ジャズ 

国内外の一流のジャズプレイヤーによる演奏を鑑賞できる公演を実施していま
す。 

札幌 
コンサートホール

（Kitara） 

国内外の魅力的な演奏を気軽に鑑賞できる機会を提供する事業を実施していま
す。また、札幌市が締結した音楽文化協定等による交流都市との各事業について
も実施しています。 

  札幌国際芸術祭 
（SIAF） 

既存の枠組に捉われず、時代の変化や技術革新、社会課題を踏まえながら新しい
表現に挑戦をしている現代アートやメディアアートの分野において、世界で活躍
するアーティストの作品に触れる機会を創出します。 
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施策４－２ アーティスト支援の充実（文化芸術の領域拡大） 
７ さっぽろ天神山 

アートスタジオ 
【再掲】 

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、市内及び国内外の個人・団体と
のネットワークを構築し、アーティスト等創造的活動を行う人の滞在型制作活動
を誘致し支援しています。アーティストの有意義な活動の実現と市民が新しい思
考や感性を自ら育むことを目指し、アーティスト等の市内での滞在と制作段階を
含む創造活動全般において市民との多様な交流を創出しています。なお、令和５
年度行政評価において、「市民がメリットをより享受できる仕組みや施設の在り
方も含めた見直しを検討すべき」と指摘されていることから、これを踏まえた検
討も行います。 
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札幌市文化芸術基本計画検討委員会の概要 

 【検討委員会委員】◎委員長 ○副委員長                  【五十音順】 
氏名 所属等 

    卜部 奈穂子 合同会社ペン具（ペングアート） 代表 

 ◎  北村 清彦 北海道大学 名誉教授 

    佐藤 幸宏 札幌芸術の森美術館 館長 

    白鳥 健志 
札幌芸術・文化フォーラム（ACF） 副代表 

前・札幌駅前通まちづくり株式会社 代表取締役社長 

    谷本 晃久 北海道大学大学院 文学研究院 教授 

 ○  長沼 修 北海道国際音楽交流協会（HIMES）理事長 

    成田 真由美 市民公募委員 

    根子 俊彦 （公財）札幌国際プラザ 調整担当部長 

    丸山 悠輝 市民公募委員 

 

 【検討委員会会議概要】 
日程 議事 

第１回委員会 

令和 5 年 7 月 25 日 

●委員長、副委員長の選出 

●札幌市文化芸術基本計画の概要及び札幌市文化芸術基本計画 

  検討委員会について 

●計画の見直しの視点及び第 4 期計画の方向性 

第２回委員会 

令和 5 年 8 月 25 日 

●第４期計画の方向性 

●札幌市の文化行政の方向性（文化芸術の価値） 

●計画見直しに当たっての重要な視点 

●４つのステージと施策の再構築について 

第３回委員会 

令和 5 年 9 月 26 日 

●札幌市文化芸術創造活動支援事業の評価について 

●第４期札幌市文化芸術基本計画の素案について 

第４回委員会 

令和 5 年 10 月 10 日 

●第４期札幌市文化芸術基本計画の素案について 

第５回委員会 

令和 5 年 10 月 31 日 

●第４期札幌市文化芸術基本計画の素案について 
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子ども教育委員会会議 

日 時：令和５年８月９日（水）10：00～12：00 

場 所：教育委員会６階 A・B 会議室 

札幌市教育委員会 
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1. はじめに 

 

 

 

２．開催概要 

 

 

 

 

 

 

３．会議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 札幌市教育委員会では、「（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画」の策定にあたり、

子どもの意見を取り入れるために、「子ども教育委員会会議」を開催しました。 

 この会議では、市立学校の児童生徒１５名を「１日子ども教育委員」（以下、「子ども

教育委員」という。）に任命し、市立札幌開成中等教育学校（以下、「開成」という。）

の生徒５名の進行のもと、３つのテーマについて話し合いが行われました。 

■ 日時  

令和５年８月９日（水）10：00～12：00 

■ 場所  

札幌市教育委員会６階 A・B 会議室 

■ 実施内容 

開成の生徒による会議の企画運営のもと、「教育ビジョン」「コミュニティ・スクー

ル」「文化芸術」の３つのテーマについて、子ども教育委員１５名で校種を越えた話

し合いを行いました。オブザーバーとして札幌市教育委員５名も参加しました。 

  事前に開成の生徒が、３つのテーマについて関する動画を作成し、動画をみた子

どもたちから意見聴取を行いました。そして動画をみて、これからの教育や文化・芸

術について、他の人たちと一緒に考えてみたいと思った子どもたちを募集し、行わ

はじめに、札幌市教育委員会の 

檜田教育長から挨拶がありました。 

（1) 檜田教育長から挨拶 

 

（2) 子ども教育委員の任命 

  檜田教育長から、子ども教育委員 

のみなさんへ、任命状を交付しまし

（3) 教育委員の紹介 

 教育委員の自己紹介を行いました。 
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（4) 意見交流 

 

会議は２部編成で行われ、第１部では、子ども教育委員が３～４人ずつの

グループをつくり、開成の生徒がファシリテーターとして入り、テーマごと

に意見を出し合いました。 

それぞれのグループにて「理想の学校に向けてできることは」「地域の人た

ちに、どのようなことを応援してほしいか」「子どもたちが文化芸術に興味を

もつには」の３つのテーマについて、付箋を活用した議論を行いました。 

【１部：ブレスト】 
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第２部では、子ども教育委員がそれぞれ興味を持ったテーマごとに分

かれて討議を行いました。第１部で出てきた意見をもとにマインドマッ

プを活用して意見を広げていきました。 

また、第２部からは教育委員も子どもたちとの議論に参加しました。 

最後には、各グループで出てきた意見について発表が行われました。 

 

【２部：テーマ別討議】 
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■「教育ビジョン」グループの発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発表内容）「理想の学校に向けてできること」 

 

・学校内でたくさんの人と交流する 

⇒高学年と低学年が一緒に活動できる機会を増やす。そのために委員会を全学年で行

ったり、全学年で活動する企画を考える委員会をつくったりする。 

・デジタル化（クロムブックの活用） 

⇒デジタル教科書の導入。端末を使って家でも授業を受けられる。授業を録画して、

端末でみることができれば、学校を休んだときにみることができるし、学び直しも

できる。 

・生徒の意見を大人に聞いてもらい認めてもらいたい 

⇒生徒中心の話し合いを増やしたり、大人に相談できる機会をつくったりする。 

・誰でも学べる場所 

⇒小さい子から大人まで改めて学べる機会をつくる。普段、学校に来ることのない人

でも来やすいように、自習室等をつくる。 

・みんな平等で平和な学校 

⇒多様性を認める⇒服装の男女の違いがないように制服を自由に選べるようにする。

障がいのもっている方との交流を増やし、理解を深める。 

・過ごしやすい学校 

⇒エアコンをつけてほしい。涼しく学びやすい環境に。 
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■「コミュニティ・スクール」グループの発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発表内容）「地域の人たちに、どのようなことを応援してほしいか」 

 

・地域の方から話をきく 

⇒先生より詳しい分野を教えてもらう。 

様々な職業の話を聞き、夢をみつける。 

地域の歴史を知る。地域めぐり。 

昔の遊びを教えてもらう。 

・話をきくことから体験につながる 

 ⇒教わったことが学校での活動につながる。活動することで、学びが深まる。 

お店にポスターを貼ってもらい、学びの発信 

・地域の方との交流 

⇒学校に地域の方が自由に入ることができるようにする。 

地域の方も学校の授業に参加できるようにする。 

地域で生徒企画のイベントを行う。子ども主催のお祭りなど。 

地域の方も運動会に参加できる種目があったり、学校祭等の行事で装飾を一緒 

に行ったりなど、学校行事を地域の人とつくる。 

地域のゴミ拾いなどボランティア活動を行う。 
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■「文化芸術」グループの発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発表内容）「子どもたちが文化芸術に興味をもつには」 

 

・学校で体験・見る 

⇒学校祭の製作時間を延ばしてつくりたい。 

  学校の授業に専門家としてきて教えてほしい。 

  見るだけでなく、自分たちも体験できる機会がほしい。 

  低学年でも芸術文化に触れる機会があるといい。 

学校での体験は、興味の有無にかかわらず、みんなが行うこと。家庭で行けない 

ところでも行くことができる。 

・家庭で体験・見る 

⇒学校で美術館等に行くことにより、興味が芽生え、家庭でも行くことのきっか 

けにつながる。 

家庭で再び行くことは、子ども自身の理解が深まるだけでなく、子どもを通し 

て、親の芸術文化の理解、興味にもつながる。 

家庭で行く機会を増やすには、親子連れや小中学生の入館料を無料にする。子 

どもが泣くので、コンサート等に行くことができない人もいるので、親子連れ 

専用の日を設定する。 
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〇会議出席者 

１．子ども教育委員 １５名 

２．子ども教育委員会会議運営担当（市立札幌開成中等教育学校生徒）５名 

３．教育長・教育委員 

  檜田教育長、阿部夕子委員、佐藤淳委員、石井知子委員、道尻豊委員 

教育委員を代表して、阿部委員から、会議の感想等のお話があり、閉会しました。 

（5) 教育委員から挨拶 

 

今後に向けて 

子ども教育委員会会議の開催は、平成 26 年の現行計画策定に続き、２回目の

開催でしたが、今回は、意見聴取に向けた動画作成からはじまり、当日の進行も

市立札幌開成中等教育学校の生徒が中心となって行うなど、より子ども主体とな

った会議を開催することができました。 

教育に関する計画策定及び施策の推進にあたり、子どもの意見を大切にするこ

とを第一に考え、子どもの視点に立った施策・取組を実現したいと考えています。

本会議内での子どもたちから出てきた意見を踏まえ、よりよい計画にしたいと考

えています。 
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文化芸術関係者からの意見概要 
 
１ 第４期計画策定に向けた意見聴取対象者（敬称略、団体名五十音順） 

所属 氏名 

一般社団法人 AIS プランニング 
漆 崇博 

小林 亮太郎 

一般社団法人 札幌観光協会 細川 慎平 

札幌三曲協会 
馬場 雅輔 

大畑 豊梢 

札幌商工会議所 山形 宣章 

札幌芸術・文化フォーラム 

有田 英宗 

大橋 二三子 

蔵 隆司 

寺林 利郎 

森嶋 拓 

米澤 修吾 

札幌舞踊会 
千田 雅子 

奥山 健恵 

札幌文化団体協議会 伊藤 裕子 

北海道アールブリュットネットワーク協議会 大友 恵理 

公益財団法人 北海道演劇財団 
斎藤 歩 

清水 友陽 

北海道科学大学 未来デザイン学部 メディアデザイン学科 小谷 彰宏 

北海道作曲家協会 札幌音楽家協議会 八木 幸三 

一般財団法人 北海道文化財保護協会 

角 幸博 

小田嶋 政子 

栗原 史 

田山 修三 

北海道民謡連盟 荒川 寿彦 

みべ音楽院 三部 安紀子 
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２ 意見概要 
関連 

ステージ 
発言者 意見概要 

ステージ

１ 

北海道 
民謡連盟 

荒川氏 

●コロナ禍を経て担い手が大きく減少している。プレイヤーになって
もらうには鑑賞だけでなく体験する機会が必要。 

●規模 300～400 人ほどの邦楽公演に適した会場がなかなか見つから
ず、発表の場の確保に苦労している。 

ステージ

１ 

北海道 
アールブリュット 

ネットワーク 
協議会 

大友氏 

●福祉分野では共生社会の実現に向けた取り組みが進んでいる。障が
いのある人でも芸術家として社会や人々に豊かさや幸福を与えてく
れる人が多くいる。芸術文化においても共生社会的なあり方を目指
してほしい。 

●障がい者が芸術文化を当たり前に享受できる環境として、創作·発表
だけでなく鑑賞など（情報保障を含む）も整備を進めてほしい。 

●文化芸術施設がハード面、ソフト面ともに当事者にとって問題なく
使えているのかの確認をしても良いと思う。 

ステージ

１ 

文団協 

伊藤氏 

●公演を行うものについては、場の確保に苦労している。中心部でか
つ 1,000 人程度の規模の会場がなかなか確保できない。 

●特に邦楽邦舞などの和の後継者不足が深刻であるという声を聴いて
いる。後継者・担い手となってもらうためには、まず文化に親しむ
機会を作ることが重要。 

ステージ

１ 

札幌舞踊会 

千田氏 

●hitaru のような大きなところ以外の個人も使えるような劇場が不足
している。バレエに限らず、発表の場がないことは問題。立地的に
も特に高齢者などが訪れにくい場所が多いので、ちょっとした公演
や展示ができる場所があると、より皆が豊かになると思う。 

●バレエを含め、文化芸術は子どもに夢を与える。引きこもりの子ど
もなどにも、文化芸術に触れさせることで自由な世界があることを
伝えることが大事かもしれない。 

ステージ

１ 

みべ音楽院 

三部氏 

●人の生活は経済的な面と精神的な面のバランスが大事。生活に余裕
がなければ文化に触れようとは思えない。しかし、そういった人や
その子どもでも文化に触れられるような機会が与えられれば、健全
な生活に導きことができるかもしれない。 

●子どもも家庭に関係なく文化に触れられれば人生が大きく変わるこ
ともある。チャンスを提供することが重要。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

１ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

米澤氏 

●人々の関心は様々だが、その人ごとに引っかかるもの、きっかけが
ないと文化芸術に触れようとはしない。きっかけとなる機会・場の
多さが重要。 

ステージ

１ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

大橋氏 

●札幌でも耳の聞こえない人が音楽を楽しめるような取組の実例があ
るので、障がいを持つ人たちでも楽しめる文化芸術に関して発信す
るとともに、アートと防災・観光・日々の生活の共生の取組につい
ても発信してほしい。 

ステージ

１ 
 

ステージ

２ 

札幌 
三曲協会 

馬場氏 
大畑氏 

●邦楽演奏者の高齢化が著しく、若年層をどう取り込んでいくかとい
うことが大きな課題。学校の教科として触れる機会がなくはない
が、そこから継続的に実演するところまでつながらない。例えば、
学校以外でも気軽に邦楽を体験することができるイベント・場所な
どがあるとよい。 

●演奏者のスキルアップが聴く側にとっての魅力になるので、例えば
東京からより優れた演奏家を招へいし、他の邦楽分野を巻き込んだ
セミナーなどを企画できるとよい。 

●横のつながりの中で意見交換を行う場がないので、他の邦楽分野も
交えた横断的な意見交換の場があるとよい。遠方・高齢などの理由
で集まることが難しい場合もあるので、コミュニケーションツール
の活用も考えられるとよい。 

●演奏に使える施設が不足しており、特に邦楽は他のジャンルとはこ
となる設備が求められることもあるので、そういったものを備えた
施設となるとさらに限られる。また、一般の方々が邦楽を気軽に聴
くことのできる演奏の場と意味では地下歩行空間のスペースなど、
無償で使えるような場があると有難い。 

ステージ

２ 

北海道 
文化財 

保護協会 

田山氏 

●あらゆるステージを貫く重点として、次世代を育成し、子どもたち
に文化芸術の良さを理解し守ってもらうことが重要。 

●「Kitara ファースト・コンサート」や「こころの劇場」で小学生に
鑑賞機会を提供しているのと同じような取組を文化財に関しても行
うことができれば、大人になってからも興味を持ってもらえるので
はないか。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

２ 

北海道 
演劇財団 

斎藤氏 
清水氏 

●コロナ禍を経て、例えば学校の授業で文化活動に取り組むことが難
しくなっており、子ども達が文化に触れる機会が少なくなっている
と感じる。 

●子どもたちの学習の場・生活の場において、文化芸術を当たり前の
ものにしていくことが好ましい。 

ステージ

２ 

札幌舞踊会 

千田氏 

●異なるジャンルを組み合わせるなど、面白いことを企画できるディ
レクターのような人がいると、もっと札幌は活性化すると思う。 

ステージ

２ 

札幌舞踊会 

奥山氏 

●方針を立てる部門・事務方と、施設利用者などを含む現場をつなぐ
人がいない。現場の声を吸い上げて事務方に伝えるようなコミュニ
ケーションの役割ができるコーディネーターのような人材がいると
よい。 

ステージ

２ 

みべ音楽院 

三部氏 

●hitaru のような施設や行政も含め、専門的な人材の存在が必要。人
材育成が重要。 

●アーティストの若い人とベテランが結びつく場があれば、知見や価
値観が継承され、人材育成につながる。 

ステージ

２ 

みべ音楽院 

三部氏 

●文化芸術の中でも、他のジャンルと交流することができれば、自分の
レベルアップにもつながる。色々な世界を覗くことが大事。 

ステージ

２ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

有田氏 

●行政のジェネラリストな面がよい方向に機能する場合もあるが、ア
ートの世界ではスペシャリストがいなくては成果につながらないと
いうことがよくある。スペシャリストの登用が課題。 

ステージ

２ 

AIS 
プランニング 

漆氏 

●文化芸術の発展には、文化施設だけでなく、担い手の育成やコーデ
ィネートなどの機能の拡充、専門人材・情報等のネットワーク形成
などの目に見えにくいものも含めて、それら文化芸術を支え機能さ
せるインフラ的なもの（環境整備）が必須であり、その重要性が理
解されることが大切。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

２ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

寺林氏 

●担い手の育成は、国の施策以上に地方において課題だと思う。例え
ば hitaru ではオペラやバレエのプログラムを地元と協力して作って
いるが、そうした機会は担い手育成にもつながると思うので、オペ
ラ・バレエに限らずそうした機会を増やしてほしい。 

●また、担い手育成の場を作っていくためには地元団体などとの意見
交換をしていくことも必要。そういうことを調整・実現することも
アーツカウンシルが担うのだと思うので、要否の検討から一歩踏み
込んで、具体的な中身の検討にもつなげてほしい。 

●現在 SCARTS で行っている助成事業などにおいては、その内容の検
討は内部的に行われているものだと思う。例えばそういった部分を
アーツカウンシルが検討するなど、より開かれた形で評価や企画を
行う形になれば、市民の声も反映されやすくなるし、行政的な負担
も減るのではないか。 

ステージ

２ 

AIS 
プランニング 

小林氏 

●文化芸術をすごく大切に思う人もいれば、そう思わない人もいる現
状はある。市民に広く文化芸術を大切に思ってもらうためには、文
化芸術に触れてもらう機会を増やすことや、情報発信を行うことが
大切。特に税金を投じて実施する文化芸術の事業については説明責
任を果たす意味でも、実施事業者や行政が協力して活動の広報や報
告を積極的に行い市民の理解を得る必要がある。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

２ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

森嶋氏 

●札幌のような人口規模のまちは、東京ほど財政的に潤沢ではない
が、小さなまちに比べて人口規模に応じた責任があり、ある程度多
様なジャンルを支える必要がある。そういう意味ではステージ２の
ような人材に関わる部分が大事だが、現状では人にかける予算が弱
いように思う。 

●アートマネジメント機能の強化という観点での人材育成は重要だ
が、育成された後の行き場として、市民とアーティストやメディア
とアートの間を取り持つ仕事を増やしていく必要がある。 

●芸術祭やシティ・ジャズなどの市主催事業が何を発信しようとして
いるのか、何のために実施するのかを市民に周知し、それが誇りに
もなっていくような、PR 的な発想も必要ではないか。 

●文化芸術というものは実に多様で、それらをある程度カバーするた
めにはあえて行政が一歩引くことも必要。イベントものの主催事業
はわかりやすく成果を見せることができるが、市民団体などにもパ
スを出すことが全体の底上げになると思う。 

●札幌では芸大などの学び場が少なく、野心的で才能ある若者は外に
出て行ってしまう。一方で、関東・関西などでキャリアを積んだ人
が、アトリエを持ちたいとか、環境を変えたいというときに地方に
やってくる流れも確実にある。ステージ２のような施策によってそ
ういう脂の乗ったアーティストがやってくる環境を作ることができ
れば、まちのレベルが上がるし、まちの誇りにもつながる。 

ステージ

３ 

北海道 
文化財 

保護協会 

小田嶋氏 
田山氏 

●芸術の森でいつでも芸術に触れられるように、常にそこにいけば歴
史などに触れられる拠点、保存に関する拠点として博物館が必要。 

●札幌の重要な発掘物等を見せていくことは観光にも資する。外に訴
求するような施設が必要。 

●札幌は文化財等が散在しているので、最初に訪れるべき拠点がある
とよい。そういったものがあれば教員も学習に取り入れやすく、札
幌の歴史を児童に学ばせるハードルが下がる。 

ステージ

３ 

北海道 
文化財 

保護協会 

角氏 

●市内には様々な資料館や郷土館があるが、収集物のデータベース化
があまり行われていない。子どもたちの学習材料としても有用なの
で、充実すると良い。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

３ 

北海道 
文化財 

保護協会 

栗原氏 

●アドベンチャートラベルの中では冒険的なものだけでなく、和の文
化や歴史に関する体験なども求められている。文化財に関しても体
験的な取組の工夫を行ってはどうか。 

 

ステージ

３ 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

米澤氏 

●北海道・札幌の歴史は明治以降と思われがちだが、実は、旧石器時
代からの歴史があり、縄文からアイヌへとつながっている。そうし
た農耕開始以前から現在に至る地域文化の連続性は世界的にみても
稀有である。この連続性のベースには、「すべてがつながっていて、
一見違うと思えることも実は一体なんだ」という回帰・再生・循環
の縄文の精神文化がある。 

北海道・札幌の「自然と社会と個性」という一見異質なつながり
を、芸術のもつ創造性により、２１世紀都市札幌ならではの大きな
魅力として表現し発信していけるととてもよい。 

●そうした観点で観光を考えると、もし札幌に DMO ができる時に
は、世界に向けて、自然・歴史・文化芸術を組み合わせた創造都市
札幌をハブとする滞在型さっぽろツーリズムの提供が可能になるよ
う、札幌版 DMO を中心とした地域のマーケティング／マネジメン
トができるとよい。 

ステージ

３ 

北海道 
民謡連盟 

荒川氏 

●市内文化団体を紹介する市公式 HP は想像するより多くの人に閲覧
されており、自身もこのページを見たインバウンドや旅行会社から
の問い合わせを多数受けている。外国語圏に届けることも意識した
情報発信を頑張ってほしい。 

ステージ

３ 

札幌音楽家 
協議会 

八木氏 

●観光で芸術に触れてもらうことや、経済との連携など、お金を落と
してもらう工夫が必要。 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

ステージ

３ 

札幌 
観光協会 

細川氏 

●札幌は他地域と比べても東アジア圏からの観光客が多く、欧米から
の誘客が観光分野での課題。欧米からの観光客は歴史・文化に関す
る体験を求める傾向がある。小規模なイベントでも文化に触れられ
るものはあるので、様々なものをつなぎつつ情報発信を行うこと
で、インバウンドの興味を引くことができると思われる。 

●欧米からの観光客が体験的なものを求めるのは、夜間観光において
も同様なので、例えばすすきので芸妓さんによるお座敷体験が行わ
れているように、夜間の文化的観光も重要になる。 

●例えば雪まつりでは本郷新記念札幌彫刻美術館と連携した雪像制作
をしているが、イベントという一時的な場はテスト的に連携するの
に適している。官民の連携をいきなり大規模に行うのはハードルが
高いが、イベントなどを通じた小規模な連携から始めることは比較
的容易と思われる。 

●京都などで行われている文化財の限定公開のように、プレミア感の
ある体験は訴求力があるかもしれない。 

ステージ

３ 

札幌 
商工会議所 

山形氏 

●近年、アドベンチャートラベルが注目されており、日本人が気づい
ていないものも、インバウンドにとっては価値を持つ場合がある。
芸術や文化財なども含む様々なものの価値が上がっていくと思われ
るので、事業者の視点も交えた取組の掘り起こしができるとよい。 

●様々な事業者等がつながって、芸術と観光という切り口で何かでき
るとよい。 

ステージ

４ 

北海道 
科学大学 

小谷氏 

●近年、美術系大学では美術学科のファインアート（純粋芸術）を希
望する子どもたちの減により、マンガ学科を作るなどポップカルチ
ャー系の学科を新設するところやコンピュータ等の最新デジタルと
アートを組み合わせたアート（アートサイエンス）の学科を新設す
るところが増えている。 

●札幌市でマンガミュージアム的な話もでてきているようだが、どこ
までやるのかは別として、マンガなどのポップカルチャーを取り込
んでいくことは時代の流れだろう。 

ステージ

４ 

北海道 
科学大学 

小谷氏 

●異分野連携を進めるためには、連携する両方の分野のことを知って
いる人がつなぐことが大切と思う。 

ステージ

４ 

AIS 
プランニング 

漆氏 

●民間企業のスタートアップ支援や基礎研究と同様に、文化芸術の世
界においても、将来において新しい価値が生み出される可能性に対
して投資をすることが重要 
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関連 
ステージ 

発言者 意見概要 

成果指標 

北海道 
演劇財団 

斎藤氏 

●他のアンケート等では PMF やシティ・ジャズと一緒に演劇シーズ
ンも対象となっているので、「市内主要イベントの観客数」の対象イ
ベントに加えてほしい。 

その他 

北海道 
科学大学 

小谷氏 

●メディアアーツ都市についてわかりやすく伝えるべき。 

その他 

札幌 
芸術・文化 
フォーラム 

蔵氏 

●日本は海外と比べて、行政の予算に占める文化予算の割合が少な
い。だから同等にしろということではなく、まずは文化予算をわか
りやすく透明化することが必要だと思う。それによって、行政が文
化芸術に対して負うべき責任の割合として十分であるか、200 万都
市ならどのくらいの文化基盤が必要かといったことを考えることが
できるし、文化予算中での使途についても市民が考えることができ
る。 

●情報公開の理念を持つことが大切。 



令和４年度札幌市文化芸術創造活動支援事業 活動報告書 
（概要版） 
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1. 事業実施の契機：コロナ禍における「札幌文化芸術未来会議」の開催 
令和２年以降の我が国における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が文化芸術

の領域にも多大な影響を与えていることを踏まえ、札幌市では札幌市文化芸術基本
条例に基づき、文化芸術関係者等による「札幌文化芸術未来会議」を、令和２～３年
にかけて計 10 回開催しました。未来会議では特に下記２点を目的として議論を行っ
ています。 

 
 文化芸術関係者が活動を行うにあたり、現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること

も踏まえ、市の文化芸術に関する短期的、及び中長期的な施策の推進に関して、意見交換を行
う。 

 幅広い分野の文化芸術関係者と行政とのネットワーク構築の契機とする。 
 

会議では、コロナ禍におけるアーティストの緊急支援（＝短期的な支援）と中長期
的な支援の両方の観点から議論が行われ、最終的に以下の方向性が結論付けられま
した。 

 
 緊急支援（短期的な支援） 

対象となるアーティストが分野もレベルも極めて多様であることから、きめ細かな支援が必要。 
 中長期的な支援 

中長期的な支援としても、きめ細かなアーティスト支援（創作のプロセスやキャリアアップなども含めた
支援＝伴走型支援）が必要。加えて、社会＝異分野と文化芸術をつなぐアートマネージャーの育
成が札幌市の文化芸術の振興にとって極めて重要 

 
2. 札幌市文化芸術創造活動支援事業」の実施概要 

こうした札幌文化芸術未来会議における議論の方向性を踏まえ、新しい支援の仕
組みとして「札幌市文化芸術創造活動支援事業」が令和４年度に試行されました。 

本事業では、文化芸術の現場に深く関わりアーティストや文化芸術団体の実情・ニ
ーズをより詳細に把握している専門性に富んだ事業者（＝中間支援組織等）から多様
な支援方法の提案を受け、特に優れたものに札幌市が補助金を交付し、各採択事業者
がきめ細かな支援を行う枠組みが作り上げられました。 

また、複数の中間支援組織等の多様な取組に補助を行うことを通じて、文化芸術に
関する企画やマネジメントのノウハウを持つ人材（ディレクター的人材）が育ち増え
ていくことで、札幌におけるアートマネジメント機能が向上することも企図してい
ます。
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事業の実施に当たっては、採択事業の審査・選定や支援実施後の事業評価を行う有

識者委員会「選定・評価委員会」を設置しましたが、その後の委員との協議を経て、
委員は選定・評価のみならず、支援実施中に各採択事業者に対し逐次、助言・指導等
を行うこととなりました。 

最終的に、中間支援組織等の公募の結果、計 43 事業者より応募があり、うち 4 事
業者を採択しています。 

 
3. 募集・審査の公平性を担保する取組 

採択事業の募集・審査に当たっては、公平を期すため以下の取組を行いました。 
(1)  事前の情報提供（説明会、Q&A の公表、個別相談対応など） 

本事業の募集については Web ページや広報物を通じて広く周知を行いましたが、
本事業の枠組みがこれまでに例のないものであることから、事業の趣旨や補助内
容を正しく理解した上で応募の検討ができるよう、募集開始に先立ち事前説明会
を２日間実施しました。 

また、説明会に参加できない方にも配慮し、予測される疑問点に関する QA の公
表や、個別の応募相談も行いました。 

(2)  十分な応募期間の確保 
事業者が十分に応募の検討ができるよう、令和 4 年 4 月 20 日～同年 6 月 20 日

まで約 2 か月間の募集期間を設けました。 
(3)  ２段階の審査 

本事業の性質上、書面審査のみでは応募内容の優位性や事業者の業務遂行能力
を判断するのが困難と考えられることから、書類審査（1 次選考）で一定の絞り込
みを行った後、委員と応募者の対面によるヒアリング審査（２次選考）を行い、よ

 

【補助対象】 
創造活動活性化 

コロナ禍において逼迫している文化芸術活動
の創作・発表支援に寄与するもの 

活動基盤強化・環境改善 
より充実した文化芸術活動を継続するため

の基盤強化や環境改善に寄与するもの 
挑戦的活動支援 

文化芸術活動を通じた社会的課題へのアプ
ローチや、コロナ禍での新たな価値の発見や創
造に寄与するもの 

令和４年度事業の実施イメージ 
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支援を受けたアーティスト等からの総合的評価 

り緻密な情報把握と判断を行った上で採択事業者を決定しています。 
(4)  審査委員、審査場のルール及び審査基準 

審査を行う「選定・評価委員会」委員は、より多様な視点からの判断を行えるよ
うにすることや、利害関係者が集中するのを避けることなどを目的として、市内の
有識者 2 名、市外のアーティスト支援経験者 2 名、市職員 2 名の計 6 名で構成し
ました。 

また、委員が審査対象の利害関係者に当たる、もしくはその恐れがある場合には、
その対象の審査に加わらないこととするなど、公平性を担保するための審査ルー
ルも定めました。 

加えて、当然ながら審査は明確な基準を定めて行われましたが、求める応募内容
の意図や審査のポイントが応募者にも伝わるよう、この基準はあらかじめ募集要
項においても示されています。 

 
4. 令和４年度事業の評価【選定・評価委員会 諮問事項】 

令和４年度の事業は新たな支援の枠組みを評価・検証するための実証事業であっ
たため、事業に対する採択事業者の所感の聴取や支援を受けたアーティスト等への
アンケート調査など、事業の有効性に関わるデータの収集を行いました。 

その結果、事業による支援効果の総合的評価としては、非常に高い評価を得ていま
す。 

 
 

 「支援が課題解決や目標達成にどのくらい役立ったか」※助成 金 を受 領 し た人 の みの 数 値  

支援の内容に対する 5 段階評価平均 4.77 

 

 「同様の支援が継続する場合、また応募したいか」 

「はい」・・・94.1％  「いいえ」・・・０％  

「わからない」又は無回答・・・5.9％ 
 
 「行政が直接行う支援と中間支援組織を介した支援で違いを感じる点」※複 数回 答 可  

「より自分の課題や困りごとに即した支援内容だった」・・・54.2％  
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選定・評価委員会は、それらのデータに加え、事業者への助言・相談・視察などを行った

結果を踏まえ、本事業の支援の枠組みが持つ優れた点と課題について下記のように評価

を行いました。 
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5. 実施手法・体制等の改善点【選定・評価委員会 諮問事項】 
前項の選定・評価委員会による評価では、アーティスト等に対する支援の仕組みと

して一定の優位性が確認されている一方、複数の課題が指摘されています。これを踏
まえ、委員会における議論により下記の改善案が示されました。 

 
(1)  十分な補助期間や補助額の確保 

単年度間の補助対象期間については、前年度中に募集・審査を実施し、早期に活
動を開始できるスケジュール構成とすることが望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 

なお、補助額上限の妥当性については、継続的な検証の中で費用対効果を精査し
ていくことが必要であることから、今後の検討課題とする。 

 
(2)  緊密な連携のための連絡・運営体制 

採択事業者からも指摘がある連絡体制や事務局体制の不足については、採択事
業者への伴走支援を行う専門的人員と事務局人員を拡充し、より密接なコミュニ
ケーションが継続可能な体制を確保する必要がある。 
 

また、伴走支援者・事務局・採択事業者の間のコミュニケーションは、ルールや
仕組みを整備することで途絶えることのないようにすべきであり、事業開始時に
あらかじめ採択事業者の日程調整を行った上で、月１回程度の定例ミーティング
を設定することが望ましい。 

 
コミュニケーションを手助けする利便性の高いツール（Slack や Teams など）を

事務局主導で活用することも有用である。 
 

定例ミーティングなどにおいて各事業者の活動経過報告、課題や懸案事項の相
談・議論、その他有用な情報の共有を行うことで、事務局にとっては継続的に各採
択事業の進捗状況を確認できるようになり、採択事業者にとっては新たな視点か
らの課題解決やノウハウの共有などが期待される。 

また、こうした定期的なコミュニケーションを継続することで、中間支援組織界

令和 4 年
度 

実施時 

今後の想
定 
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隈での集合知の形成、互助的なネットワークの形成・拡大も期待される。 
 

(3)  制度運営側における専門性の確保 
今後、本事業における支援の枠組みの検討や採択事業者への伴走支援などを継

続的かつ有効に行うためには、採択事業の選定を行う委員とは別途、継続的に業務
に従事する専門的人員（プログラム・ディレクターなど）を配置する必要がある。 

専門的人材には、特に以下のような能力を求めたい。これらは１人の人材が全て
を併せ持つ必要はなく、複数人が補完しあう形でも差し支えない。 

 
 文化芸術分野やアーティスト支援等に係る一定の知見・経験 
 継続的な事業改善を担保する企画能力 
 事業全体を俯瞰的に管理するマネジメント能力 
 事業者やアーティストなどをつなぎ新たな連携を生み出すことができる 

コミュニケーション能力 
 特定の利害に偏らず、公費執行の性質上求められる公平性・透明性を担保 

できるような社会的常識やバランス感覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)  各採択事業における公平性・適正性の確保 
市が中間支援組織等を採択するプロセスにおいては一定の工夫がなされていた

が、採択事業者が支援対象とするアーティストを選定する段階にあっては、支援を
受けたアーティストからも一部指摘があるように公平性・適正性を確保するため
のさらなる工夫が必要である。 

 
例えば、各中間支援組織等が募集要項の策定や審査基準の設定などを行う段階
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で、事務局や伴走支援者と相談することを要件とすることで、最低限の公平性・適
正性を確保するための監督を行うことができる。 

 
また、選定方法や採択件数などの大幅な変更については、補助要綱に定める事業

変更申請を事前に行うことを要件とすべきである。 
 
加えて、一般的な審査の進め方や審査基準の考え方、経費を執行する上での留意

点など、公費を扱う上で必要となる公平性・適正性に関わる事項について、ガイド
ブックの作成・配布や一斉レクチャーにより事前に周知を行うことで、中間支援組
織全体の意識向上を図ることも有用である。 

 
6. 今後の事業方針 【選定・評価委員会 諮問事項】 

(1)  令和 4 年度の所管を踏まえた見直しの視点 
選定・評価委員会においては、前項までに示した課題や改善案とは別途、より今

後継続して検討すべき根源的な事項が指摘されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの点のいずれについて検討を行うに当たっても、これまでのコロナ支援
的な観点から今後の継続的な支援へ視点を移し、何のために本事業により支援を
行うのかという行政目的＝社会的効果を明確にする必要があると考えられます。 

次項において、今後の展開の前提となる、継続事業としての事業目的について検
討します。 

(2)  今後の事業に期待する効果 
本市ではこれまでも文化芸術活動に対する支援や環境整備を積極的に行ってお

り、札幌には多種多様なアーティストや文化芸術団体が集積しています。 
彼らの生み出したものがもたらす精神的効用や幸福感といった本質的な価値は
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これまでも当然に理解されてきましたが、これに加えて文化芸術は社会的・経済的
価値などといった側面的な価値をも地域にもたらします。 

こうした価値こそが、行政が公費を投じて文化芸術支援を行う目的であり、それ
らが社会に還元されるまでのプロセスを総体として支える必要があります。 

また、社会便益が生み出されるまでのプロセスを見通した施策設計とすること
で、社会全体で文化芸術を支えるコンセンサスを地域・市民から得ることができる
ものと考えられます。 

札幌市がこれまで行ってきた文化芸術施策は、文化芸術の担い手の創出を目的
としたものや、アーティスト等の活動環境をハード面から整備するものが中心で
したが、さらに新規性の高い創作活動、活動領域の拡大、他分野連携などを支える
施策として「札幌市文化芸術創造活動支援事業」を発展させることで、札幌市の文
化芸術施策全体が、社会便益が生み出されるまでのプロセスを一貫して支えるも
のとして再設計されると考えられます。 

 
今後は、他分野を含む多様な領域へアーティスト等の活動を波及させることで、

アーティストにとっては活躍の場が拡大するとともに活動の継続性が担保され、
地域社会にとってはアーティスト等の創造性がもたらす恩恵が得られるという
Win-Win の関係を築くことを目指します。 
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 札幌市文化芸術基本条例（平成 19 年条例第 12 号） 
改正 

平成29年12月13日条例第39号 
札幌市文化芸術基本条例 

文化芸術は、人々の心のよりどころとして安らぎと潤いを与え、創造力豊かな人間性をはぐくみ、人と
の交流や連帯感を深め、多様なものを認めあう心を養うことにより、活力と思いやりあふれる地域社会の
実現と国際交流、世界平和に寄与するものである。 

札幌は、先人による厳しい自然との共生や闘いの歴史を経て発展した豊かな自然と高度な都市機能が両
立する日本有数の都市である。こうした自然環境や歴史の中において、情報に鋭敏な感性と進取の気風が
はぐくまれ、多様な文化が重なり合い、既存の価値観にとらわれない独創性あふれる文化芸術が創造され
てきている。 

このような歴史的背景を尊重し、さらに将来にわたり活力ある地域社会の繁栄をもたらすためには、多
様な文化芸術を享受できる環境をつくり、文化芸術を地域の産業としてはぐくみ、国内外に発信し、交流
を促進することによって地域の魅力を高めていくことが必要である。 

ここに、札幌市は、文化芸術に関する施策についての基本理念と方向性を明らかにし、文化芸術に関す
る施策を総合的に推進することにより、市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高き札幌のまちづくりを目指
していくことを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 
第１条 この条例は、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の

役割を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高きまちづくり
に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 

第２条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」とい
う。）を行う市民の主体性及び創造性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動が個性豊かな活力ある地域社会の実現に欠
くことのできないものであることに鑑み、文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備が図られな
ければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の持続的な発展を促すため、人材の育成、文化
芸術の発信・交流等の推進が図られなければならない。 
（市の責務） 

第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施
するものとする。 
（市民及び事業者の役割） 

第４条 市民及び事業者は、文化芸術の創造の担い手として、主体性及び創造性を発揮するとともに、文
化芸術活動を支援することを通じて、文化芸術を振興する役割を担うものとする。 
（財政上の措置） 

第５条 市は、文化芸術に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとす
る。 
（基本計画） 

第６条 市長は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、文化芸術に関する施策に関
する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
 (1) 文化芸術に関する施策の推進に関する目標 



 

111 
 

 (2) 文化芸術に関する施策に係る基本的な方針 
 (3) 前２号に掲げるもののほか、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事

項 
３ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を適切に反映することができるよう必要な措置

を講じなければならない。 
４ 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 
５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
６ 基本計画は、情勢の変化に応ずるため、おおむね５年ごとに見直しを行うものとする。 

（文化芸術に関する施策を推進する環境の整備等） 
第７条 市は、文化芸術に関する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項に係る環境の整備が重要であ

ることに鑑み、これらの環境の整備を図るために必要な措置を講じるものとする。 
 (1) 札幌の特性を生かした独創的な文化芸術が発展していくこと。 
 (2) 市民が文化芸術を享受できること。 
 (3) 文化芸術の担い手が育成されること。 
 (4) 文化芸術が伝承されていくこと。 
 (5) 文化芸術を通じて子どもの豊かな感性がはぐくまれること。 
 (6) 文化芸術が地域の産業として育成されること。 
 (7) 札幌の文化芸術が発信されること。 
 (8) 国内外の文化芸術との交流が活発に行われること。 
２ 市は、市が行うあらゆる施策において、安らぎと潤いを与える文化芸術の視点に配慮して推進するよ

う努めるものとする。 
（文化芸術活動に対する支援等） 

第８条 市は、文化芸術活動に対する財政的支援を円滑に行うため、基金の活用その他必要な措置を講じ
るよう努めるとともに、市民、事業者等による文化芸術活動に対する資金的支援が活発に行われ、文化
芸術活動に係る寄附文化が市民、事業者及び市の協働により醸成されていくために必要な環境の整備に
努めるものとする。 
（連携） 

第９条 市は、文化芸術に関する施策を行うに当たっては、市、国及び他の地方公共団体、市民、事業者、
芸術家等（文化芸術基本法（平成13年法律第148号）第16条に規定する芸術家等をいう。以下同じ。）
及び文化芸術活動を行う団体、学校その他の教育研究機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければ
ならない。 
（意見交換の仕組みの整備） 

第10条 市は、市民、芸術家等、文化芸術活動を行う団体等の自由な発想が文化芸術に関する施策の推進
に欠かせないものであることに鑑み、市とこれらの者とが、文化芸術に関する施策の推進に関し、互い
に自由かつ率直に意見の交換を行うことができる仕組みの整備を図るものとする。 
（委任） 

第 11 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
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「第４期 札幌市文化芸術基本計画（案）」に対する 

ご意見の概要と札幌市の考え方 

 

１．概要 

 「第４期 札幌市文化芸術基本計画（案）」について、パブリックコメント手続きによりご意見

を募集したところ、合計 58 件の貴重なご意見をいただきました。 

 お寄せいただいたご意見と、そのご意見に対する札幌市の考え方を公表いたします。 

 なお、ご意見は趣旨を損なわない程度に要約していますのでご了承ください。 

（１）意見募集期間 

  令和６年（2024 年）２月 28 日（水）～令和６年（2024 年）３月 28 日（木） 

（2）意見募集方法 

  郵送、FAX、持参、電子メール、ホームページ上の意見募集フォーム 

（3）資料の配布・閲覧場所 

・札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー 

・札幌市 市民文化局 文化部 文化振興課 

・各区役所総務企画課広聴係 

・各まちづくりセンター 

・市内文化芸術施設（札幌芸術の森、札幌コンサートホール（Kitara）、札幌市民交流プラ

ザ、札幌市民ギャラリー、本郷新記念札幌彫刻美術館、天神山アートスタジオ、あけぼのア

ート＆コミュニティセンター、ターミナルプラザことにパトス、時計台、豊平館、旧永山武四郎

邸、旧札幌控訴院庁舎（札幌市資料館）、札幌市博物館活動センター、札幌市埋蔵文化財

センター） 

（４）意見募集の周知方法 

 ・札幌市公式ホームページ 

 ・広報さっぽろ３月号にお知らせを掲載 

 

２．パブリックコメントの内訳 

（１）意見提出者数、意見数 

  意見提出者数 ：13 人 

  意見数      ：58 件 

 

（２）提出方法内訳 

提出方法 郵送 FAX 持参 電子メール 意見フォーム 合計 

提出者数 ０人 ０人 １人 ３人 ９人 13 人 

 

（３）年代別内訳 

年齢 ～19 歳 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳～ 合計 

人数 ０人 ０人 １人 ４人 ５人 ３人 ０人 13 人 
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（４）意見内訳 

対象項目 件数 

第１章 札幌市文化芸術基本計画とは ６件 

第２章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 13 件 

第３章 第４期基本計画における文化振興施策について 19 件 

第４章 計画全体を支える仕組み ６件 

別紙（札幌市における主な文化芸術事業一覧） ５件 

その他 ９件 

合 計 58 件 

 

３．意見に基づく変更点 

  皆様からいただいたご意見をもとに、以下の６件を変更しました。ご意見は趣旨が変わらな

い程度に要約しています。 

意見の概要 変更点 

この計画は誰のためのものかを明記してほしい。また、

市民には何を求めるのか、計画の狙いを市民と共有す

るための計画書であってほしい（意見 No１）。 

 

札幌市の施策は札幌市民のための取組でありま

すので、本計画も当然札幌市民のための計画で

あり、改めての記載はいたしません。他方文化芸

術の振興に当たっては、行政だけでなく、市民・企

業などとともに取組を進めることが重要と考えて

おり、第二次まちづくり戦略ビジョンに「私たちが

取り組むこと」として記載をさせていただいており

ます。 

本計画においてもその考え方を基本としておりま

すので、P35 において基本目標 15 の説明として

「市民・企業と目指す」を追記させていただきま

す。 

P2 の『平成 19 年（2007 年）の「文化芸術振興基本

法」の制定（平成 13 年（2001 年））や、「文化芸術の振

興に関する基本的な方針（第２次基本方針）」の閣議決

定（平成 19 年（2007 年））などを背景とし、』とあるが、

冒頭の「平成 19 年（2007 年）の」は不要ではないか

（意見 No2）。 

文化芸術振興基本法の制定：平成 13 年（2001

年） 

文化芸術の振興に関する基本的な方針の閣議決

定：平成 19 年（2007 年） 

札幌市文化芸術振興条例の制定：平成 19 年：

（2007 年） 

を表現している文章になっております。 

平成 19 年（2007 年）と札幌市文化芸術振興条

例の記載の位置が離れていることでわかりにくい

表現となっておりますので、同条例の制定時期が

明確になるよう修正させていただきます。 

P3 に「年齢や障がいの有無に関わらず、あらゆる人々

に広く享受されるべきものです。」とあるが、「社会的格

計画に記載をさせていただいているとおり、文化

芸術については、あらゆる人が容易に触れること
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意見の概要 変更点 

差」や「国籍」「民族の違い」を入れてほしい。また、「アイ

ヌ民族」という言葉も明記してほしい（意見 No３）。 

ができる場や参加する機会を作ることが大切と考

えております。また、第３章のステージ１-施策１に

おいては、「言語の違い」や「経済的な状況に関わ

らず」との記載をしており、P3 の記載もこちらと合

わせる形としたいと思います。 

一方でご指摘のとおり、ここに記載していること以

外にも文化芸術に触れる機会を阻害する要因が

ある可能性はあるものと考えますので、「経済的な

状況」の後に「など」を追記させていただきます。 

また、アイヌ文化についても当該計画の対象であ

り、主な事業一覧にも記載をさせていただいてお

ります。一方でＰ１８「文化芸術に関連する他分野

の取組」で「札幌市アイヌ施策推進計画」の記載が

漏れておりましたので、追記させていただきます。 

アイヌ文化については計画別紙の事業一覧に記載され

てはいるが、計画案本文や概要では言及されていない。

「第 2 次札幌市アイヌ施策推進計画（2021～30）」で

は文化芸術基本計画との連携が記されているが、これ

について本計画案（5～6 ページの「基本計画の位置づ

け」等）で言及する必要はないのか（意見Ｎo7）。 

P53 の２行目に「社会的格差」や「国籍」「民族の違い」

を入れてほしい（意見Ｎo22）。 

札幌らしさを形成する一つにアイヌ文化があり、それが

重要な要素であることは検討委員会で討議されたが、

基本計画案には国が定めるアイヌ文化に関する表記の

ない文化芸術の範囲が紹介され、札幌市の見解が示さ

れていない。札幌市がアイヌ文化を「札幌らしさ」のひと

つと考えているのであれば、「アイヌ民族」「アイヌ文化」

の記載が必要だと考える（意見Ｎo55）。 

全体に「ステージ」という言葉を使っていますが、癌患者

にとっては「病状の進捗段階」の呼び名であり、何か別

の言葉に改めた方が良いのではないか。 

また、「１、２」と番号を振られると計画や施策間に優劣が

あるかのような誤解が生まれると思うので、そうした表

現は避けるべきではないか（意見Ｎo20）。 

ステージについては、第３期計画において、各施

策が相互に関連・影響し合う「舞台」「場」という意

味合いで整理されており、本計画においても同様

の考え方で使用しております。特に施策間に優劣

はなく、これまで同様の考え方であることをご理解

いただければと存じます。 

なお、ステージという区分の説明については本書

の注釈に加えさせていただきます。 

 

４．意見の概要と市の考え方 

 （１） 第１章 札幌市文化芸術基本計画とは 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

１ この計画は誰のためのものかを明記してほし

い。また、市民には何を求めるのか、計画の狙い

を市民と共有するための計画書であってほし

い。 

また、文化部所管の施設だけでなく、サンプラザ

や ICC、ちえりあなど明らかに文化施設である

ものも視野に入れて計画を考えてほしい。 

札幌市の施策は札幌市民のための取組でありま

すので、本計画も当然札幌市民のための計画で

あり、改めての記載はいたしません。他方文化芸

術の振興に当たっては、行政だけでなく、市民・企

業などとともに取組を進めることが重要と考えて

おり、第二次まちづくり戦略ビジョンに「私たちが

取り組むこと」として記載をさせていただいており

ます。 

本計画においてもその考え方を基本としておりま
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

すので、P35 において基本目標 15 の説明として

「市民・企業と目指す」を追記させていただきま

す。 

また、本計画は文化部のみではなく、札幌市全体

の計画となっており、P74 に記載させていただて

いる主な芸術事業一覧においても文化部所管以

外の記載もさせていただいております。事業数が

非常に多いためすべてを記載できておりません

が、文化部以外の施設も本計画の対象と認識して

おります。 

２ 『平成 19 年（2007 年）の「文化芸術振興基本

法」の制定（平成 13 年（2001 年））や、「文化芸

術の振興に関する基本的な方針（第２次基本方

針）」の閣議決定（平成 19 年（2007 年））など

を背景とし、』とあるが、冒頭の「平成 19 年

（2007 年）の」は不要ではないか。 

文化芸術振興基本法の制定：平成 13 年（2001

年） 

文化芸術の振興に関する基本的な方針の閣議決

定：平成 19 年（2007 年） 

札幌市文化芸術振興条例の制定：平成 19 年

（2007 年） 

を表現している文章になっております。 

平成 19 年（2007 年）と札幌市文化芸術振興条

例の記載の位置が離れていることでわかりにくい

表現となっておりますので、同条例の制定時期が

明確になるよう修正させていただきます。 

３ P3 に「年齢や障がいの有無に関わらず、あらゆ

る人々に広く享受されるべきものです。」とある

が、「社会的格差」や「国籍」「民族の違い」を入

れてほしい。また、「アイヌ民族」という言葉も明

記してほしい。 

計画に記載をさせていただいているとおり、文化

芸術については、あらゆる人が容易に触れること

ができる場や参加する機会を作ることが大切と考

えております。また、第３章のステージ１－施策１に

おいては、「言語の違い」や「経済的な状況に関わ

らず」との記載をしており、P3 の記載もこちらと合

わせる形としたいと思います。 

一方でご指摘のとおり、ここに記載していること以

外にも文化芸術に触れる機会を阻害する要因が

ある可能性はあるものと考えますので、「経済的な

状況」の後に「等」を追記させていただきます。 

また、アイヌ文化についても当該計画の対象であ

り、主な事業一覧にも記載をさせていただいてお

ります。一方でＰ１８「文化芸術に関連する他分野

の取組」で「札幌市アイヌ施策推進計画」の記載が

漏れておりましたので、追記させていただきます。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

４ 文化芸術の主要な分野である文学や映画に関

する施策については、本計画案では触れられて

いない。文学は図書館、文学館、学校教育、映像

展開など、また映画はフィルムコミッションや、ア

ート系作品の上映、ロケ地観光など広がりを持

ちうる領域だが、本計画の視野に含まれている

のか。 

図書館やフィルムコミッションは文化部以外の部

署が所掌していると承知しているが、国のレベル

では、芸術に関する教育と博物館に関する事務

は文科省から文化庁に移管されるなど、より効

率的な施策推進のために所掌事務の変更が行

われており、札幌市においても、他の関連部局と

の所掌見直しも含めた俯瞰的かつ積極的な取

組が必要と思われる。 

本計画においては、ステージ４の重点取組事項の

ポップカルチャー以外については、分野に焦点を

当てたものとはしておりません。また、文化芸術意

識調査においては文学も選択肢の一つとして調

査をしておりますが、今回の計画掲載に当たって

は、主たる回答のみを抜粋しているため、結果とし

て文学の記載がない形となっております。 

また、Ｐ18 にあるとおり、文化芸術施策を推進す

るに当たっては、他の計画と連携することを想定し

ており、映画については、「札幌市映像活用推進

プラン」と連携しながら取組を進めてまいります。 

加えて、所掌事務については、効果的な施策の実

施に向けて引き続き必要な見直しを行ってまいり

ます。 

５ 札幌市はユネスコ創造都市ネットワークのメディ

アアーツ分野で認定を受けているが、市民や来

訪者がそれを実感できる場や機会はほとんどな

いと思われる。本当にこれを推進するのであれ

ば、現状の見直しを含む抜本的な取組が必要で

はないか。 

札幌市におけるメディアアーツは P9 にあるとおり

「アート」を要素として含みつつ、「産業」「テクノロ

ジー」「都市空間」といった幅広い領域を対象と

し、都市全体をメディア（媒体）とみなすものと定

義しております。 

当該創造都市施策としては、SIAF や NoMaps

などのイベントやメディアアーツ人材の育成などに

も取り組んでおり、さらに令和 6 年度から実証実

験として実施する文化芸術の社会連携を行う文

化芸術創造活動支援事業もその一端を担い得る

ものと考えております。こうした取組を進め、創造

性を生かしたまちづくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

６ 札幌市の芸術文化の企画等において、“メディア

アーツ都市”の説明が行われる際、p9 のコラム

が多々使用されていますが、メディアアーツの説

明が曖昧であり、更新すべきだと考える。 

現状、本市における「メディアアーツ」は、P9 にあ

るとおり「アート」を要素として含みつつ、「産業」

「テクノロジー」「都市空間」といった幅広い領域を

対象とし、都市全体をメディア（媒体）とみなすも

のと定義しており、これは、ユネスコ創造都市ネッ

トワーク加盟申請時に、創造都市政策の専門家等

も交えた委員会で検討を重ね練り上げたものとな

っております。 

都市の在り方については、時代の推移とともに変

化していくものでありますため、いただきました貴
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

重なご意見も参考にさせていただきながら、検討

してまいりたいと考えております。 

 

 （２） 第２章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定に向けた見直しの視点 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

７ アイヌ文化については計画別紙の事業一覧に記

載されてはいるが、計画案本文や概要では言及

されていない。「第 2 次札幌市アイヌ施策推進計

画（2021～30）」では文化芸術基本計画との連

携が記されているが、これについて本計画案（5

～6 ページの「基本計画の位置づけ」等）で言及

する必要はないのか。 

意見 No3 への回答に同じ 

８ 未来への布石、育成、支援の振り返りに対して少

し違和感があり、「０さいからのげいじゅつのも

り」などは確かに良い企画だとは思うが、公共施

設として芸術の森や kitara が幅広い住民に向

けた企画を実施するのは世界的にみるとごく当た

り前のことであり、これらの事業報告を述べるだ

けで札幌市として未来への布石、育成、支援がさ

れているかというと全然足りていないのではない

かと感じる。 

これらの事業の主催は札幌市ではなく、札幌市

芸術文化財団と記載されており、これらの事業を

並べて「札幌市として取り組みました」と報告する

ことは少々コンテンツ不足というか、違和感を生

んでいる気がする。 

札幌市芸術文化財団などが主催した事業を報告

するだけではなく、札幌市としてどのように子ども

の育成をしていくのか、文化芸術の価値を感じて

もらうのか、未来に向けてどのような布石が必要

なのか、こどもに鑑賞機会をつくればそれだけで

よいのか、もう少し鮮明に書いてもらえたらと思

う。 

本市では、文化施設の管理運営について指定管

理者制度を導入しており、本市の仕様書に基づ

き、子どもが小さな頃から様々な文化芸術に触れ

られるよう、指定管理者である公益財団法人札

幌市芸術文化財団と連携して様々な事業を展開

するとともに、本市独自事業として障がい児向け

音楽ワークショップを実施する等、様々な視点か

ら子どもが豊かな感性を育む機会の充実を図っ

ているところです。 

未来への布石、育成、支援に対する記載が鮮明

ではないとのご指摘につきましては、今後の計画

策定を検討する際に参考とさせていただきます。 

９ 第３期計画では、「ボランタリーな活動を通して文

化芸術と人々をつなぎ、地域コミュニティを活性

化させる市民の育成」と具体的に記載されている

が、本書２２ページの振り返りでは、その点をアー

トマネージャーやボランティアの育成とまとめられ

ご指摘の第３期計画の記載は、①アートマネジメ

ント機能の強化、②アートマネジメントの人材育

成・活動支援、③アートボランティアの支援のうち

②について記載した部分となっております。一方

で、本計画の振り返りにおいては、このすべてを
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

ており、計画時の定義よりも漠然とした単語に置

き換えられている点が気になった。もともとしっか

り定義されていたものが外れたのであれば、なぜ

外れたのかの理由について説明してほしい。 

 

包含するための言葉として「アートマネージャーや

ボランティアの育成・支援」とまとめさせていただ

いております。 

10 コロナ禍により、支援がアーテイスト優先になった

点はやむを得ない状況下であったと理解するが、

優先されなかったステークホルダーに対してなぜ

対応をしなかったのか、明確な理由が書かれて

いない点が気になる。また、今後の支援について

の言及もしてほしい。 

本市の資源は限られていることから、コロナ禍に

おいては、文化芸術のさらなる発展に向けたアー

トマネジメント機能の強化等ではなく、アーティス

ト支援に資源を振り向けさせていただきました。

今後のアートマネジメント機能等に係る取組とし

ては、第３章のステージ２－施策２「文化芸術を支

える土壌づくり」で進めて行くことでアーティスト

だけでなく、文化芸術を支える環境整備を進めて

まいります。 

11 芸術は経済効果以外にも社会的価値も確かにあ

ると思う。でもその社会的価値を活性化させるた

めには、上から下、右から左の一方通行ではなく

循環していく輪の中に市民が加わるべきであり、

そのためには専門家ではない繋ぎ手が必要だと

考える。 

そうした意味で 2018 年に始まったアートコミュ

ニケーション事業は、非常に重要であり、短期間

で結果が出るものではなく継続してこそ結果が

見えるものだと思う。取り組んだことは先見の明

があって素晴らしいと思うが、今回の第 4 期の

計画では「文化芸術をつなぐ新たな役割の育成・

支援」ではアートコミュニケーターらしきものはカ

ットされている。振り返りでも記載すべき内容で

あるとともに、当該事業が継続されなかった理由

を知りたい。 

SCARTS で実施したアートコミュニケーション

事業は、第３期計画における「文化芸術をつなぐ

新たな役割の育成・支援」の１つとして取り組んで

おりましたが、多くの人が接する事業であったこ

とから、コロナ禍のため、やむを得ず中止いたし

ました。 

また、SCARTS では、美術、音楽、メディアアー

ツなど、幅広い文化芸術を対象としており、アート

に関する企画をするだけではなく、相談サービ

ス、公募企画事業など、文化芸術活動全般を支

援する取組を行っております。 

限られたリソースの中で、直接的な文化芸術活動

支援を優先し、専門スタッフのいる SCARTS に

おいて助成金交付事業を実施することとしたこと

から、アートコミュニケーション事業については、

令和４年度をもって終了することといたしました。 

第４期計画においては、文化芸術の他分野連携

を目指すこととしており、引き続き文化芸術の裾

野を広げるような取組や、市民とアートをつない

でいく取組を検討・実施してまいります。 

12 第３期計画の評価指標に「文化芸術の鑑賞以外

の活動への参加割合」がありますが、直接的な評

価でない点が気になる。似た項目を引っ張ってき

たあいまいな評価ではなく、具体的な新たな指標

第４期計画においては、当該指標は採用しており

ません。ステージ２の指標としては、「文化芸術活

動をしている人の文化芸術環境に対する満足

度」を指標としております。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

や適切な検証が必要と思う。 

13 情報発信に当たっては、X や LINE の活用を行

うべきではないか。 

SIAF2024 や PMF、シティジャズなどをはじめ

として、様々な事業で X や Instagram などの

SNS を活用した広報にも取り組んでおります。

今後とも効果的な発信について継続的に検討し

てまいります。 

14 国の基本計画における課題は記載されている

が、本計画の前提となる札幌における課題が明

記されていない。国の文化芸術基本法でも「国の

基本計画を参酌して、地域の実情に即した計画

を定めるよう努める」（第 7 条の 2）とされてお

り、札幌における今後の 5 年間を見据えた課題

を明確に示したうえで施策の指針を定めることが

本計画において重要ではないか。 

本計画の策定に当たっては、第３期計画の振り返

りと文化芸術関係者からの聞き取りなどから札

幌市の実情を把握させていただき、これらと国の

計画の変更点などを踏まえて札幌市民で構成さ

れる有識者会議で意見をいただき計画案を策定

したところです。一方で、札幌市における課題の

記載が明瞭ではないとのご指摘につきましては、

今後の計画策定を検討する際に参考とさせてい

ただきます。 15 国は評価の概要、課題、中期目標を記述していま

すが、札幌市としては具体的に記述していないよ

うに感じた。札幌市として札幌の課題を正確に把

握しているのか、もう少し具体的な中期目標を記

述できないのかという点が気になり、そこには現

場との対話の少なさ、現場との距離感、情報元の

偏りなどが少なからず影響しているのではと考え

る。 

16 国の計画中に文化芸術の担い手の確保が重要と

あるが、無償ボランティアに頼らない予算組みを

含めた待遇・処遇の改善や助成金の活用、美術

工芸品のセキュリティ強化と親近性を両立させた

展示公開方法、芸術家本人のセキュリティの確保

（特にジェンダーに配慮）が必要と考える。 

本市においても文化芸術の担い手の確保は重要

と認識しており、いただいた意見も踏まえて効果

的な方策を検討してまいります。 

17 国の中長期目標④に「持続可能で回復力のある

地域における文化コミュニティの形成」がある。地

域の文化芸術を推進するためのプラットフォーム

が全国各地に形成され、多様な人材や文化芸術

団体・諸機関が連携・協働し、持続可能で回復力

のある地域における文化コミュニティが形成され

ていることを目指す。これこそが今の札幌市に必

要なことであり、必要な視点のひとつではないか

と感じている。そして札幌市民にはポテンシャル

は十分にあると考える。 

市内の文化芸術団体等が連携協働することは、

目指すべき形の一つと認識しております。重点取

組事項に設定している「札幌に適したアーツカウ

ンシル機能の検討」の中で、こうした視点も持ち

ながらより良い文化行政が実現できるよう検討

を進めてまいります。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

18 子ども教育委員会会議の取組は非常に素晴らし

いと思った。このような形でもよいので、若者や

現役世代の意見も聞いてほしい。対話の機会を

作ることは非常に重要なことであると認識してい

る。 

ご評価いただきありがとうございます。様々な方

からの意見の受け取り方については引き続き検

討を進めたいと考えております。 

19 民間の住居を含めた歴史建築物の維持のため

に、補助金など手当の充実をしたら良いと思う。 

いただいたご意見については、今後の施策の参

考とさせていただきます。 

 

（３） 第３章 第４期基本計画における文化振興施策について 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

20 全体に「ステージ」という言葉を使っているが、癌

患者にとっては「病状の進捗段階」の呼び名であ

り、何か別の言葉に改めた方が良いのではない

か。 

また、「１、２」と番号を振られると計画や施策間に

優劣があるかのような誤解が生まれると思うの

で、そうした表現は避けるべきではないか。 

ステージについては、第３期計画において、各施

策が相互に関連・影響し合う「舞台」「場」という意

味合いで整理されており、本計画においても同様

の考え方で整理させていただいております。特に

施策間に優劣はなく、これまで同様の考え方であ

ることをご理解いただければと存じます。 

なお、ステージという区分の説明については本書

の注釈に加えさせていただきます。 

21 鑑賞機会の創造や、学校との連携、未来への布

石や育成など、いずれの取組においても札幌市

が自ら時間と労力と人員をかけて事業に取り組

む必要はそれほどなく、札幌市芸術文化財団が

それら全てを担う必要もなく札幌市のアーティス

トや民間団体、市民の芸術文化活動の下支えを

文化部にしてもらった方が全体の事業数も増え

るし、多様な価値観が生まれるし、ネットワークも

広がるし、経済もまわるのではないかと思う。 

そしてそれこそがアートマネージメントの充実に

もつながるものと思う。 

文化芸術の振興に当たっては、札幌市役所や芸

術文化財団だけで実現するものではなく、アーテ

ィストの皆様を含め札幌市民、企業、団体などみ

んなで取り組んでいくことが必要と認識しており

ます。 

そうした視点を踏まえて、今後具体的な取組を検

討してまいります。 

22 P53 の２行目に「社会的格差」や「国籍」「民族の

違い」を入れてほしい。 

意見 No3 への回答に同じ 

23 SCARTS は、SIAF を除き、ここ数年、現代のア

ートの企画が行われていない状態。SCARTS と

北大の CoStep（科学技術コミュニケーション教

育研究部門）が協働し行っていた、10 代向けの

アーツ＆サイエンス＆テクノロジーの教育プログ

ラムは国際的に見ても大変突出した優れたもの

と言ってよいと考える。 

SCARTS と北海道大学 CoSTEP との連携に

よるワークショップなどは、令和３年度から令和５

年度まで実施しております。 

SCARTS では、いただいたご意見も踏まえて、

引き続き、文化芸術の振興に取り組んでまいりま

す。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

このプログラムも数年行われていないが、きちん

と取組を行っているということを国際的にも示せ

るものになっているため、絶対に続けた方がよい

と考える。 

24 アールブリュットについて、理想としてはコラムの

とおりだが、障がいの有無によって「差別」ではな

く、「区別」した方が、障がいを持ったアーティスト

たちが社会的、経済的に自⽴する上の強みにも

なるので、全てを均すことが最善ではないように

思える。 

効果的な施策を展開するためには、適切な区別

は必要と考えております。いただいたご意見も踏

まえて具体的な取組を検討して参ります。 

25 札幌コンサートホール Kitara で、CS 患者用の

無香料の専用エリアの設定を望む。 

「CS」とは難病「化学物質過敏症」のことであり、

周りの方の服の柔軟剤臭により、目まい、吐き

気、気管支炎症を発症する化学物質過敏症患者

はコンサートホールの客席の空気が苦しい。 

他県の事例では愛知県の公立ホールで設定して

いる。検討を望む。 

現状では、専用エリアの設置は検討しておりませ

んが、引き続き、匂いに関する周囲への心配りの

啓発を行い、来館する方が心地よく快適に施設

をご利用いただけるよう努めてまいります。 

26 障害者割引の対象を障害者手帳だけでなく、「障

害年金証書」も認めてほしい。 

化学物質過敏症などの難病障害者は法律の遅

れが原因で身障者手帳が交付されていない。 

障害年金受給者は、厚労省発行の「障害年金証

書」を所持していることから、障害者である。 

施設使用料、観覧料や公演のチケット料金等の

障がい者割引に係る考え方は施設管理者や公演

主催者等により異なるところですが、引き続き、

全国的な動向等を注視してまいります。 

27 大規模多目的ホールについての記述があるが、

中規模ホールが市内で足りていないという話を

耳にしている。落語や講談など大規模ホールには

向かない演目に対する施設提供については対策

あるのか。 

ホールは文化活動の重要な場と認識しておりま

す。その中でもまずは特に民間では設置が困難

であり、かつ、検討に時間がかかる大規模多目的

ホールについての検討を優先させていただくこと

としております。 

28 IT 化を進めてほしい。会場利用料などの支払い

は、利用当日に現金払いというところは多いが、

支払う方は非常に不便でクレジットなどでキャッ

シュレスで決済できるようにしてほしい。細かいこ

とであるが、こうしたことが蓄積して芸術活動の

枷となっていることを知ってほしい。 

会場使用料については、例えば札幌コンサートホ

ール kitara や札幌文化芸術劇場 hitaru 等の

ホール、教育文化会館の会議室等については、

会場利用料等は請求書による事前振込みがで

き、精算が必要な物件使用料は当日支払い等を

していただいております。キャッシュレス決済につ

いては、利用者の利便性や導入に必要な経費等

を勘案し、導入の是非について検討してまいりた

いと考えております。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

29 アートマネジメント人材の育成について計画案別

紙において、具体的な事業として講座やワークシ

ョップの開催が記載されているが、大学等と市の

文化機関・文化事業が連携する形でインターンを

促進し、教育機関と文化事業の現場をつなぐ、よ

り積極的な取組が必要ではないか。 

現場にとってインターンの受入れは負担となる場

合もあるが、人材育成のため公的文化機関・事

業が果たす社会的な役割と位置付け、毎年の受

入数をフォローするなど積極的な取組が必要と

思料される。 

大学等と文化施設の連携として、札幌芸術の森

美術館や本郷新記念札幌彫刻美術館において

学芸員の資格取得を目指す学生等のインターン

シップの受入れを行うほか、札幌コンサートホー

ル Kitara において、音楽事業に関するノウハウ

等を活用し、芸術文化やアートマネジメントを学

ぶ人材のインターンシップを適宜受け入れる等の

取組を実施しているところです。引き続き、こうい

った取組を進め、各分野における人材育成に努

めてまいります。 

30 アートマネジメントの人材育成・活動支援につい

ては、十分検証されていないと感じており、また、

第４期計画では記載がなくなっていることに、不

親切さを感じる。これまでされてきたものがどの

程度有効だったか、もしくは不適切だったかにつ

いて、中途半端にぼかすよりも、きちんと明記し

た上で、これからの新たな事業や施策の展開をし

た方が、札幌市の文化芸術の事業を展開する上

では大切なことと感じる。 

第３期計画の振り返りに記載のあるとおり、概略

としては、コロナ禍によりアーティスト支援を優先

することとなり、アートマネジメント人材の育成・活

動支援については十分には取り組めず評価が難

しいものと考えております。 

第４期計画においては、「文化芸術を支える土壌

づくり」という施策を設定し、文化芸術を支える環

境整備を進めてまいります。 

31 アーツカウンシルの人材は、国内外のアートに詳

しく、作品の制作技術にも通じ、アートマネジメン

ト能力もあり、さらにアート以外の知識への理解

度も高い者とし、“メディアアーツ都市”も踏まえ

たものとなるよう希望する。 

いただいたご意見も踏まえて、札幌市にふさわし

いアーツカウンシル機能について検討したいと思

います。 

32 アーツカウンシルは必要な仕組みと感じるが、是

非検討に当たっては国内外問わず成功例を持つ

市町村団体の協力を得て進めてほしい。 

札幌市におけるアーツカウンシル機能の検討につ

いては、全国のアーツカウンシルの取組を把握し

ている道外の有識者にもご協力いただいて進め

る予定です。 

33 重点取組事項にある（仮称）札幌自然史博物館

の整備に向けた検討について、自然史をベースと

しても、自然に偏らず複合的な展示内容を望み

たい。 

(仮称）札幌自然史博物館における展示につきま

しては、基本テーマである「北・その自然と人」の

もと、自然史の視点から札幌の自然、歴史、文化

を実感することができる展示を検討してまいりま

す。 

34 ガイドは歴史や文化財についても相当勉強して

いる方が多く、歴史の語り部の継承のために、ボ

ランティアガイドではなく、少なくとも、最低時給

の有給でガイドしてもらえるようにできたらいいと

市内には歴史や文化財に詳しいボランティアガイ

ドの方が、団体としての活動のほか各施設におけ

るボランティアとして活動されていることや、民間

事業者が文化財を巡るツアーなども実施してい
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

思う。 ることから、現在のところ有給でガイドしていただ

くことは考えておりませんが、いただいたご意見

については、今後の施策の参考とさせていただき

ます。 

35 「国内外の観光客等が札幌の文化芸術に触れる

機会を増やし、国際都市としての魅力を高める」

とされているが、hitaru も kitara も英語でのオ

ンライン・チケット予約はできない。また、昨年、

hitaru で実施された避難訓練コンサートは大変

いい試みであるが、外国人と思われる参加者が

いたにも関わらず、避難誘導の案内はすべて日

本語で行われていた。加えて、昨年の PMF のオ

ープニング・セレモニーでは、日本語のみで進行

が行われ、本来の主役である世界各国から集ま

ったアカデミー生や、多くの海外からの来場者へ

の配慮はなされていなかった。海外観光客への

発信を掲げるのであれば、それに適した取組が

必要ではないか。 

「札幌の文化芸術を通じた国内外への魅力発信」

のためには、海外からの観光客の皆様に対する

言語の障壁を取り除くなど、多様な方にお楽しみ

いただける工夫が必要と認識しています。 

そのため、ご指摘を踏まえ、各施設や事業の在り

方に応じた多言語対応等の検討を進めさせてい

ただきます。 

36 漫画ミュージアム設立に向けた検討を計画に掲

げてほしい。北海道、とりわけ札幌は多数の才能

ある漫画家を輩出している。全国各地に漫画ミュ

ージアムがあるのに、北海道に無いのは非常に

残念。とりわけ日本が世界に誇る漫画文化の源

泉である原画の保存は喫緊の課題であり、湿度・

温度の高い本州よりもはるかに北海道は保管に

向いている。道都札幌として原画を保管し、展

示・研究する施設をつくることは札幌の魅力アピ

ール、観光振興にもつながると同時に、札幌市民

の誇りとなると思う。 

マンガ等ポップカルチャーを活用したまちづくり

の推進については、企画展等を開催する中で、市

民の方々の期待度や経済的な効果等の調査を

進めているところであり、今後の具体的な取組に

ついては、その結果を受けて検討してまいりま

す。 

37 「札幌国際芸術祭 SIAF 2024」において、よう

やく、国際的にも新しい“メディアアーツ都市”を

つくる基盤ができたと考える。 

 新しい芸術文化に触れられる機会だけではな

く、アート、サイエンス、テクノロジー、都市、自然

を、“メディアアーツ”を介し学べる教育機会にも

なっている。 

札幌市の“メディアアーツ都市”をこれからも考

え、また実践する上で、SIAF 2024 ディレクタ

札幌国際芸術祭 2024 における取組の成果、そ

して課題や改善点を検証し、札幌国際芸術祭が

持続可能な文化事業として、今後も継続的に開

催できるよう、検討を進めてまいります。 
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

ー小川秀明さんは大変適していると思う。是非

SIAF をこれからも継続していってほしい。 

38 SIAF2014 でメディアアーツ体験をしたこどもた

ちが現在 20 歳前後で、この世代から、これまで

の札幌では考えられなかった国際的に通用する

クリエイター、アーティストが出てきている。この

世代に対しての支援の拡充を望む。 

若い世代を対象に令和 4 年度より CG 制作ワー

クショップを実施するなどメディアアーツの展示

及び制作を支える創造人材輩出・育成の入り口

となる機会を設け、メディアアーツ人材の育成を

行っております。 

いただいた意見も踏まえて、担い手の支援のあり

方について検討してまいります。 

 

（4） 第４章 計画全体を支える仕組み 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

39 計画の検証について、「適宜行い」ではなく、継続

的な評価組織作って、継続的に評価し続けてほし

い。現在は動員数など中身のない数だけを問題

にしている。結果としての数だけでなく、札幌市の

文化政策を実施する組織が、条例や計画にそっ

た事業を経済効率よく、効果的に実施しているか

どうかを評価・監視してほしい。これに加えて、市

民側から評価するため、文化芸術に特化したオン

ブズマン組織を作ってほしい。 

また、芸術家は支援される前に評価されている。

公金を原資として交付するからだ。ならば、それ

に準じて市の各施設の事業も事前に市民の評価

がされるべきである。 

文化芸術の適切な評価については、一つの大き

な課題と認識しており、計画にも記載のあるとお

り、施策の改善に資する評価の在り方について検

討してまいりたいと考えております。 

40 計画推進の指標（計画案：71 ページ）において

「来札観光客数」が指標のひとつとなっているが、

これは文化芸術の施策を評価する指標として不

適切と考える。特に海外からの観光客数は他の

要素（国際関係、為替レート、航空運賃、ビザの条

件、パンデミック等）の影響が大きいため、評価指

標としての有効性に疑問が残る（主要文化施設・

事業への札幌以外からの来場者のデータ採取が

可能であれば、より有意な指標となろう）。 

本市においては文化芸術を観光とつなげていく

ことは重要と考えており、この指標を設定してい

るところです。一方で、ご指摘のとおり他の要素

の影響が大きい指標であると認識しております。

主要文化施設等への札幌以外からの来場者の

データ採取は現状では困難であることから、次期

計画策定に向け、データの取り方も含めて検討

を進めさせていただきます。 

41 指標の達成に当たっては、市民参加型のイベント

を増やすことやインバウンド需要のさらなる喚起

が必要と考える。 

指標の達成に向けて、いただいたご意見も参考

に効果的な取組を適宜検討してまいります。 

42 文化芸術アーカイブを構築することを入れてほし いただいたご意見も踏まえて、文化芸術資産の
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

い。「文化財のアーカイブ」というだけでは、評価

がすでに与えられた「文化財」というものの記録

であって、本来のアーカイブではない。 

今時点で評価はわからない、将来に評価が定ま

るかもしれないといったものを網羅して記録する

ことが大切。 また文化財に限ってアーカイブする

場合でも、建築であればその設計図や、建築に

携わった者についての資料も含めてほしい。歴史

的学術的な情報もアーカイブして観光案内以上

のものにしてほしい。   

 イベントについてもアーカイブしてほしい。たと

えば、大通情報ステーションに集められた情報を

過去に遡って検索できるようになるだけでも、関

係者・研究者や、これから新しいことを始める者

にとっては有益なものとなると思う。 

アーカイブ化について対象やその内容、手法を含

めて検討してまいります。 

43 すでに評価が定まっている既知の文化芸術資産

の保存やインフラ整備に特化したデジタルアーカ

イヴ以外にも、潜在的な有形、無形の文化芸術資

産を掘り起こし、作品のみならず、文化芸術活動

にまつわるさまざまな分野のあらゆる事象をあま

ねくアーカイヴする活動も重要と考える。 

また、アーカイヴの企画、構築、データ入力等の

作業は、文化芸術の担い手や関係者、有識者ら

と市民とが協働で行なうのが理にかなっており、

そのような当事者発、市民発の活動を支える助

成事業を施策の一つに加えることが必要と考え

る。 

44 既存の文化芸術関連の条例の見直しに取り組ん

でほしい。例えば教育文化会館では募金ができ

ない。条例上は市長の許可があれば出来るとな

っているが、実際教文の内規では募金は赤十字

など特定の機関に対するものしか許可されない。 

イベント主催者が開催の資金調達の自助努力と

して寄附を集めることが許されないのは今時おか

しなことだと思う。 

公共施設という性質上、金品の寄附募集につい

ては公益性等が必要と考えているところですの

で、ご理解くださいますよう、お願いします。 

 

 

 



 

126 
 

（５） 別紙（札幌市における主な文化芸術事業一覧） 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

45 市内で活動する文化芸術関係者より、SCARTS

での相談窓口は有効に機能していないとの声を

複数聞いている。SCARTS に寄せられている相

談内容とそれへ対応に関する分析を行うなど現

状やニーズの把握と、それに応じた適切な改善が

必要と思われる。 

 

 

 

 

令和４年度に行った活動者アンケートにおいて

は、SCARTS の文化芸術活動サポートサービス

を知っているアーティスト等の利用率が 34.5％

で、今後機会があれば利用したいとの回答と併

せると 9 割以上の人に利用意向があるとの結果

が出ております。 

一方で、SCARTS での相談窓口については、い

ただいたご意見も踏まえて、利用者にとってより

有効に機能するよう、分析のうえ適切な改善を行

ってまいります。 

46 天神山アートスタジオは絶対に必要。 

札幌市は、北海道外の自治体と比べて、明らか

に、現代のアートを見られる状態に全くなってお

らず、その理由として、交通費・滞在費の問題が

あります。ここがなくなると、さらにアーティスト招

聘が難しくなり、市民の文化芸術に触れられる機

会の減少に繋がる。 

また、全国では都市中心部の芸術文化施設をコ

アに市街地のあちこちに文化芸術施設やサポー

ト拠点を置くようになってきており、このように分

散型にすることで年内の回遊性も高まり、市民が

より文化芸術に触れる機会の創出につながる。 

さっぽろ天神山アートスタジオは、築 35 年を迎

え、施設や設備の老朽化は進んでおりますが、現

時点においては、閉館する予定はありません。 

また、文化施設の在り方については、今後の札幌

市の人口動態や財政面など、様々な観点から捉

える必要があるものと考えていますが、市民が文

化芸術により触れられる機会の創出は重要と考

えております。いただいたご意見については、今

後の参考にさせていただきます。 

47 天神山アートスタジオのある澄川エリアは、新南

区複合庁舎への移転・複合化に伴い澄川図書館

閉館を札幌市は打ち出しているが、図書館や文

化的スペースをつくることが子育て等に重要なこ

ととして、様々な自治体が図書館や文化的スペー

スを積極的に設けるようになってきている流れに

逆行している。澄川エリアにおいて、澄川図書

館、天神山アートスタジオ、博物館活動センター、

平岸高校デザインアートコース、これらが連携し、

中心部以外の市街地においても芸術文化に触れ

られるような取組があってもいいのではないか。 

さっぽろ天神山アートスタジオにおいては、いた

だいたご意見も踏まえて、引き続き、市民が文化

芸術に触れられるような取組を行ってまいりま

す。 

48 札幌ドームの設計者が著名であり、また、札幌ド

ーム内外のアート作品も有名アーティストによる

ものが多いことから、札幌ドームを札幌市の文化

資本として活用すべきであり、主な文化芸術一覧

札幌ドームは、アート作品があるだけでなく、コン

サート会場としての用途にも対応しており、文化

芸術施設の機能も持ち合わせた施設と認識して

おります。一方で、当該別紙については、主な事
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

に札幌ドームを入れるべき。 業の例示であり、全項目を掲載しているわけでは

ありませんので何卒ご理解をよろしくお願いいた

します。 

49 イサム・ノグチ設計のモエレ沼公園の遊具等の劣

化・破損放置に関して、著名なデザイナーやアー

ティストなどから苦言が呈されている。 

イサム・ノグチによるデザインプロダクトをこのよ

うな状態で放置しておくのは、管轄部署が異なる

とは言え、札幌市の芸術文化行政の在り方につ

いて、様々な作り手からの信用を失いかねないと

考える。 

令和元年度から令和２年度にかけて、イサム・ノ

グチ氏設計の彫刻等も含め本市が所管する全野

外彫刻について現況調査を実施しました。現在、

この調査結果を踏まえ、まずは劣化が著しく、倒

壊等により第三者への被害が懸念される彫刻を

中心に順次補修等を行う計画を立てております。

本来、補修等が必要な彫刻は全て対応すること

が望ましいのですが、限られた予算の中での対

応となることをご理解くださいますよう、お願いし

ます。 

  

（６） その他 

NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

50 基本計画は施策を実施するための指針であり、

検討委員会の委員は、地域の文化芸術の状況に

精通した人と、文化芸術に関する公共政策に詳し

い専門家の両者により構成されることが望まし

い。 

今回の検討委員会には文化政策の専門家が入っ

ておらず、今後はこの点を考慮した人選を行うこ

とが望まれる。 

第４期計画策定に当たって、必要な人選を行って

きたものと認識しておりますが、今後はいただい

たご意見も踏まえて検討させていただきます。 

51 文化芸術基本計画委員会や意見聴取対象者に

ついては、メディアアーツ都市に適した方をいれ

るべき 

52 札幌市文化芸術基本計画検討委員会について、

ジェンダーバランスとジェネレーションバランスが

良くない構成だったように感じた。 

アート業界にも NFT、メタバース、DX、生成

AI、Chat GPT などのデジタル化の波は確実に

きており、これからさらに新しい技術がどんどん

生まれようとしている。 

検討委員もそうだが、それだけではなくヒアリン

グをした芸術団体も高齢者が多く、知見に非常に

偏りがあると思った。 

次回は 20 代から 60 代までの幅広い年代と性

本計画の有識者については、ジェンダーバランス

を考慮して人選を進めていたものの、結果として

委員９名に対して女性が 2 名にとどまっておりま

した。 

次期計画策定に当たっては、よりジェンダーバラ

ンスを意識した構成とするとともに、ジェネレーシ

ョンバランスも考慮した委員構成を目指してまい

ります。 

また、有識者会議の期間についても事務局の準

備が至らず、７月～10 月という限られた時間の

中で議論をしていただいた経過がありますので、
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

別で、委員も他分野だけではなく現場の最前線

にいる人と他分野の人とバランスよく配置してほ

しい。 

また、産官学民などすべての多様な札幌の人材

が協働する未来を期待するし、もう少し時間をか

けて様々な人に話を聞いて基本計画を制作して

ほしい。 

全体的に計画を少し急いでまとめたような印象を

受けたし、議事録をみる限りでは検討委員会にお

いてもひとつひとつの議論に対して十分に語りつ

くせていないように感じた。 

こちらについても次期計画策定時には改善をし

てまいりたいと考えます。 

53 SCARTS の職員の任期が５年で満了・更新なし

という状況は、優秀な人材確保の支障であり、ま

た、育成された人材を手放すこととなっており、そ

の結果優れたメディアアーツの展示ができなくな

ってきているように見受けられる。 

また、5 年超える前に雇い止めし、無期転換を逃

れるケースが少なくなく社会問題化しており、特

に市が率先してコールセンターを誘致し、非正規

雇用を大量に確保している札幌市においては、

大変問題があると言わざるを得ない。是正が必

要と考える。 

SCARTS の指定管理者である公益財団法人札

幌市芸術文化財団（以下「芸文財団」という）で

は、労働契約法など、各種法令に基づいて運営を

しているものと認識しております。 

また、芸文財団では、契約職員だけではなく、正

規職員の採用も行っており、期間の定めのある

契約職員であった方が、正規職員に採用された

ケースもございます。 

SCARTS の機能がより発揮できるよう、札幌市

としては、指定管理者に対して、各事業を効果

的・効率的に運営する専門スタッフの配置を求め

てまいります。 

54 札幌の文化芸術は、市・道・民間のフェイズが重

なるかたちで展開されているが、市と道が連携を

行うためのメカニズム（連絡・協議の場など）はほ

とんど存在していないと側聞している。本計画で

うたわれている連携を実際に推進するためには、

両者の間での組織的な体制の整備が必要であろ

う。 

ご指摘のとおり北海道との連携にはさらなる余地

があると認識しております。今後の本市の文化芸

術の発展において必要な視点と考えますので、

連携の在り方についても検討を進めてまいりま

す。 

55 札幌らしさを形成する一つにアイヌ文化があり、

それが重要な要素であることは検討委員会で討

議されたが、基本計画案には国が定めるアイヌ文

化に関する表記のない文化芸術の範囲が紹介さ

れ、札幌市の見解が示されていない。札幌市がア

イヌ文化を「札幌らしさ」のひとつと考えているの

であれば、「アイヌ民族」「アイヌ文化」の記載が必

要だと考える。 

アイヌ文化は札幌らしさを形成する重要な要素の

一つと認識しており、当該計画の対象であること

から、主な事業一覧にも記載をさせていただいて

おります。一方でＰ１８「文化芸術に関連する他分

野の取組」で「札幌市アイヌ施策推進計画」の記

載が漏れておりましたので、追記させていただき

ます。 

また、本計画では文化芸術の他分野連携に力を
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NO. 意見の概要 回答（市の考え方） 

56 現状の基本計画案は文化部が所管する「文化芸

術（施設」に限定されているように見える。このこ

とが札幌市の文化芸術の範囲を狭めているよう

にすら見える。検討委員会で話題にあがった図

書館（文学）だけでなく、第２次札幌市アイヌ施策

推進計画で謳われている札幌市文化芸術基本

計画との連携も、当の基本計画案には記載され

ていないなど、市役所各部署間の連携が取れて

いないように感じる。 

文化芸術分野と教育、まちづくり、福祉、経済など

様々な分野との連携は、札幌市役所各部署間の

連携も必要であるが、いわゆる縦割りと揶揄され

る役所の横のつながりの希薄さがここに繋がって

いる要因ではないかと思うので、次期計画では

改善されることを望む。 

 

 

入れることとしており、これまで以上に市役所内

の横の連携が大切と認識しており、より一層の連

携を進めてまいりたいと考えております。 

57 メディアアーツ都市は、経済観光局、市民文化

局、都市局、建設局、まちづくり政策局他にまた

がるものなので、“メディアアーツ都市”局をつく

るぐらいにすべきだと思う。また、SCARTS 含む

札幌市民交流プラザは、メディアアーツ都市に関

わる部署での管轄にすべきと考える。 

メディアアーツ都市については、文化部だけで担

っているわけではなく、全市の取組であり連携し

て進めております。また、札幌市民交流プラザに

ついては、文化芸術施設の役割が主であること

から、これまでとおり文化部で所管することが適

切と考えております。 

58 オリンピック招致を見送ったという理由で地下鉄

の駅で「虹と雪のバラード」を流さないことになっ

たというのは技術的予算的な問題があったとして

も大変残念。JR 北海道と共同で札幌駅他札幌

市内主要駅で札幌ゆかりの楽曲や札幌出身ミュ

ージシャンとの協働が合っていいと思う。 

いただいたご意見については、今後の施策の参

考とさせていただきます。 

 

 
 



 

 
 

 

表紙の絵はアトリエ・ペン具所属の Shun さんにご提供いただいた「雪の時計台」です。 

 

Shun さんのプロフィール（アトリエ・ペン具所属） 

 

2011 アトリエペン具に参加 当時はペングアート（個人のアートセラピー教室）  

2012 ほくでんギャラリー展示  

2014 トナカイクレヨン巡回展 釧路～札幌  

2015 とよひらの里（高齢者施設） 

 OYOYO ギャラリー「3 日間のショールーム」、 

ギャラリー大通り美術館「チャレンジドアート＆プロダクツ」  

アートスペース 201 グループ展（2015～2020）  

大通公園ミュンヘンクリスマス市「クリスマスカードコレクション」（2015～） 

2016 +P ポストカード展（2016～2018）  

民間企業会議室展示（2016～） 天使ギャラリー展示  

ギャラリー大通美術館「アールブリュット展」  

大丸藤井スカイホール「チャレンジドアート」  

2018 カラフルブレイン 徳光珈琲展示（パッケージ採用）  

2019 ファビラス（カフェ）展示  

NAKAHARA DENKI Free Information Gallery（2019～）  

ボーダレスアート in チカホ  

ボーダレスアート in スカイホール  

ボーダレスアート in SCARTS  

2020 まちなかアート in チカホ  

2021 さっぽろアートステージ（2021～）  

2023 ボーダレスアート in ハコダテ アールブリュット帯広展示 へラルボニー壁画 
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